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巻頭言 

「萎縮する自治体職員と理論の力」 

 

理事長 礒崎 初仁（中央大学） 

 

 いま自治体職員が萎縮しているのではないか。 

 第１次分権改革の 2000 年施行から 23 年。地方自治法が改正され、機関委任事務制度が廃止

され、国と自治体は対等な関係になって、国の関与は一定のルールの下に置かれるようになっ

た。この制度改革は、自治体行政に大きな可能性を与えるものであったが、1990 年代から 2000

年代にわたる財政のひっ迫、職員数の削減、平成の市町村合併と相次ぐ「危機」の中で、職員

の意識は内向きになっていった。 

 さらに 2010 年代には、東日本大震災（2011 年）が発災し、都道府県をこえる大規模な被害

に国の求心力が高まったし、「消滅可能性都市」論から人口減少の深刻化が認識され、「まち・

ひと・しごと創生（地方創生）」の取組み（2014 年～）がスタートした。さらに新型コロナの

パンデミック（2020 年～）は、命と健康の危機をもたらすとともに、人々の行動と精神を封じ

込め、地域経済の活力を奪った。この３つの「危機」は自治体職員を萎縮させ、その発想力・

行動力を制約しているように思われる。 

 分権改革以降に職員になった人々にとって、もともと地方分権の”夢”を実感したことはな

く、仕事の仕方も組織の雰囲気もこんなものだと思っているかもしれない。しかし、当事者が

意識しないほど「萎縮」状態が定着しているとすれば、事態は深刻だ。 

 自治体職員を萎縮状態から解き放ち、新しい発想と意欲をもたらすのは、理論の力ではない

か。かつて地方自治論や行政法学の理論は、地方分権の必要性と可能性を提示して第 1 次分権

改革に大きな役割を果たした。人口減少に対しても、地域の人材と魅力を生かした地域づくり

の可能性を提示し、自治体職員の意欲と構想力を後押しすることが、理論の役割ではないか。

「人々を元気づける理論」が求められている。 

 地方行政実務学会は、「地方行政の実務経験を有する研究者と自治体職員等が研究交流を行う」

とともに、「個人、自治体及び研究機関の連携を推進」し、もって「地方行政の充実と発展に資

すること」を目的として（規約第 2 条）、2020 年 3 月に発足した。それから 3 年半。コロナ禍

にもかかわらず、当学会は年 2 回の大会の開催、年 2 号の機関誌の発行など充実した活動を展

開し、200 名以上の会員を擁する特色ある学会に成長した。この学会で論じられ、育まれる理

論は、「自治体職員を元気づける理論」になっているだろうか。 

 この学会の発足と成長に卓越したリーダーシップを発揮された稲継裕昭・前理事長が世代交

代を進めるために退任され、私がその任を引き継ぐことになった。前理事長のような貢献は到

底はできないものの、①会員相互の交流の機会を広げること、②より多くの会員が積極的に学

会活動に参加することを目標として（学会 Web サイト「理事長挨拶」参照）、会員の皆さんと一

緒に学会活動の充実に精一杯努力したい。その成果が萎縮する自治体職員を励まし、元気づけ

るものであってほしいと思う。 

 



2 
地方行政実務研究 第 7 号（2023 年秋） 

特集 

第３回春季大会 2023 シンポジウム 「コロナ対策再考 」 

 

開 催 日 ： 2023 年 7 月 8 日（土） 

開催場所 ： 早稲田大学国際会議場 

       井深大記念ホール 

第一部 キーノート・スピーチ 

・テーマ    「コロナ対策禍の国と自治体」 

・講演者    金井 利之（東京大学大学院法学政治学研究科教授）                   

                       

 

 

 

 

第二部 パネルディスカッション 

・テーマ      「コロナ対策再考」 

・パネリスト   金井 利之  教授（前掲） 

・パネリスト   福永  一郎 会員（高知県健康政策部医監 兼中央西福祉保健所保健監  

兼須崎福祉保健所保健監） 

 

 

 

 

・パネリスト  礒崎 初仁 会員（中央大学法学部教授、元神奈川県） 

 

 

 

 

・モデレーター 和田 一郎 会員（獨協大学国際教養学部教授、元茨城県）  

 

 

 

 

【プロフィール】1987 年岡山大学医学部医学科卒業、病院勤務、香川医科大学助手、

香川県庁をへて 1999 年香川医科大学助教授(衛生・公衆衛生学)。2003 年保健計画

総合研究所(調査・コンサルティング会社)を起業、2009 年廃業。同 12 月高知県に

はいり須崎福祉保健所保健監、健康対策課長、安芸福祉保健所長兼保健監、2023 年

より現職。博士(医学)、社会医学系指導医・専門医。専門は公衆衛生学、地域保健

の計画と評価、母子保健・障害保健福祉。 

※ 保健監は地域保健法上の保健所長 

 

【プロフィール】1967 年生まれ。東京大学法学部卒業。同助手、東京都立大学法学部

助教授を経て、現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。2018 から 22 年、自

治体学会理事長。専門は自治体行政学。著書『行政学講義』『地方創生の正体(共著)』

(以上、ちくま新書)、『自治制度』『財政調整の一般理論』(以上、東京大学出版会)、

『行政学概説』(放送大学教育振興会)、『自治体議会の取扱説明書』『実践、自治体行

政学』(以上、第一法規)、 

『原発と自治体』(岩波ブックレット)など。 

【プロフィール】1958 年愛媛県生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科修了。1985 

年神奈川県入庁、2002 年から現職、2020 年から中央大学副学長。専門は地方自治

論、行政学、政策法務論。著書に、『知事と権力』(東信堂、2017 年)、『自治体政策

法務講義(改訂版)』(第一法規、2018 年)、『ホーンブック地方自治(新版)』(共著、

北樹出版、2020 年)、『立法分権のすすめ』(ぎょうせい、2022 年)、『地方分権と条

例』(第一法規、2023 年)など。 

【プロフィール】1973 年生まれ。学習院大学理学部卒業。茨城県職員、(社福)日本

子ども家庭総合研究所等を経て、現在獨協大学国際教養学部教授。専門はデータサ

イエンス(行政 DX、データサイエンスを利用した社会保障領域の政策評価など)。

2020 年から厚労省参与(新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する厚生労

働省対策推進本部クラスター対策班)。著書に『児童相談所一時保護所の子どもと支

援――子どもへのケアから行政評価まで』(編著者)など。 
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第一部 キーノート・スピーチ 

「コロナ対策禍の国と自治体」 

 

はじめに 

皆さんこんにちは。東京大学の金井です。

昨年はスケジュールが重なっており、お招き

いただきながら地方行政実務学会に参加する

ことができませんでした。そのため、本日は

出席することができて大変うれしく思います。 

この学会は、大変に敷居が高い学会です。

自治体職員でなければ参加できない厳しい学

会です。私は東京都立大学に勤めておりまし

たので、東京都職員だったと言えなくもない

のですが、やはり、行政実務とは別世界にい

たと思います。似たような学会に、自治体学

会があります。今年は久しぶりに対面開催が

できそうなので、ぜひそちらの方にもご参加

いただけると嬉しいです。川崎で 8 月 25 日・

26 日の開催です。重なっているメンバーの方

もそうでない方もいると思いますが、そちら

の学会ものぞいていただきたいと思います。 

１．対策禍 

（１）コロナ対策への検証の必要性 

さて、本題です。「コロナ対策再考」が本

学会の大きなテーマです。かつ、学会全体と

しては、後ほど礒崎先生からお話しがあるの

ですが、検証プロジェクトを立ち上げている

そうです。大変すばらしいと思います。本来、

自治体学会やその他でも、このような検証を

やらなくてはならないと思うのですが、なか

なかできていないことは非常に問題だと思い

ます。この学会の試みには大変期待していま

す。新型コロナウイルス対策関係で、様々な

良かったことや悪かったことがあると思いま

すので、まず検証は重要です。 

昨今の個人ナンバー紐付け問題で、国は「新

型コロナウイルス対策で上手くいったのでそ

の方法を応用する」と言っているようです。

国は、新型コロナウイルス対策において、自

治体に対する支援や統制において、上手くい

ったと思っているようです。しかし、充分な

検証を経ているわけではありません。総務省

の組織の名称も、「新型コロナワクチン接種

地方支援本部」から「新型コロナウイルス感

染症対策等地方連携推進本部」を経て、「新

型コロナウイルス感染症対策・デジタル化推

進等地方連携推進本部」に、変異しています。

コロナワクチン接種、個人番号カードの普及、

さらにその紐付け検証において、国自身は自

治体を手足のように動かすことに関して、上

手くいったと思っているようです。 

これはかなり深刻です。上手くいっている

のであれば、これを応用することは当然のこ

とですが、上手くいっていないものを検証も

なく応用するということは、再度同じような

ミスを繰り返すということになります。さら

に言えば、自治体現場で起きている問題が、

充分に霞ヶ関にフィードバックされず、問題

が繰り返されているのかもしれない。しっか

りと検証をすることが必要なのではないかと

考える時期に来ています。 

検証の間もなく繰り返すことになりつつあ

り、自治体の現場としては心配だと思います、

新型コロナウイルス対策自体を検証すること

は、今後繰り返されるであろう国からの支援

や統制に対する態勢を作ることです。検証作

業は、自治体が対処するうえでも非常に重要

になっていると思います。 

 

（２）対策禍という視点による検証 

私は 2021 年の 5 月の段階で、ちくま新書か

ら『コロナ対策禍の国と自治体』という本を

出しました。これは 2020 年度末、2021 年 3

月までの状況しか踏まえていないのですが、

中間的な検証の試みです。基本的な視点とし
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て、「コロナ対策禍」という「コロナ対策に

よって生み出された災い」ということを採用

しています。 

比喩としては、副作用や副反応の研究と言

っても良いのですが、経済学では「政府の失

敗」と言われます。工学系では「失敗学」も

あります。視点としては当たり前のことです。

政府が行うことは失敗することがあります。

行政学で言えば、「政策執行（インプリメン

テーション）問題」や、「行政の限界（リミ

ッツ・オブ・アドミニストレーション）」な

どと言われます。行政はトラブルを起こすこ

とがあるということです。そのような意味で、

様々な対策を行ったが問題も起きたならば、

それに対してしっかりと見ていく必要がある

と思います。 

この本を書いた後に、日本記者クラブから

講演に呼ばれたのですが、そこでマスコミの

方から「それではあなたは何もしないつもり

なのか？ 何もしない方が良かったと考える

のか？」と聞かれました。失敗を検証すると、

このような反応をされることがあります。し

かし、必ずしもそうとは言えません。対策に

対してマイナスがあるならば、そのマイナス

をどのようにして抑えるのか？ というアプ

ローチもあります。もちろん、本当に何もや

らない方がよかった可能性もあります。これ

は一概には言えません。 

 

（３）ゼロオルタナティブとの比較検証 

この後の福永先生によるスピーチにもあり

ますが、もともとの行動計画に沿った場合は

どうだったのか？ というシミュレーション

があります。さらに大きなシミュレーション

としては、全く対策を取らずに、ごく日常の

ように過ごした場合はどうなったのか？ と

いうことは１つの思考実験としてはあり得ま

す。 

これは環境アセスメントで言えば、「ゼロ

オルタナティブ」という評価対象です。環境

アセスメントは、事後検証と異なって事前評

価ですが、事業によってどのようなインパク

トが生じるのか？をチェックします。そのと

き、何もやらない場合はどのようになるの

か？ という「ゼロオルタナティブ」との比

較もあります。何もやらないときはどのよう

になったのか？ やったときにはどのように

なったのか？ という比較評価も必要でしょ

う。 

環境アセスメントでは、本来は複数の選択

肢を比べなくてはならないと言います。しか

し、しばしば事業案というものは１つしか出

てきません。それでも、ゼロオルタナティブ

は現状維持、何もしない状態ですから、事業

案が１つしかなくても必ず複数案の比較にな

ります。 

今回のコロナ対策について、もしも日常通

りに対応したらどうなっていたのかという検

証も必要でしょう。短期的には感染は広がっ

たかもしれません。その結果として、何もし

ない選択肢（集団免疫方策）は取り得なかっ

たかもしれません。しかし、対策をしてもし

なくとも、遅かれ早かれ感染するので、変わ

らなかったと考えられるかもしれません。あ

るいは、いつまでも脱コロナが出来ない足枷

は避けられたかもしれません。 

逆に、早期の GOTO キャンペーンをやらなけ

れば、もう少し少ない感染数になったかもし

れません。通常医療を続けていれば、感染者

は増えても、受診できないで放置する発病者

を減らせたかもしれません。あるいは、外出

往来制限がなければ、感染者が自宅で生活に

困ることは少なかったかもしれません。など

など、様々な可能性があったでしょう。本来

ゼロオルタナティブとの検証もしてみたいと

思います。 

それについて、私は数字的な想像が付きま

せん。何もしなかった場合にどうなったのか

について、当初の予測ではすさまじい数の人

間が死亡する予測もありました。結果的に見

れば、そこまで大量の死者は出なかった可能

性もあります。どの程度だったか？ につい

ては検証する必要があると思います。つまり、

対策禍の検証と言っても、無為無策を前提も

なく推奨する意味ではないのです。 

検証した結果、無為無策が良かったとなる



     

                     5      
                          地方行政実務研究 第 7 号（2023 年秋） 

可能性もありうるかもしれないし、やはり、

何らかの対策は取るべきであった可能性もあ

ります。また、対策のあり方によって禍福は

異なるかもしれません。対策によるプラスと

対策によるマイナスを比較検証するだけです。

対策が禍をもたらしたか？ を論じることは

無為無策の予断を主張することではありませ

ん。 

予防接種で言えば、副反応があることで直

ちに予防接種をやめるべきだという話にはな

らないことと同様です。時にはやめるべきと

いうこともあります。これは何とも言えませ

ん。それは政策判断として幅広く考えるスタ

ンスを持ちたいと思っています。その意味で

無為無策もありうる、あらかじめそれを排除

するわけではない、という程度です。 

 

２．４つの対策禍 

（１）対策禍を生み出す体質と構造 

新型コロナウイルス対策禍の検証をするな

かで、自治体の虚弱体質や保健所等による配

給統制経済の限界に、私は関心が向いて来ま

した。この部分が私にとって構造的に一番気

になっています。現象としての対策禍そのも

のよりも、対策禍を生み出すような、日常的

な体質や構造の方がより重要なのではない

か？ と思っています。 

比喩的ではありますが、対策の善し悪しそ

のものよりも、体質の問題の方がより重要な

のではないか？ という気がしています。そ

ういう意味では対策禍は症状に過ぎません。

対策がうまくいったのか？ 上手くいかなか

ったのか？は、対策そのものの妥当性よりも、

対策を取るための前提となる体質的な構造こ

そが重要なのではないか？ ということを昨

今考えています。もちろん、体質や構造に合

わない対策を執ること自体が適切ではないの

ですが、体質や構造が対策の選択肢を制限し

ていくのです。 

 しかし、日ごろの体質が悪いので、いざ事

件が起きたら、むしろ対策を取らざるを得な

い、ということになりやすいのです。体質が

良ければ、そもそも対策を執るまでもない事

態でも、体質の悪さが対策を迫ります。その

結果として対策禍が生じてしまいがちです。 

対策禍として、大きく 4 つ挙げます。対策

禍としてどのような災いがあったのか？ 

 

（２）排除 

排除という問題が非常に大きいと思います。

もともと感染症対策は、ミッシェル・フーコ

ーの研究にもありますが、人をそもそも検疫

によって、町の外に排除するところから始ま

ります。かつて、ハンセン病について深刻な

隔離・強制不妊などの排除という禍を引き起

こしました。これは過去の話では済みません。 

例えば、外国人・外国系の人々への排外主

義はむしろ強まっています。学校現場で言え

ば、「腐ったミカン論」があります。学級の

中に悪い生徒がいると、学級全体が悪くなる

から、悪い生徒を排除すれば学級は悪くなら

ない、ということです。これは検疫隔離的な

学級運営です。インクルーシブ教育と言いな

がら、学級に合わない生徒はすぐに特別支援

学級に「排除」しようとします。 

感染症対策・公衆衛生的では、他に方法が

無ければ仕方ないだろう、という考えもある

でしょうが、大きな対策禍ももたらします。

社会的排除の拡大を、行政自体が「人との接

触に気を付けてください」ということによっ

て、促進したことは否めないでしょう。例え

ば、県境往来自粛を知事等が先頭を切って行

う、営業自粛要請を行う、パチンコ店が悪い、

ライブハウスが悪い、と喧伝する。要は、排

除されるのは誰でもいいので、誰かをターゲ

ットにして排除すること自体が、感染症対策

をした気分にさせます。 

隔離は、感染蔓延阻止に、効果がある場合

もあれば、乏しい場合もあります。しかし、

重要なことは、効果があったとしても、すさ

まじい弊害があることです。効果がなくても、

為政者としては無為無策ではなく、対策した

フリになりますので、行政はやりたがります。

いざ違っていた場合に、行政は後で謝るのか

と言えば、謝らないのです。人々が忘れるこ

とを待っています。そして、行政や専門家の
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言うことを真に受けて、行政の言うことに従

う順応的・同調的な人達が、この弊害を拡大・

拡散させていきます。例えば、県外ナンバー

狩りや自粛警察のように、率先して排除行動

をしました。さらに身元の詮索をして感染者

差別を行いました。 

積極的疫学調査という専門家や為政者の対

策を受けて、人々は、感染した人間がどこと

どこに立ち寄った等、いちいち検索し始めま

す。皆が気になってしまう。このような排除

の問題に対して、行政が「排除はいけない」

「差別してはいけない」と口では言うのです。

しかし、行政側が隔離、排除、自粛、ステイ

ホーム、三密回避、非接触、無症状感染者の

炙り出し、などと喧伝してもいます。行政が

マッチポンプの役割をしていました。 

この弊害は、かなり深刻な被害をもたらし

たと言えます。もともと日本は、諸外国に比

べて同調圧力と排除が強い社会です。そのよ

うな体質のもとに、行政や専門家が「ソーシ

ャル・ディスタンス」などを対策として言い

出すと、諸外国と異なりさらに拡大された副

作用が出やすい、という構造を持っていたと

言わざるを得ないのです。公衆衛生学的には

世界共通の対策があるとしても、適用される

国や社会の体質によって、対策禍は異なりま

す。これは未だにかなり深刻です。 

いまだにマスクを外せないなど、様々なと

ころで尾を引いています。社会的な災禍です。

権力者の行動はかなり重いのです。そのよう

な排除の問題がありました。 

 

（３）強者優先 

2 つ目としては、強いものはあまり被害を

受けないのですが、弱いものにしわ寄せがい

く対策禍になりました。為政者・専門家・富

裕層は比較的強いのですが、特に日本の非正

規・不安定雇用や孤立無援者といった増大し

ている社会経済的な弱者がいるときに、この

ような対策を取ったということが、非常に負

担になっていたということです。 

さらに医療従事者でさえ排除の対象となり

ました。さすがに、医師などの医療関係者は

権力を持っていますので、「医療従事者に感

謝しよう」キャンペーンに成功しました。医

療従事者に対する「感謝」と「賞賛」だけは、

権力的に推奨されたと思います。それでも、

実社会での忌避感は深刻な問題でした。ただ

医療従事者は底力があったため、しっかりと

医療従事者に対する嫌がらせをしてはいけな

いと声を出すことができたのです。しかし、

他の弱い人は力がありませんから、そのまま

沈黙を強いられていたということになります。 

 

（４）経済偏重 

続いて、3 つ目の災いとしては、感染症対

策にはマイナスでも、経済を止められない、

日銭を稼ぐ経済をやめることができない、と

いうことです。在宅オンライン勤務に切り替

えましょう、という対策をやりました。正規

労働者やオンラインでできる仕事の人は良い

のですが、そうではない方はたちまち解雇に

なってしまいます。「お家で過ごそう」キャ

ンペーンについても、お家で過ごせる人と過

ごせない人がいます。自宅蟄居対策には災禍

が生じる以上、何らかの対策禍対策が必要に

なります。 

日銭稼ぎの人を見捨てるほど、日本政府は

冷淡ではなかったのですが、その結果、感染

症対策としてはあまり得策とは思えない

GOTO キャンペーンをやらざるを得ないこと

になりました。あるいはロックダウンできな

い社会であったということです。結論から言

えば、新型コロナの場合には、ロックダウン

はしない方が良かったと思いますので、ロッ

クダウンによる対策禍は防げたと言えます。

一部の政治家や専門家などが散々実行するよ

うに煽動したようですが、当時の菅首相が最

後の一線で踏みとどまったことは、対策禍を

最小限に抑えたと言えます。しかし、経済を

動かすという対策禍を抱えることになりまし

た。 

ちなみに、ロックダウンするなという側の

専門家があまりいなかったため、読売新聞か

ら私はコメントを求められ、新聞に載りまし

た。要するにロックダウンはできない、やめ
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ておけ、という内容を言いました。対立する

専門家はガンガンやるように言っておりまし

た。これだけ人々の生活が日銭稼ぎ経済に依

存している以上、ロックダウンすれば人々の

生活が困窮し生命に危険が及びかねないので、

構造的にできないという社会なのです。しか

し、経済偏重も対策禍として、様々な弊害を

招きました。そうならざるを得ない日本社会

の体質と構造だったのです。 

 

（５）専門家と称する言説 

さらに 4 番目は、「専門家」の意見と称す

る動きが前面に出ました。もっとも、本当に

専門家の意見だったのかは、大いに疑わしい

ところです。特に初期の段階では、未知の感

染症でもあり、専門家の言説に我々は右往左

往させられました。 

そもそも日本は、ワクチン開発もできない

程度で、専門能力の観点では先進国でもない

のです。けれども能力がないがゆえに、専門

家の意見と称するものを過度に重視すること

になりました。もっと言えば、専門家の意見

だとして、政治家が責任を逃れるということ

になりました。 

あえて言うなら、現代の医学・公衆衛生学

の専門家が、平安時代の陰陽師のような扱い

になってしまったのです。政権側は専門家を

陰陽師のように扱う。我々はご託宣を聞くし

かない。しかしながら、発言している専門家

も、たぶん専門知識的にはよく分からないこ

とも多く、あるいは、専門的に判っているこ

とも政府の圧力で自由にいえない、というこ

とも沢山あるなかで、なにかを言わされてい

る状態でした。専門家の非専門的な言説に、

専門的だと称して、人々は従わせられ、為政

者は責任逃れをする、という状態でした。 

 

３．対策禍の軽減 

（１）包摂 

そのような意味で言えば、排除の対策禍を

減らすには包摂です。隔離や差別をどれだけ

減らすことができるのか？ が最大のポイン

トであったと思います。しかし、これには反

論がありうると思います。感染症対策である

以上、隔離や入院というものは、「科学」的

に当然だということになります。 

しかし、社会実装される「科学」は、権力

によって採択されただけです。科学には色々

な結論があり得ます。日本の場合は精神病院

も死刑もまだあるわけですが、そうではない

国も世界には多数あります。さらに学校現場

においては、特別支援教育のようにどんどん

人を排除しますが、これが唯一の科学的結論

とはいえません。むしろ、為政者に蔓延する

嗜癖（アディクション）の反映でしょう。ア

ディクションがあることを前提にすると、「科

学」の名のもとで、実は排除の嗜癖が選好さ

れているのではないか？ ともいえます。も

う少し包摂側に考えてはどうか？ と思いま

す。 

あるいは隠微な包摂もあります。排除した

うえで監視します。昔の感染症対策は、城壁

から追い出した後は知らない、ということで

した。今の排除では、後は知らないのではな

く、施設に収容します。排除して包摂する、

というなかなか厄介な話です。 

その意味では、お互い様の覚悟の包摂です。

感染は増えるかもしれません。感染するかも

しれない危険性と、自分が排除されるかもし

れない危険性と、バランスを取って利益衡量

できるのか？ という話です。大体排除する

人というのは、自分が感染しないという根拠

のない自信を持っている人が多いものです。

自分が感染して排除されるかもしれないと思

えば、排除されたときの扱いは、もう少し優

しい扱いにしてもらうはずなのですが、日本

人は何故なのか、自分は感染しないという根

拠のない自信を持っているのです。 

もっといえば、自分が感染しないという自

信を多くの日本人が持っていたのであれば、

そもそもコロナ対策はしなくて良いのではな

いか？ という気がします。自分は感染しな

いと信じているけれども、感染しているかも

しれない他人は排除したい、という理解に苦

しむような人が多いこともあり、排除の対策

禍のみが生まれ、包摂が進まない面がありま
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す。 

 

（２）弱者への配慮 

コロナ対策は政権や行政だけの問題ではあ

りません。為政者はあくまでも人々の意識を

反映している訳ですので、人々の在り方が問

われている、さらに言えば、民度を問われて

いることだと思います。弱者に配慮できるの

かについてです。 

高齢者や基礎疾患者に関する配慮について

は、若年者や健康者も含めて、「我先に」と

いうことなく、大きなトラブルなくできたと

思います。一部では某薬局の社長が「優先的

にワクチンが欲しい」と市役所に圧力をかけ

たという事件がありました。表沙汰になった

ということは、市役所の方がこれは適切では

ないと理性が働いたのだと思います。ひょっ

とすると表沙汰になっていないところで、大

事件が起こっていたかもしれません。ともあ

れ、世間的には高齢者や基礎疾患者を優先す

ることについて、大きな反発があったわけで

ありませんでしたので、民度はある程度悪い

方向ではなかったといえます。この点では、

日本社会の体質は悪くなかったと思います。 

しかし全体的として、社会経済的な弱者に

配慮する基礎的な体質を持っていなかったこ

とは否めないと思います。むしろ高齢者は強

者であり、高齢者優先のシルバーデモクラシ

ーの歪みなのかもしれません。それでも一応、

社会経済的な弱者対策にも取り組みました。

雇用調整金で雇用を維持する、現金給付を行

う、ということを行いました。全住民一律給

付の特別定額給付金は、かつての日本からす

れば、異例なことだと思います。 

しかし、1 回だけであったことは残念です。

この対策禍対策は、場当たり的、人気取り的

で、将来に繋がる画期的な効果はもたらさな

いかもしれません。商品券給付は 21 世紀に入

ってから何度か行っていましたので、それを

繰り返しただけともいえます。非正規労働や

格差・貧困が拡大していた社会の体質からみ

れば、非常に弱者対策が弱かったと言えます。 

実は経常的な現金給付は、高齢者年金くら

いしかなかったことが、日本における体質の

弱さと言えます。生活保護率の高いイギリス

と、失業手当は当たり前であるというヨーロ

ッパ大陸諸国に比べると、現役世代への現金

給付が非常に手薄です。また高齢者年金につ

いては、皆さんもご存じの通り、現役時代に

高い給料を貰っていた人に高い年金を払うも

ので、強者優先で所得再分配効果を持ってい

ません。そのため金額のわりに、所得保障の

効率が悪いのです。 

 

（３）経済ではなく社会での対策 

このように、従前からの現金給付行政の弱

さという体質・構造が、社会経済的弱者対策

を非常に阻んだと言えます。本来であれば、

経済を動かさなくても、社会において生活で

きることが重要です。日銭で稼ぐ経済ではな

く、とりあえず働かなくとも食べていける社

会でなくては、感染症のときの対策は限定さ

れます。飢え死にするのか、感染するのか、

と言われれば、感染する方がまだよい、とい

う話になります。そこで、経済を回しながら、

GOTO キャンペーンという話になったのです。 

経済対策をしない場合にはどうなったの

か？ 緊急事態宣言により外出規制・往来制

限だけを行い、あるいは、ロックダウン（都

市封鎖）を行い、他に対策を行わなかった場

合には、もっと悲惨なことになった可能性が

高いでしょう。その限りで対策禍を抑え、や

むを得なかったのかもしれません。しかし、

そもそもそのようなことをやらざるを得なか

った社会体質であったということが、大きな

弱点だったと思います。 

日本の意思決定は、経済界対医療界という

二大権力ブロックのガチンコ勝負はできます

が、それ以外の人はおよそ発言権を持ちませ

ん。しかし本来は、医療と経済以外にも、社

会生活を送っている多くの人々の目線に基づ

いた、社会的対策が求められていたのではな

いかと思います。 

 

（４）実務の重視 

4 番目には実務の重視です。新型感染症は、
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専門家ですらよく分かっていません。それは

仕方ないのですが、私は、専門家の不確実な

言説に、あるいはその言説に隠れた政治家や

為政者の思い込みに、右往左往されない日常

行政運営が、結局は大事だったのではないか

と思います。 

特に政治家や専門家、官僚は、このような

風説や独断を拡張する恐れがあります。専門

家は過激なことを言えば目立ちます。政治家

は断固たるスタンスを取ればやっているよう

に見えます。官僚はそのような政治家に知恵

出しすることになりやすいのです。例えば、

「嘘のようなホントの話」が嘘であったとい

うイソジン問題や、当初アビガンは効くと吹

聴されていたこと等です。風説が山のように

流れていました。ちなみに最近の霞が関で流

れている風説は、「非平時」という概念です。 

むしろ、声高な「危機」の喧噪のなかで、

あえて「危機」を聞き流す冷静さや継続性や

日常性の維持が重要です。実際のところ、自

治体現場は新型コロナウイルスに関わらず、

かなり日常業務を続けました。そう考えると、

学校現場は非常によくなかったです。完全に

振り回されました。それだけ学校がどうなろ

うと市民生活に影響がないと、政府は判断し

ていたという気もします。為政者が対策をし

ている演出をするために、学校や児童生徒は

一種のスケープゴートにされました。 

非常時などと喧伝されても、日常業務が大

事です。自治体職員や実務家として大事なこ

とは、大言壮語を政権や専門家やメディア世

論から求められても、そうした風説に対して

奉仕してはならない、ということです。有能

な職員になればなるほど、悪い方針を決めた

政治家の悪さを、そのまま実行してしまいま

す。 

最近読んだ本には、ナチス占領下のオラン

ダではユダヤ人の犠牲者が非常に多かったが、

フランスやベルギーでは相対的に少なかった

と書いてあります。なぜかというとフランス

やベルギーの行政はいい加減だが、オランダ

はまじめで、ユダヤ人の住民登録がきちんと

できていたため、そのままユダヤ人虐殺がで

きてしまった。オランダの官僚制的な有能さ

が悲劇を招いたことです。ドイツ本国ではア

イヒマン問題です。 

したがって有能な実務家は、悪い政治家や

悪い官僚や悪い専門家が方針を示したときに、

その悪さを増幅します。これがベルギーのよ

うないい加減な官僚制であれば、いくら上の

立場の者が悪いことを言ったとしても、下の

立場の者は行動しないのです。老荘的に言え

ば、無用の用、無能の能です。できない人の

方がプラスになることもある、ということで

す。 

日本の行政は、常に気に掛けなければなら

ない。仮に能力を高めるのであれば、悪い人

には奉仕しないという倫理を持つことです。

能力を高めないのであれば、悪い人に奉仕し

ても悪いことはできないのですが、能力を高

める以上、倫理性が必要です。これに対して

日常実務の重視とは、日常的な能力のみを高

め、「危機」と称する新しい仕事には、能力

を発揮しない、ということです。 

これはどちらが良いのかは分かりませんが、

実務家にとっては非常に判断が問われるとこ

ろです。私は後者を推奨します。このような

ことを、何とか弊害を減らすことに向けて考

えていきたいと思っています。 

 

４．自治体への対策禍 

以上は日本の人々への対策禍ですが、今度

はそのうえで、自治体への対策禍です。今回

はどのような悪影響があったのか？ 

 

（１）集権言説の登場 

第 1 に、集権言説が登場してきました。非

平時や危機のときは国が全権を持つべきだ、

といった主張です。国と自治体の意見対立に

よって対策が上手くいかなかった、行き過ぎ

た分権の弊害だ、という意見もありました。

私の見るところ、既に地方制度調査会や、総

務省も転進宣言をしており、端（はな）から

白旗を上げている状態であり非常に残念です。

自治体側からも敗北宣言のような主張もあり

ます。国から一方的に命令してもらわなくて
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は困る、というような体たらくが生まれてい

ます。 

 

（２）名目的集権化 

2 つ目の対策禍は名目的集権化です。基本

的には、国にリソースも能力もありませんの

で、集権化してもできないことはできないの

です。しかし国は、「権限がない」「法律が

悪い」といいます。すぐに他人のせいや法律

のせいにすることが、国の常套手段です。丸

山眞男先生が「権限への逃避」と言っておら

れましたが、日本官僚制の宿痾、日本の為政

者の病理です。妙にこのような時だけまじめ

に法治主義的です。普段は法律を守るとは限

らないにもかかわらず、自分が責任を回避す

るときだけ「法律上権限が無かった。したが

って法改正をします」というような言い方を

します。 

もっとも法律を改正しても上手くいきませ

んので、単なる名目です。そして、また将来

的には「法律が悪い」という話になります。

指示権を法定化すれば上手くいく、司令塔機

能で日本版 CDC を作ればうまくいく、と言っ

ておりますが、これは多分上手くいかないだ

ろうと思います。のちにお話ししますが、2015

年に新型インフルエンザの弊害を受けて日本

版 NIH を作ると言って、AMED ができました。

しかし、今回 AMED が役に立ったのか？ とい

うことで言えば、特段役に立ってはいません。

したがって AMED が役に立っていないと言い

たいところですが、今回 AMED が役に立ってい

ないとなると、2015 年の法改正が間違いであ

ったことになります。仕方がないので、国立

感染症研究所と国際医療センターを合併し、

日本版 CDC を作ると言っています。 

次のパンデミックのときには、また別の日

本版の何かを作る、と言うでしょう。要する

に、全く効果が無いのですが、名目的に権力

を強化するという話でお茶を濁す、というこ

とです。 

 

（３）国の「受け皿」の不在 

3 つ目に、国に「受け皿」、能力が無いこ

とが最大の問題です。国は能力がないけれど

も自治体は能力があるのかと言えば、自治体

も能力はありません。この無力無能の国が、

無力無能の自治体に対して、力をふるうと、

更なる対策禍をもたらします。 

一番明白だったのは、安倍元首相が行った

全国一斉休校要請でした。国には何の権限も

ないのです。権限がないにもかかわらず、国

はやりたいことをできることを実証していま

す。したがって、権限がないという言い訳に

は、何の根拠もないのです。やる気さえあれ

ばできる、ただし、権限なき対策に効果があ

るかどうか、対策禍がないのかについては別

問題です。アベノマスクの件も同様で、現実

にできるのかと言えば、生産・調達・配送を

行うと大変時間が掛かります。要するにでき

ないものは、できないのです。 

安倍元首相は、できないことに気が付いて、

途中で首相職を辞めました。ちなみに私は政

治家ができること、するべきことは、責任を

取って辞職することだと思っています。引責

辞任という切り札をどこで使うのか？ がも

っとも重要なことです。その意味では、安倍

元首相が辞職したのは良い仕事でした。しか

し、引責ではない点がまずかったと思います。

知事を中心として自治体の首長は、辞職して

いませんから、全く問題だと思っています。 

 

（４）自治体への責任転嫁 

4 番目の対策禍は、自治体への責任転嫁で

す。無能だけれど権力のある国は、自らの失

政を自治体に押し付けることがあります。さ

んざん自治体のせいにしてきました。ワクチ
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ンが無いのは自治体が悪いなど、です。今度

は個人番号の紐づけができないのは、自治体

と保険者が悪い、と言っており、体質は繰り

返されています。無能だけれど権力のある人

間は、非常に禍をもたらします。しかもそう

いう人に限って国民から人気があるならば、

国民に問題があると言わざるを得ません。 

 

（５）基盤整備の不在 

5 番目の対策禍は、自治体の基盤整備を放

置していることです。国は権力をふるって、

あれこれとやるように言います。事務連絡も

たくさん出します。しかし、それを実行する

ための基盤整備を自治体にさせているのかと

いえば、させていません。むしろ昨今の問題

は、行政の基盤ができていないからこそ危機

が発生し、危機が発生するから政権は危機管

理と称する仕事をしたという演技を繰り返し、

自治体に要求を出し、ますます危機を増幅さ

せていることです。危機管理の演技に自己陶

酔している限り、自治体現場の日常的な基盤

を強化する発想は出てきません。このことが、

かなり構造的な問題だと思っています。 

このように自治体に対する対策禍も、社会

に対する対策禍とは切り離されて、自治体現

場としては深刻に受け止めなくてはなりませ

ん。それが、今後も繰り返されるであろう、

ということです。すでにお話ししましたが、

現在は個人番号紐づけの総点検問題で繰り返

されています。さらに言えば、個人番号の紐

づけの業務で問題が起きています。さらには

マイナポイントを大盤振る舞いするところで

問題が出てきました。個人番号カードの普及

自体は正しいとしても、自治体の尻を叩いた

せいで、事件が起きていたのです。 

 

５．自治体が国に対策させるべきこと（対

策禍対策） 

（１）集権言説の放棄 

以上のような対策禍に対して、自治体が国

にさせるべきことは何か？ まずは、集権言

説を放棄させることです。未知の有事のとき

に、国が一元的に判断する能力は残念ながら

ありません。もちろん能力があるに越したこ

とはないのですが、現実にはないので、結局

は現場で試行錯誤するしかない、ということ

です。国は試行錯誤をあきらめて後方支援に

徹する、あるいは忍耐することが国の仕事で

す。為政者は引責辞職することが仕事です。

しかし、彼らはあまりしようとしません。安

倍元首相と菅前首相は辞職の仕事だけはしま

した。岸田首相は全く辞める気がありません

から、それは仕事をしていないのです。 

 

（２）実質的能力構築 

2 つ目はもちろん、国が自主的に能力構築

できれば、それは望ましいことです。国に実

務能力があれば、必ず自治体側から支援を要

請します。例えば自衛隊に災害出動の能力が

あれば、現在では救急車要請と同じように要

請します。最近の知事は、自衛隊を救急車と

同じように考えているようです。それが良い

のか悪いのかは別として、能力があれば使お

うとします。 

ただし、これは安全保障の専門家から言え

ば、災害にばかり出動していると安全保障上

の抑止力が下がるので困る、との意見があり、

もっともでもあります。自衛隊とは別の災害

救助部隊の能力を構築することも、可能であ

れば期待されます。 

現在、都道府県レベルでは、緊急消防援助

隊を整備している訳です。これは全国から集

めるもので、局所的な災禍に出動できるとし

ても、全国規模の問題が起きているときには、

効果がありません。全国的災禍のときに出動

できる予備的なマンパワーを作ることができ

るのか？ という問題があります。自衛官で

すら足りないのに、そのようなことができる

か？ と言われれば、その能力構築は難しい

と言えます。 

実際に専門能力を高めることは大事です。

例えば、ワクチンの開発ができるのか？ 今

回はできなかった。不幸なことに日本はワク

チン開発ができない水準です。先進国ではあ

りません。かといって政権が焦ってワクチン

を作れと、研究者や大学に発破を掛けて上手
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くいくかと言えば、上手くいきません。それ

どころか様々な捏造事件を招くだけだと思い

ます。このことは非常に難しいことです。 

どのようにしたら能力が高まるのか？ と

いうことは良く分かりません。よく分かりま

せんが、日本はロケットを打ち上げることが

できないし、ワクチンも作ることができない、

ということが事実としてあります。この様な

基盤能力はどのようにしたら上手くできるの

か？ ガソリンエンジンは上手くできるけれ

ども電気自動車は苦手だ、携帯電話はスマー

トフォンを作ることができなかった、という

日本の弱いところがあるのです。 

この基盤能力については高くなった方が良

いのですが、国が音頭を取れば高くなるよう

には思えません。それどころか、STAP 細胞の

ような問題を起こしかねません。能力があれ

ば良いのですが、能力構築は難しいという話

です。 

 

６．国の非常時嗜癖の構造的背景 

（１）新自由主義(ネオリベラリズム）的な

行政能力の破壊 

より深刻なのは、国が非常時に対して嗜癖

（アディクション）を持っていることです。

非常時が好きなのです。危機が大変だと声高

に打ち出して、何か対策を執るかのごとき傾

向があります。非常時嗜癖を持っているのは、

なぜかということです。 

1 つには、新自由主義（ネオリベラリズム）

的な行政能力の破壊をこれまで行ってきたこ

とがあります。人々の社会経済的な生活を日

常的に保証する行政能力を失ってきたという、

体質的な弱さに繋がります。体質が弱いから

こそ対策を打つ、演技をすることです。日頃

の体質が弱いから病気になる、病気になるか

ら薬を飲みたくなる、ということです。日頃

から元気であれば発症もせず、発症してもた

いしたことが無いから薬もいらない。そうい

う基礎体質を作ってこない。それどころか、

むしろ日常的に弱い体質を今まで作ってきた

のです。 

 

（２）新保守主義（ネオコンサバティブ）

的な行政能力への偏執 

2 番目は新保守主義（ネオコンサバティブ）

的な行政能力への偏執です。体質が弱いから

マッチョになるのです。弱い犬ほどよく吠え

る、とも言います。日常的には政府は役に立

ちません。それならばどのようなときに役に

立つのか？ それは非常時だと言います。こ

れはアメリカ型行政国家です。 

アメリカは一見すると「小さな政府」です

が、やたらと危機管理にだけ行政の人数や予

算が多いのです。軍事と犯罪対策と災害と感

染症と児童虐待だけに、行政資源を投入して

いるのです。児童虐待に資源を投入するより

は、児童虐待が起きないよう、貧困社会を作

らなければいいだろう。犯罪を減らしたいの

であれば銃を無くせばいいだろう。とは考え

ずに、児童虐待と犯罪を起こさせておいて取

り締まりを行う、というのがネオコン的なア

メリカ的行政国家です。これは体質が弱いか

らこそ、対症療法的で強硬な対策を取るので

す。 

 

（３）政治主導によるポピュリズム的アピ

ール指向 

さらに、それが、政治主導のポピュリズム

的アピールにつながります。そのようにして、

体質が弱いところをマッチョに対策を取った

ふりをする、という政治家が、民衆から受け

入れられています。 

 

（４）実は自治体も大概は相似・模倣 

4 番目として、自治体にも大体がそのよう

な為政者が多いのです。吉村洋文大阪府知事

や小池百合子東京知事は代表例ですが、この

2 人だけではありません。政治主導により、

国は自治体に様々な対策禍を与えたのですが、

自治体自体は国から言われなければ弊害が無

かったのか？ と言えば自ら対策禍を起こし

たとしか思えない現象もありました。 

 

７．日本行政の構造的虚弱体質 

このように、日本行政には構造的虚弱体質
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があります。簡単に言えば、人々の生活を維

持する資金や物資の配送能力が欠如していま

す。生活を支えることができていないのです。

非常時に配給統制経済に切り替えられるの

か？ という問題があります。この時に考え

られる方向性は 3 つあります。 

第 1 に、切り替えることのできる行政を作

るのか？ 非常時において突然に配給統制経

済に切り替える移行（トランジション）管理

です。移行できるように訓練をするのか？ 

第 2 には、日常的に配給統制経済にするの

か？ 第 3 には、非常時はなく、日常的対処

の覚悟をするのか？ 「終わりなき日常を生

きろ」ということです。このように 3 つ程度

の対策が考えられると思います。 

 

８．切替能力の限界 

（１）医療 

切替方策の場合には、移行のときに大混乱

が起きやすいのです。感染症法も特別措置法

も、平時には準市場の保険診療制度を取って

いるのですが、感染拡大時には、突然に保健

所が配給統制制度を行う仕組みになっていま

す。大半の保険診療機関は開店休業になりま

す。保健所がすべての権限を握るということ

になります。しかし、医療サービスに関する

統制経済能力や采配能力を保健所が持ってい

るのかといえば、ありません。医療者間に日

常的にネットワークがあれば、うまくいくこ

ともあると思います。ただし、これは保健所

の能力ではありません。日常的なコミュニケ

ーションの基盤があり、地域社会の体質が良

ければできます。しかし、保健所に統制する

力は無いのです。日本で唯一行ってきた統制

経済は救急搬送だけです。今回の入院調整を

最終的に可能にしたのは、救急的な世界だと

思います。しかし、切り替えは非常に難しい

ものです。 

イギリスのように、普段から統制経済を行

っていれば、危機時であっても、統制経済に

よる対応ができます。イギリスでは普段から

気軽に医療を受けることができないので、新

型コロナウイルスで医療を受けることができ

なくとも当たり前なのです。アメリカであっ

ても同様です。国民皆保険ではないですから、

多くの国民は、普段からまともな医療を受け

られません。そのような国では対処は楽だと

思います。日本のように、普段は保険診療を

自由に受けることができるところは、新型コ

ロナウイルス対策で、突然に医療を受けられ

なくなったら困るのです。この切り替えが難

しいと思います。 

 

（２）物資・現金 

物資や現金に関しても同様です。日本は、

普段から現物や現金を配給する仕組みは採用

していないので、突然、新型コロナウイルス

になっても、生活物資を配給することはでき

ません。アベノマスクの失敗が典型です。ま

だ配りやすい現金について、定額給付金を配

ると決めても、すぐには実行できないのです。

普段から現金給付を行っていれば別です。年

金は2カ月に1回必ず振り込まれていたので、

高齢者に資金供給できたのは、年金制度によ

るものです。これは重要なことです。普段か

ら取り入れていないことはできないのです。 

 

９．配給統制経済能力の基盤整備 

（１）医療現物給付 

配給統制経済を実行するならば、普段から

取り入れるか？ についてです。家庭医制度

を導入して、普段から自由に医療を受けられ

ない仕組みにしていれば、緊急時に医療が受

けられなくとも文句が出ないでしょう。常に

文句が出るだけです。そのようなイギリス共

産主義的な日常が我々にとって幸せか？ と

いう話になります。 

普段から新型コロナウイルス対策禍のよう

に悲惨な状態であれば、新型コロナウイルス

の状況になっても、特に今まで以上には悲惨

にはならない、というディストピアです。そ

のようなことは、日本ではとてもではないが

できないのです。配給統制経済を現実として

維持することはとても難しいということにな

ります。 
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（２）日常的現金給付ルート 

現金給付のルートを日常的に確保しておく

ことは、多分可能でした。これを準備してお

けば大分良かったと思います。ベーシックイ

ンカムを月に千円であっても実施すれば、

人々は口座を登録するでしょう。日常的に現

金給付の仕組みを取り入れていないにもかか

わらず、突然給付したいので口座の登録が必

要、あるいは、いつ給付するかもわからない

けれども、あらかじめ口座の登録をしてくだ

さい、と言っても、登録する人は少ないでし

ょう。しっかり、現金給付を続けるしかない

のです。 

 

（３）日常的現物給付ルート 

日常的現物給付も行っておけばよかったの

です。これを最初に止めたのが学校の一斉休

校です。これは最悪でした。せっかく現物給

付を行っている数少ない日本の行政機関の学

校を停止してしまったのです。唯一やってい

た現物給付をやめてしまったことは、非常に

マイナスでした。非市場的な取引慣行を日常

的に維持できているのか？ ということがあ

ります。これも、規制改革を推奨している政

権では、非常に難しかったと思います。 

 

１０．日常体質の改善 

結局は、日常以上のことはできません。非

日常は存在しないのです。日常的に配給統制

経済能力が高いのならば、配給統制経済に切

り替えることは簡単ですが、これは日常から

きわめて不便で非効率で不快な社会になりま

す。それであれば、せめて現金給付を常に行

うのか？ ということだと思います。 

日常から、災害にせよパンデミックにせよ、

強靭な体質を作ることです。結局は、格差是

正によって社会弱者を日ごろから放置しない

ことが、対策禍を減らし災害・コロナ禍を減

らすことでしょう。 

禍や対策禍を押さえるのは、対策そのもの

よりも、日常の基礎体力であると言えます。

ところが政権やリーダーと呼ばれる人たちは、

日常の体質を悪化させておいて、何かの問題

が起こったときに派手にふるまうことが、自

らの仕事だと勘違いしています。かつ、対策

における派手な演技により味を占め、日常の

体質改善を放置する、という悪循環の問題を

持っていると思います。 

 

おわりに 

新型コロナウイルス対策としては、政権や

国の訳のわからない指示に対して、自治体の

実務家は相当まともに仕事をしたと思います。

ただし、もともと日本の行政や社会が非常に

虚弱体質であったので、そのコロナ対策は満

足がいく水準にはいかなかったでしょう。そ

れ自体は国レベルの構造改革が招いた結果で

もありますが、自治体も自らそれを進めてき

た面もありますし、国からの集中改革プラン

や地方財政運営により、やむなく虚弱体質化

をやらされたのかもしれません。この虚弱体

質は、国・自治体を通じて自ら生んできたと

いうことになります。 

構造的に社会経済問題を生みながら、危機

と称して強い政治の演技を行うこと自体が称

揚され、さらに危機管理と称して権力集中を

目指すわけです。大体それは上手くいきませ

ん。むしろ我々は、危機や非平時なるものへ

の関心自体の呪縛から解放されて、地道な問

題解消への道が必要なのではないか？ と思

います。例えば、次のコロナに備えて、若し

くは次のパンデミックに備えて、というよう

な危機を煽る行動よりは、日常の体質自体を

改善することです。それが結果的には、危機

を危機にしないことにつながるのではない

か？ 次なる危機が来ることを待ち、危機管

理や災害対策というようなオオカミ少年的な

行動をするよりは、日常をしっかりとするこ

とが重要だと私は考えます。 

ということで様々なご批判はあると思いま

すが、とりあえず今のところはそのようなこ

とを考えています。以上をもって、本日のキ

ーノート・スピーチとしたいと思います。ご

清聴ありがとうございました。 
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第二部 パネルディスカッション 

 

司会（吉野会員） 

それでは、第二部パネルディスカッション

を開始します。本日は「コロナ対策再考」と

いうテーマで、これまでの国及び地方自治体

のコロナ対策を振り返りつつ、改めて検証す

る機会にしたいと思います。ご登壇いただい

た皆様には、それぞれの立場からお話をお伺

いできればと思います。 

それでは、パネリストの皆様をご紹介しま

す。まずステージ左側から 2 番目です。第一

部で基調講演をいただいた東京大学大学院法

学政治学研究科、金井利之教授です。続いて

ステージ右端、高知県健康政策部医監兼中央

西福祉保健所保健監兼須崎福祉保健所保健監、

福永一郎会員です。続いて右から 2 番目、中

央大学法学部礒崎初仁教授です。続きまして

ステージ左端、本日のモデレーターをお願い

しています獨協大学国際教養学部、和田一郎

教授です。本日は、以上 4 名の方にご参加い

ただき、第二部のパネルディスカッションを

進めてまいります。それではここからの進行

については、モデレーターの和田先生にお願

いします。よろしくお願いします。 

 

和田会員 

みなさんこんにちは。ただ今金井先生から、

地方自治体の皆様にエンカレッジというか、

様々な示唆をいただきましたので、それらに

基づきパネルディスカッションは、3 構成で

進めてまいります。 

最初に、各パネリストに発表をしていただ

きます。これまでコロナの対策に関わった、

または学術で貢献された先生方に発表をして

いただき、その後に金井先生のご意見をいた

だきたいと思います。   

その次のディスカッションでは、2 つの大

きな題材を考えています。1 つは COVID-19 対

策を振り返って、地方行政において良かった

点・悪かった点、実施可能だったことや行う

べきではなかったこと、効果的な政策や対策

であったか？等、保健所等で実践されたパネ

リストの方もおられますので、そのことにつ

いてディスカッションをしたいと思います。

もう 1 つは、金井先生から「次のパンデミッ

クに備えるよりも、普段から地道に備えるこ

とが必要」とのお話がありましたが、過去を

見ますと10年に1度は世界中でこのようなパ

ンデミックが起こっております。普段に備え

るということもありますが、地方自治行政の

皆様に参考となるご意見をいただきたいと思

います。 

そして最後に、時間があればここにおられ

る皆様からご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。それでは福永先

生、よろしくお願いいたします。 

 

福永会員 

高知県の健康政策部の福永です。2 か所の

保健所で現役の保健所長を務めております。

本日は現場の実務という観点で、「新型コロ

ナウイルス感染症のアウトブレイク時におけ

る保健所業務について」として、私見を述べ
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させていただきます。スライドが PDF ファイ

ルになったので、このような形で申し訳あり

ません。内容としては、アウトブレイク時に

実際に行った保健所業務の話と、新型コロナ

ウイルス感染症に関する保健所業務について

話をします。細かい点は、別紙の資料に記載

していますので、印刷している方はご覧くだ

さい。詳細が書いてあります。実際に私ども

が行った話です。アウトブレイク時における

保健所業務には、多種多様なものがあります。

（以下スライド１に沿って）例えば、発生時

には発生届を受理して患者の聴き取りをしま

す。本来は、入院勧告という感染症法上の措

置なのですが、入院のキャパシティーが十分

ではない状況のときには、どの方に入院して

いただき、どの方に宿泊療養に行っていただ

き、どの方に自宅にいていただくか、という

ような判断をしたうえで、どこに入院を手配

するか調整をすることがありました。 

法的なものとして、就業制限により自力で

行けない方には移送があります。さらにどの

ような経路で感染し、どのような方にうつっ

ている可能性があるかを調べることが、積極

的疫学調査です。ご本人と濃厚接触者への健

康観察です。重症化が予測される方には、酸

素飽和度を測る道具を一軒一軒届けていまし

た。関係者への連絡と調整です。療養期間が

終わるときには、連絡をしていました。途中

からしなくてもよくなりました。初期の頃は

検査もかなりありました。検査や健康診断的

な行為です。オミクロン株になってから多発

した集団感染への対応があります。発生に備

えた準備は、保健所の常時の体制ではとても

対応できませんので、所内体制を災害に似た

形で作り直す必要がありました（スライド２

参照）。関係機関との事前調整です。医療機

関や医師会、さらには高齢者の関係で介護福

祉関係それから市町村関係、消防関係など多

岐にわたります。私のところでは、特に高齢

者関係や医療機関関係とは普段から関係があ

りますので、その意味ではスムーズに調整が

できましたが、普段あまり関係がないところ

とは、同じような形を作ることは大変だろう

と想定できます。さらに物資の確保です。こ

のようなことを行いますので、かなり大きな

業務量になります。パンデミックの対策とし

ては、基本的に感染拡大は可能な限り抑制す

る、健康被害を最小限とし、社会経済の破綻

に至らないようにする、という内容ですが、

リソースが限られているので、有限のリソー

スはできるだけ効果的な対策に投入し、優先

度の高くない対策の実施を中止・抑制するこ

とでリソースを守る。実は、2009 年に新型イ

ンフルエンザの特別措置法ができ、「新型イ

ンフルエンザ等行動計画」を策定しておりま

す。これは政府も策定しましたし、都道府県

単位でも策定しています。その当時、私は本

庁におりましたので、その作成に携わってい

た記憶があります。これは基本の図（スライ

ド 3 参照）になりますが、このようにピーク

が来ると、この段階で医療が破綻するなり、

エッセンシャルワーカーの方が病気にかかる

ことで、社会経済に大きな影響を与えてしま

います。そのため、グラフの山をできるだけ

小さくすることで、上手に乗り切ろうと考え

ています。このモデルはどんな意味があるの

かというと、面積は同じですのでかかる患者

の数も同じです。ワクチン等が開発されれば、

多少下がるとは思いますが、同じ数の発生が

あるとするならば、できるだけなだらかにす

る、ということが基本的な考え方です。感染

自体を延ばし延ばしにし、かかってしまうこ

とはある程度仕方がないという考え方です。

これが新型インフルエンザのときの基本的な

考え方です。現実問題として第１波から第７

波までを見ると、第１波では物がありません

でした。物がなく外来が受診できませんでし

た。資機材などがありませんでした。検査も

十分にできませんでした。第 2 波はほぼ上手

くいきました。第 3 波はある程度封じ込めは

可能だったと思いますが、一時、市中流行的

な状況になり、入院のキャパシティーがなく

なったため、入院不可等になりました。第 4

波から第 7 波では、ご存知の通り保健所機能

はパンクしております。第 8 波のときは、高

齢者とハイリスク者と妊婦の発生届が出てく
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ることになっており、その方々に重点的に対

応して、一定程度保健所機能を維持できまし

た。さらにこの時は、高齢者等のクラスター

が多く発生しましたので、その対応はかなり

あったと記憶しています。ところで、今まで

の話はほぼ感染症法上で行われており、実は

特別措置法は実施されていたのですが、特別

措置法による行動計画は実行されていません

でした。 

 

基本的に特別措置法は、行動制限をかける、

外出や営業の制限を掛ける、などの側面に着

目されがちですが、本来は計画があってそれ

に沿って感染症対策が行われ、リソースの傾

斜配分が行われるはずでした。しかし実際に

は行われませんでした。感染症法は、ここま

でのパンデミックを想定した法律ではありま

せんので、どこかの時点で感染症法を一部止

め、社会的なリソースを重症化した方々に手

厚く配分するように変えていくべきでしたが、

それは難しかったと考えています。行動計画

においては、市中感染で、例えばオミクロン

株は当てはまりますが、この段階では全数把

握は中止し、入院措置も停止になります。し

たがって、入院は強制措置によるものではな

く、入院が必要な人が入院をするという仕組

みになります。濃厚接触者対応も変わり、一

般医療機関に診療要請をする。接触者外来や

発熱外来ではなく、一般医療機関で外来を診

ていただく。そして入院については、都道府

県が臨時の入院施設を確保して、入院いただ

けるようとにかく頑張る、という計画になっ

ていました。もしこれが実施されていた場合、

保健所の業務はどのようになったのか？ と

いうと、この資料の線が入っている業務の部

分は縮小されます（スライド 4 参照）。発生

届に関してコロナの実態から言えば、おそら

く重症化リスクのある方には、届を出してい

ただいて対応することになると思いますが、

現実には、このような役割分担が特別措置法

で行われますので、線で消されている業務は

とりあえず後回しとなり、他のセクターへ依

頼するということで、もう少し集団感染対応

等へ重点的に配分できるようになっていただ

ろうと思います。保健所業務を科学的妥当

性・的確性・倫理面の 3 点から整理しました

が（スライド 5 参照）、保健所に与えられた

感染症法上の業務が、果たして科学的妥当性

を持って進められたのか？ 今般行われた対

策の大部分は、クラスター対策というものに

依拠しています。市中感染が不通になった段

階で、クラスター対策をすることが有効なの

か？ クラスター対策は、封じ込めをして次

の集団にうつさない、ということが目的なの

で、有効なのか？ 例えばデルタ株の第 5 波

の段階で、果たして有効であったのか？ と

いうことは、本来検証されるべきだろうと思

います。このクラスター対策によって行われ

ている「全数把握」、「感染者全数隔離」、

「全数の積極的疫学調査」、「濃厚接触者の

検査行動制限」といったものが本当に功を奏

したのか？ ということが知りたいところで

す。倫理面に関して、この科学的妥当性が脆

弱なのであれば、感染者全員の隔離は、人権

抑制措置としては問題になるのではないだろ

うか？ と思います。さらに過度な行動制限

も倫理上の問題があると思います。また、入

院調整も保健所で入院させるかを判断し入院

先を決める、ということなのですが、実は診

察していない対象に医師による診断行為のよ

うなことを行っているため、倫理上かなり問

題になる可能性があり、これが行われる機会

は、おそらく災害初期のトリアージぐらいで

す。状態に応じて、赤や黒、黄色などの区分

を決める緊急避難的な措置です。感染症法上
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の取り扱いとして、長期にわたって行ってよ

かったのだろうか？ ということは、多くの

保健所医師が思っていることです。適格性と

して、保健所がやらなければならないものな

のか？ それとも別の主体がやった方が良か

ったのか？ 検証が必要だと思います。 

検証すべき内容として、例えば行動計画を

使わずに、感染拡大を可能な限り抑制するこ

とや、社会経済を破綻に向かわせないことが

できたのか？ 新型インフルエンザと新型コ

ロナウイルスは、医学的・科学的に違いはあ

ると思いますが、行動計画のアレンジによっ

て吸収できたのではないか？ 繰り返しにな

りますが、市中感染の時期でもクラスター対

策を行ったことは妥当だったのか？ 特にこ

れによって、保健所の業務量が膨大になりま

したので、ここは何か科学的な根拠が十分で

ないのであれば、問題があったと思います。

使われなかった計画には、リソース配分が明

確に書かれていますが、計画やそれに代わる

指針が無かったことによって、リソース配分

に問題が生じたのではないかと思います。社

会実装の部分が、あるときから大きく欠けて

いた、難しかった、と考えているので、ここ

に書かれているような命題に答えていただけ

るようなアウトプットが、欲しいと考えてい

ます。 

 

和田会員 

ありがとうございました。礒崎先生よろし

くお願いします。 

 

礒崎会員 

中央大学の礒崎と申します。金井先生には、

明快かつ刺激的なスピーチをいただきまして

ありがとうございました。先生の話はいつも

ながら鋭利な言葉と知的な皮肉が込められて

おり、だんだん快感というかクセになると思

いながら聞き入っておりました。私からは、

新型コロナウイルス対策をめぐる国・地方関

係を中心に、大きく 4 つの点をコメントした

うえで、金井先生のご著書や先ほどのスピー

チについても質問や感想を述べたいと思いま

す。 

 1 番目のコメントは、「パンデミックの対

策には、『集権と分権の合わせ技』が必要だ」

ということです。表 1 で整理したように、国

は、左欄の「感染対策」では、入国管理、全

国的な対応方針の策定など、重要な役割があ

ります。これらは「国でなければできない役

割」ですので、私は地方分権を主張する立場

ですが、国にはこれらをしっかりと果たして

ほしいと思います。 

 一方で、感染状況や人の移動などは地域に

よって異なりますので、具体的な感染対策や

医療体制の確保は、都道府県や市町村の判断

を基本にすべきであり、国が技術的助言の範

囲をこえて、権力的に関与・介入することは、

混乱を生むと思います。実際に、施設管理者

等に対する知事の要請については、基本的対

処方針で個別の事前協議を求めましたが、こ

うした具体的関与は行うべきではありません。

真ん中の欄の「経済対策」でも、全国的な経

済対策は国、地域の対策は自治体という役割

分担を守るべきです。 

  

これらに対して、右の欄の「財政出動」は、

全国的な「リスク分散」の観点から、国の役

割にならざるを得ないと思います。地方分権

は自治体の権限と財源の自立性を拡大するこ

とですが、災害復興や感染症対策の財源保障

は、国の責任というべきです。 

 

 

 

 

出典）礒崎作成  

 

出典）礒崎作成  
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表１ 新型コロナ対応対策をめぐる国・ 

都道府県・市町村の役割 

主体 感染対策 経済対策 財政出動 

国 

 

 

 

 

 

 

入国管理・検疫

(水際対策) 

専門知識に基づ

く全国的方針の

策定 

ワクチン・治療

薬の開発と確保 

全国的な経

済対策 

観光業・交

通業等の全

国的な支援 

 

 

緊急対応

のための

財政出動

(リスク分

散) 

 

 

都道府県

(一部保

健所設置

市) 

広域的な感染対

策 

医療体制の確

保・支援 

観光業等の

地域的な支

援 

 

－ 

市町村 

 

 

 

狭域的な感染対

策 

福祉施設・学校

等の感染対策 

飲食店・地

元企業への

支援 

 

－ 

 

 

2 番目のコメントは、「出来のよくない法

律に振り回された－『日本モデル』の失敗？」

ということです。先ほども福永会員からご指

摘がありましたが、法制度面の反省として、

新型インフルエンザ等特措法は制度設計に問

題があるのに、これにこだわり依存しすぎた

ことです。 

 この法律の問題点は、➀基本的対処方針や

緊急事態宣言を国の権限にして、国が仕切る

という集権的な制度にしていること、②対策

本部を設置したら、自由に協力要請ができる

のに、さらに緊急事態宣言を出すことで要請

の相手が限定されるなど、不合理な制度にな

っていること、③要請・指示などの行政指導

に依存していて実効性が乏しいこと、という

点にあり、かなり欠陥の多い法制度だと思い

ます。 

 それでも、ロックアウト等を行った諸外国

と比較して感染者が少なかったため、当時の

安倍内閣は「日本モデルの成功」などと胸を

張りましたが、「自粛警察」などの社会的圧

力に助けられたもので、公権力の行使・公共

政策としては、お粗末な対応だったと思いま

す。さすがに 2021 年 2 月には、同法は命令や

罰則を定めるなどの改正が行われましたが、

感染爆発から１年後の遅すぎる改正でしたし、

地域ごとに公示するいわゆる「まん防」の決

定も国の権限にするなど、集権的な性格は変

わっていません。以上に対し、感染症法は概

ね合理的な内容になっていると思いますが、

これは執行現場を指揮されている福永会員の

ご見解に譲りたいと思います。 

3 番目のコメントは、「国は『政治主導』

で統治能力の低さを露呈した」ということで

す。国の対応はちぐはぐで、この国の統治能

力（ガバナビリティ）は大丈夫かと、心配さ

せるレベルだったということです。 

行政指導への依存は、先ほど言いましたが、

①緊急事態宣言などは、国と都道府県のどち

らに責任があるのかあいまいな運用になりま

したし、②執行現場の実情を理解しないで、

政治の「決断」を振りかざしたため、混乱と

無駄を招きましたし、③感染対策が不徹底な

まま経済対策を持ち込んで、感染拡大を招き

ました。われわれは、権限も財源も専門知識

も調達できる国の政治行政が、なぜこれほど

機能しないのか、という問題を考えるべきだ

と思います。 

金井先生は「災害対策は常に失敗を運命づ

けられている」と書かれていますが、日本の

中央政府は、持っている資源・リソースと実

現した成果・パフォーマンスの落差が大きす

ぎる、国のコスパが悪すぎると思います。そ

の理由として、①行政組織の縦割りと現場か

らの遠さ、②政治のポピュリズムと官僚の忖

度、③政治家と専門家の行き違い・不協和、

④広報主体の「コミュニケーション力」の低

さが考えられるのではないでしょうか。一言

でいえば、国の「失敗の本質」は、組織の縦

割りと現場からの遠さにあると思います。と

すれば、これは個人の能力や姿勢の問題では

なく、組織的・構造的な問題だということに

なります。 

岸田内閣は、今年 9 月から「内閣感染症危

機管理統括庁」を設置することとしています

が、権限を持たせれば何とかなるという「権

限信仰」によるもので、現場から遊離した組

織をつくっても、混乱を上乗せするだけだと

思います。コロナ対策の反省が生かされてい

出典）礒崎作成  
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ないと思います。 

 4 番目のコメントは、「自治体は首長制と

現場性を生かして対応した」ということです。

国が統治能力の低さを露呈したのに対して、

自治体は首長制と現場性を生かして、それな

りの対応を行ったということです。 

 たとえば、①国が混乱する中で、首長はリ

ーダーシップを発揮し感染拡大に一定の効果

を生んだと思いますし、②検査体制や感染者

への対応や医療機関との連携について、「〇

〇モデル」といわれるような工夫・努力を行

いましたし、③独自の感染防止策や感染者等

の権利を守る「コロナ対策条例」を制定する

自治体もありました。もちろん、保健所体制

の脆弱さや国の通知通達への依存など、自治

体の対応にも問題点・限界はありましたが、

前に述べたように国が全体を仕切ろうとする

中で、独自の努力をしたと思います。 

その理由ですが、自治体の強みとして、①

首長制であるためリーダーシップを生かしや

すいこと、②現場性があるため的確な対策を

打ち出せること、③応答性によって関係者の

声を聴きながら対応できること、④少数の専

門家を中心にできるため専門性を生かしやす

いこと、が挙げられるように思います。 

以上を踏まえて、金井先生のご著書とスピ

ーチへのコメントです。 

まず、ご著書『コロナ対策禍の国と自治体』

（ちくま新書、2021 年）については、社会が

陥りがちな問題点を喝破しており、ステレオ

タイプな思考をしがちな私自身も反省を迫ら

れる思いがいたしました。とくに①災害対応

を行う行政は失敗を運命づけられている、②

行政の作為によって逆効果の被害、すなわち

「コロナ対策禍」が生まれる、③集権的リー

ダーシップは、机上の空論に陥り、現場の経

験知、実践知を軽視する、という点はご指摘

のとおりだと思います。また、④権力は問題

のある人間や現象を排除しがちであり、差別

や分断を生まないことが肝心だというご指摘

も重要だと思います。 

また、本日のスピーチについては、①日本

行政は構造改革等によって「虚弱体質」を抱

えていること、②政治主導は、ポピュリズム

的アピール指向に陥っていること、③一方、

実務家は責務を果たしており、その地道な作

業に期待すべきことなどのご指摘は、明快か

つ論理的な内容で、感じ入った次第です。 

ただ、疑問がないわけではありません。第

１に、確かに行政の「作為」は問題ですが、

理由をつけて何もしない「不作為」もやはり

問題ではないでしょうか。先生は「対策禍」

と「無策禍」の比較衡量の問題だとされまし

たので、そのバランスの問題だと思いますが、

国民の命と健康を守るためにきちんと公権力

を行使する、そのために精一杯の努力を行う

ことは必要ではないでしょうか。 

第 2 に、先生は政治家のリーダーシップに

対して警戒的・消極的ですが、リーダーシッ

プがよい方向に働くこともありますし、私た

ちが選挙で選んだ政治家に期待することは当

然であり、期待に応えられなければ辞めても

らう。それがデモクラシーのメカニズムでは

ないでしょうか。先生の議論では、デモクラ

シーの価値が軽視されることにならないでし

ょうか。 

第 3 に、先生は実務家の役割については肯

定的ですが、責任回避、形式主義、セクショ

ナリズムなどの「官僚制の病理」は、コロナ

対策でも見られましたし、今後も首長等は行

政組織がきちんと機能するよう指揮・統制す

べきではないでしょうか。実務家にも問題が

あるのではないかということです。 

第 4 に、本日のスピーチでは日本行政の虚

弱体質を指摘され、体質改善の方向性として

日常から非常時への切り替え能力を構築する、

といった 3 つの方策を示されましたが、こう

した方策ははたして実現可能なのでしょうか。

可能だとしても、先生が一貫して懸念されて

いる行政の権力拡充を招くのではないでしょ

うか。そんな疑問も感じました。ご教示いた

だければ幸いです。 

いずれにしても大変有意義なお話をいただ

き、ありがとうございました。 

 

和田会員 
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私は厚生労働省の参与として、クラスター

対策班を経験しました。私からは、「地方行

政実務の支援から」ということでお話ししま

す。本年 5 月 8 日の 5 類移行に伴い、対策本

部が解散したため、我々も参与の役目を終え

と思っていたのですが、昨日になり「参与の

皆さんへ」というメールが届きドキッとしま

した。これからどうなるのだろうか？ と思

いました。私としては役目が終わり辞めたと

思っていたのですが、やめてはいないようで

すので発表も難しいです。 

発表趣旨としては、１番目に 2020 年 4 月か

ら厚生労働省の参与としてコロナウイルス感

染のクラスター対策に従事し、様々な自治体

の方と議論してきましたので、その話をしよ

うと思います。 

2 番目は、そのときに地方行政実務に関し

て、どのような支援を行おうとしていたかに

ついてです。 

そして 3 番目として、その支援は結局でき

なかったのですが、それは何故なのか？ 以

上 3 点の内容を発表します。 

まず 1 番目です。2020 年の春時点で何が予

想されていたのか？ 数理疫学にはプロジェ

クションという分野があります。数理疫学の

手法を用いた予測です。これまでの公表デー

タから、次の死亡率が予測されていました。

これは統計のスキルがあれば、誰でも同じ答

えが出ます。SARS で日本人の 60 歳以上の死

亡者は 6 万人くらいであろう、MARS の場合で

は 380 万人くらいの死者数であろう、そして

非常に厳しい季節性インフルエンザであれば

540 万人の死者数であろう、ということは文

献から明らかでした。そのような中で、クラ

スター対策班は、様々な死亡率からプロジェ

クションを行い、何も対策をしなければ約 42

万人が死亡するという結果が出ました。この

数字が多いのか少ないのかという点について

は、当時同じように米国の専門機関等が試算

したものでは 52 万人でしたので、それよりも

少し少ない数字です。そしてこの波は、最低

でも 3 年 10 波は続くと推定し公表しました。

しかし、それらを含め多数の予測や影響は、

お蔵入りになりました。 

2 番目として、なぜクラスター対策が必要

であるかについてですが、わが国ではそれを

防ぐような医薬品の開発は、ほぼ不可能であ

ると結論付けておりました。その理由ですが、

医薬品の開発は確率の問題です。海の底の石

なのか薬草なのか、何が効くのかわからない

のです。有効な物質が見つかったとしても、

その分子モデルを見つけて科学的に作ること

ができるまでにはかなりの投資が必要なので

すが、日本の製薬メーカーや大学の研究開発

の予算総額とアメリカやドイツの予算額とを

比較すると、既に 4 桁も違うのです。勝てる

わけがないと思っていました。そのため日本

では不可能だと考え、何とか他の国が開発し

たワクチンや特効薬ができるまで感染を遅ら

せて時間を伸ばす、あるいは感染者総数は変

わらないが、ピークをなだらかにして医療な

どのリソースを破壊しないようにしなければ

ならない、ということが当面の目標でした。

現実はどうなったでしょうか？ 

6 月末までの累計死亡者数の国際データが

あります。イギリス・アメリカ・イタリアの

データと日本のデータが比較できます。日本

はご存知のようにロックダウンはしていませ

ん。自粛でした。フランス等のように一定期

間に外に出たら逮捕され、罰金を課されるこ

とは無かったはずです。法に基づくロックダ

ウンはありませんでした。自粛を含めた対策

を行い、感染拡大前にワクチンを導入できた。

高齢者社会において死者数を抑え込んだこと

が、かなり各国から称賛されているので、政

治がとてもよくやったと思われていることは

事実です。福永先生の見解と同じです。一方

代償として、私が入った目的でもあるのです

が、過度に地方行政や医療関係者に負担がか

かったのです。そのことも予測されていまし

たので、対策まで提示しました。何を行う予

定だったかというと、保健所への負担が予想

されたので DX を導入しようということにな

っていました。 

ところが、我々が考えたプランとは全く異

なる HER-SYS が導入されたのです。HER-SYS



22 
地方行政実務研究 第 7 号（2023 年秋） 

については、別の学会で有名な語り草があり

ます。“開発チームの誰一人として、発生届

が出されるところが保健所であることを知ら

ずに開発されていた”というのです。上手く

いくわけがなかったのです。我々としては、

電話の応対はすべて AI が自動的に音声認識

を行い、ケース記録を自動的に作り、熱など

の症状の聴き取りもすべてスマートフォンで

行うことで、保健所の負担を 9 割 5 分減らす

手法を既に考え、メーカーとも協議をしてい

たのです。それらを実践導入する前に、

HER-SYS が導入されてしまいました。COCOA

も同じです。HER-SYS、COCOA については、地

方自治体が非常に苦労したのです。「ハーシ

スぐるぐる問題」など、直近まで自治体の過

度な負担がありました。 

しかし、なぜ良いシステムがあったのに導

入できなかったのか？ についてです。最近

は、学術成果や専門家の意見・文献を役人が

収集、検討して立案したボトムアップの政策

ではなく、トップに直接アクセスできる人が、

トップに掛け合ってその人の政策が導入され

る、ということが見られます。ことごとく我々

の計画が無いことになっていました。確かに、

そのようなやり方には良い面もあり、海外渡

航に使う Visit Japan Web 等、コロナを経て

日本は DX で非常に処理が速くなりました。あ

れはまさしくトップダウンでした。そのトッ

プに掛け合った人が、DX 分野の確固たる実績

を持っている方だったので、あのように早く

なったのです。あのような方がもしいなかっ

たらと思うと、ぞっとします。そして国だけ

ではなく、地方でもひどかった事例が見られ

ます。例えば大阪府の K 値の話です。これも

歴史のアナロジーで予測されていました。必

ずパンデミックのときには、医学が作った感

染症モデルを物理学者等が批判するのです。

それは 10 年前も 20 年前も同様です。物理学

者が「俺たちの方が数学もできる」、「医者

が考えたモデルなど間違っている」というよ

うなことです。10 年ごとに行っており、今回

も同様です。日本でも K 値は核物理学者が提

唱し、100 年続く数理疫学モデルの学問より

も、私が作った K 値の方が正しと言って、大

阪府の専門アドバイザーになったのです。そ

れ以外にも、他国の 1000 分の 1 以下の予算に

もかかわらず、大阪ワクチンは作ることがで

きる、うがい薬でコロナに打ち勝てる、手術

のときには雨合羽を着ればよい等、学術を無

視した事例が散見されました。最近では、ワ

クチン業務の中抜き等も発覚するなど、地方

自治体を取り巻く環境は酷い状況でした。一

方、神奈川県は、最初に K 値を導入して予測

をしようと言っていたとんでもない自治体だ

ったのですが、途中から国の中枢で我々と一

緒に DX に携わっていた人が入ったのです。そ

うすると、神奈川県の対策は DX が一番進むこ

とになりました。このように立て直しをした

ところもあったのですが、総じて地方自治体

の初期対応はひどかったと言えます。他の方

の文献にもありますが、和歌山県などはとて

も良かったです。他の自治体は「ひどい」で

終わったところが多かった。 

本論のまとめとして、次の対策のための提

言ですが、自治体の重要な人材が、電話を聞

き入力してエクセルからエクセルに入力し直

して・・・、ということを実際に人が行って

はダメなのです。やらなくともできるシステ

ムは既にあるのです。この業務については導

入していただきたいです。公務員は普段忙し

いので、余力を作り出すためには DX しかない、

ということです。昨年までデジタル田園都市

国家構想交付金等で、自治体が様々な取り組

みを行っていますが、ほとんどが抜本的な効

率化にはなっておらず、自治体自体もアイデ

ィアが乏しいということも問題だと思います。 

次に、これからどのようなことをすればよ

いのか？ について発表しますが、このよう

な学会で皆様と連携することが一番良いと思

います。例えば参考として、先ほど話したよ

うな実践導入のシステムは、2020 年に既にで

きています。それを無くしてしまうのはとて

も惜しいので、現在、江戸川区児童相談所に

導入しています。様々な電話相談を自動でリ

アルタイムに文字化し、声を聞いてユーザー

が怒っているのか怒ってはいないのか、とい
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うことも即座に判断します。ユーザーが困っ

ていれば、それに対応する生活保護の電話番

号はここ、相談先はここ、というように自動

かつリアルタイムで AI から情報が提供され

て、職員の業務が軽減されるシステムです。 

この開発が進んだことで、現在この児童相

談所は月の残業時間を 20 時間減らすことが

できました。それだけの影響で 20 時間減らし

ているのです。私は現在異なるシステムを他

の自治体と検討しているのですが、80 時間の

残業を 0 にしたいと明確に指標を設定してい

ます。このようなことは、先ほどの金井先生

のお話と同様に、普段のリソースに余力が無

いとできない、ということです。自治体の普

段のリソースに強い柔軟性を持たせるため、

DX の導入を進めることが、私のクラスター対

策班での目的の 1 つでした。以上です。これ

からディスカッションに入ります。その前に、

ここまで 3 人の発表がありましたので、金井

先生にご意見をいただきたいと思います。 

 

金井教授 

 3 人の先生方のご報告は、いずれも勉強に

なる話でした。最初の福永先生のお話は、も

ともと本来の新型インフルエンザ特別措置法

に基づいて行動計画があり、そのときには

様々な仕事を保健所に集中させない、という

リソースの配分の仕組みについて考えられて

いたにもかかわらず、行動計画が使われるこ

とが無かった、ということで興味深い話でし

た。結果的に感染症法に基づいて入院させな

ければならなかった。感染症法は感染者に対

する医療確保の法律でもあるので、必ず、入

院治療をしなければならないということにな

ったのだろうと思います。福永先生の話で興

味があるのは、行動計画に従った場合にはど

のようになったのか？ という話と、私自身

の先ほどの話で言えば、行動計画も作らずた

だ日常的にゼロ対策を続けた場合にはどうな

ったのだろうか？ ということです。和田先

生からの話に、初期に数 10 万人が死亡すると

いう想定があります。これは日常を続けた場

合です。漫然とした場合どうなったのかがグ

ラフにあるように、福永先生と和田先生の話

を組み合わせると、何もしなければイギリス

やアメリカの数のようになったのか、それと

も私のイメージでは、基礎疾患や基礎体質の

違いが非常に大きく作用したのではないだろ

うか？ 何 10 万人が死亡すると言ってもい

つ死亡するのか？ 集中して死亡するのか、

集中はしないのか？ は重要だと思います。

両先生にお聞きしたいことは、日常的な対策

をし、ごく普通のクリニックに発熱した人が

沢山押しかけた場合、インフルエンザと同様

に、発熱者とそれ以外の患者に対して、クリ

ニック内の動線を分ける程度の対応ではどう

なったのか？ について非常に興味がありま

す。福永先生の話で感染症法をそのまま漫然

と使ったことが失敗だった、というように言

えるかもしれないのです。この辺りを礒崎先

生との対比でいえば、どちらかというと、礒

崎先生は特別措置法の方があまりよくなかっ

た、という話でもありました。福永先生の話

では、特別措置法はまだ使う余地があったが、

感染症法で対応できないことを漫然と進めて

しまったので目詰まりが起きてしまった。私

はどちらかというと、感染症法自体が、フリ

ーアクセスの保険診療を止めてしまい、配給

統制経済に切り替えたため、目詰まりが起き

たと考えています。この 2 つの法律のどちら

が悪かったのか？さらに言えば、私のモデル

では、何か失敗があると法律のせいにすると

いうことが、この国の政治家と役人の常套手

段なので、まじめに考える必要が無いという

結論になりますが、両先生はどのように考え

るか聞いてみたいと思いました。3 人の先生

方にまぜこぜのような質問をしてしまいまし

た。                    

ただ、行動計画があるにもかかわらずそれ

に沿って行わなかった、という話です。もう

1 つはリソース配分で、いざとなれば病院を

作る可能性があったのではないかということ

ですが、この場合 1 つ問題になるのは、大阪

の野戦病院論でも生じましたが、作ったとし

て医療従事者が集まるのか？という問題です。

結局、日常的なリソースである今いる人材を 
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使うしかありません。看護師については、潜

在看護師がある程度いるという話もあります。

医師と言っても使い物にならない医者も沢山

いるそうです。そのような医師に依頼して事

故を起こすくらいなら、受け入れない方が世

の中のためだ、という病院の判断もあったよ

うに聞いています。仮に特別措置法に基づい

て一種の仮設病院のようなものを作ったとし

ても、果たして実際に有効に使えるリソース

があるのか？ それを可能にするためには、

普段から潤沢な医療従事者を確保しなくては

ならない。ところが、医療は皆さんもご存知

の通り、働き方改革ができないくらい現状の

日常でも医師が足りないのです。長時間労働

を前提にした日常体質なのです。そのような

状況で、パンデミック対策ができるはずはあ

りません。普段から 36 時間連続勤務等、1 日

勤務して疲弊した状態で、半分寝ぼけながら

次の日の診療をするようなこともあるのです。

そのような状況では、感染症対策ができるだ

けの医療リソースが無いことが問題なのでは

ないか？ と思っているので、その関係を教

えていただきたいと思います。 

礒崎先生のお話については私も同感で、集

権と分権に対する非常なバックラッシュが、

新型コロナウイルスを奇貨として登場してい

ると思います。自分たちが無能であるがゆえ

に責任転嫁をしていることに、自治体や地方

制度調査会自体がそもそも対抗できていない

ことに問題があると思います。礒崎先生から

いただいたコメントがありますが、私はどち

らかというと、政治家に厳しいというか、政 

治家はろくでもないというスタンスに立って

おり、政治家の話を真に受けずに、実務家で

ある行政職員は日常業務を進めた方が良いと 

思っています。そんなに自治体の首長はまと 

もだったかな？ ミニ官邸が 47 あっただけ

に感じました。例えば、当時の安倍首相が実

施した一斉休校は、安倍首相が言い始めたこ

とというよりも、北海道知事が言い始めたこ

とによるのです。面白そうだということでや

ったのです。もともとは大阪府が、新型イン

フルエンザのときに実行して上手くいったと 

 

思っているからやったわけです。要するに、

首相を悪く先導したのは自治体の首長です。

国家の意思などと称して、ロックダウンを行

うべきだと言ったのも東京都知事です。自治

体の政治家が変なことをして、ますます国の

官邸をおかしくした、という責任もあるので

はないかと思います。神奈川県庁でも、現場

の人がまともに行動したからです。その方と

は救急学会でもお目にかかりました。政治家

が黙ったから良かったのだと思います。最初

はおかしなことを言っていました。私は神奈

川県境にいるので、「神奈川県に来るな」とい

う変なメールばかり来て、役に立たない人だ

と思っていました。神奈川県知事が良かった

というよりも、神奈川県知事があまり仕事を

するように思われていなかった、あるいはア

ピール力が無かったと思われていたことが、

世の中のためになったのではないかと思いま

す。礒崎先生は、今の知事ではありませんが、

神奈川県の政権にはいろいろとコネクション

もあった方なので、若干その辺りはどう見て

おられるのか？ と思います。もちろん実務

家にも病理現象がありますし、自治体の職員

の全てがまともだとは思いませんが、政治家

はかなり問題ではあります。政治家の問題に

ついては、デモクラシーなのだから、国民や

住民が選んだのだから仕方ない、というのは

もっともです。しかし、代議制民主主義とい

うのは、いざとなったら代表者に責任を押し

付けて、国民や住民は自らの誤謬から逃げる、

という仕組みです。それが直接民主制を取ら

ない最大の理由です。先ほども申し上げまし



     

                     25      
                          地方行政実務研究 第 7 号（2023 年秋） 

たが、政治家の仕事は辞職することなのです。

「私は失敗しましたので、国民の皆さんのた

めに私は辞めます」という札をいつ切るのか

が大事です。そういう意味では、安倍元首相

と菅前首相はちゃんと仕事をしたと言えます。

知事はまったく仕事をしていないというのは、

その点です。辞めていないというのはけしか

らん、ということになるのです。そういう意

味では、代表デモクラシーを否定するわけで

は無いのですが、政治家にはあまり期待でき

ない。失敗したときの犠牲になるべき立場が

政治家であり、日常業務は実務家がリソース

の範囲でうまく動かすしかないと思います。

虚弱体質から脱することができるかに関して

3 つの方策を提示しましたが、切り替えられ

るとはとても思っていません。結局は日常で

しっかりとやるしかありません。 

和田先生からお話しのあった DX の問題も、

日常的に活用していれば日常的にできます。

突然やらなくてはいけなくなるとうまくいき

ません。突然政治家から「あれがいい」と言

われるに決まっています。DX も上手く活用す

るならば絶対良いに決まっているのです。少

なくとも伝令や伝書鳩ではなく、FAX を使っ

ていたことは事実なので、それは一定の電子

通信技術は使っていたのです。従って、もう

少し良いものを使っていれば、さらに良かっ

たでしょう。それは全くおっしゃる通りなの

です。ただし、それは日常的にやってきてい

れば、ということです。  

今のデジタル化もそうですが、これについ

ても政治家や国が変にアピールをすればする

ほど遅くなります。電子化は自然に進むに決

まっているのです。我々は意識しないうちに

電話を使うようになり、携帯電話を使うよう

になり、様々な手段を使うようになっていま

す。そのように、日常的にあることだと思い

ます。日常的な体質改善しかないと思います。

10 年後のパンデミックを考えるべきではな

いということです。日常をしっかりとやるこ

とです。医師であれば、日常にどの程度の医

師を確保するべきかに尽きると思います。 

最後に和田先生のお話についてです。これ

までにもいろいろとコメントしましたが、初

期の予測では 42 万人死亡するとのことでし

た。では実際には、日本人は何人死亡したの

でしょうか？ 対策を取って何人死亡したの

か？ 超過死亡率も計算はしていますが、意

外に超過死亡率は高いと言われています。こ

れはコロナ対策禍かもしれません。結局予想

は当たったのか？ ということに非常に興味

があります。100 万人当たりの患者数を相当

抑えた、ということは何らかの効果があった

と思います。しかし私は、従前からの体質が

ある程度功を奏したと思っていますが、和田

先生はどのようにお考えか聞きたいと思いま

す。 

また HER-SYS を採用したのは、政治家の鶴

の一声というのは悲しい話です。K 値と同じ

話です。トップにアクセスできる人の声が不

当に大きくなる、と言うことは政治主導の非

常に大きな問題です。この帷幄上奏体質は、

ぜひ改善しなければなりません。今までの官

僚的なボトムアップの意思決定は、官僚にア

クセスできる一部の業界団体が発言権を持っ

ていた、ということであります。それは確か

に問題だと思います。かといって、プーチン

大統領に何か言えば、決定に繋げることがで

きるということがよいのか、と同じ問いです。

トップに依存するということの虚弱体質が、

非常に大きく出た部分です。この辺りは改善

の余地があると思います。とりあえず私から

感想のような回答と質問がまぜこぜで申し訳

ございませんが、以上のような感想を持ちま

した。 

 

和田会員 

ありがとうございました。当初の予定とは

異なりますが、福永先生に関しては、感染症

法と特別措置法のバランスや、活用がなぜい

けなかったのか？ についてご意見がありま

した。そういった話も踏まえて計画ができな

かった、という意見もありました。先ほどの

話にもありましたが、日常的なリソースはす

ぐにはできない。特に医学分野はそうだと思

うのですが、金井先生のご意見も踏まえてど
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のようにお考えになるか、福永先生から意見

をお願いします。 

 

福永会員 

様々な議論があると思います。私の意見で

すが、感染症法は極端なパンデミックにより

入院施設が足りなくなるということは想定し

ていない法律です。医療制度、例えば医事法

制では、必要なスタッフ数が定められていま

す。もし大変な災害が起こっているのなら、

その定数を無視してでも医療をしなければな

らない状態です。それに特別措置法が対応で

きるようになっているのであれば、波が大き

く来たときには感染症法の一部を止める、先

ほどの話に合ったように、60 歳以上の高齢者

やハイリスク者のみ対応する、臨時的な入院

医療機関を作るのであれば、既存の病院に医

師や看護師の派遣をお願いすることになりま

す。その際に派遣元の病院の医事法制は凍結

してしまいます。医療従事者が定数に足りな

い状態となりますが、非常時となれば問わな

い、という超法規的措置を取らないと乗り切

れません。一般に、医療機関は保険診療のた

めガチガチのところで運営されており、日常

にリソースを増やすということは、現実には

なかなか難しいと思います。何らかの超法規

的なやり方しかないだろうと思います。8 回

波が起こったとして、1 回の波の中でどの期

間実行するのか？ ということは、今後の課

題になると思います。医療リソースの話では、

行動計画を見ていただくと分かるのですが、

国内の市中感染期には一般診療で診ることに

なっているのです。それを最初にやっておけ

ば、ボタンの掛け違いが無くて良かったので

しょうが、最初からそれを発動させていなか

ったために、コロナは専門の外来で診ること

が定着して、なかなか一般診療で診ることへ

の理解を得ることが難しかったのです。新型

コロナウイルスとインフルエンザの大きな違

いとしては、インフルエンザにはタミフルな

どの治療薬がありますが、新型コロナウイル

スには発生当時はありませんでした。しかも

タミフルは、インフルエンザの予防薬として

も使えますが、新型コロナウイルスには予防

薬も未だにありません。そこは医療者側から

すれば大きな要素です。院内感染が起こり始

めたときに、新型インフルエンザであればタ

ミフルを予防的に飲むことができますが、新

型コロナウイルスの場合はそれができません。

その部分についてとても難しいと思います。

少しマニアックな話になりますが、院内感染

対応も施設内感染対応も、第 5 波ぐらいまで

と比較して、感染力は現在の株の方が強い傾

向にあります。オミクロン株以降、現在では

XBB というとても強い株になっています。あ

る種持ち込まれることは、ある程度仕方ない

という前提が現実問題としてあります。持ち

込まれたときにどの程度縮小することができ

るのか？ 以前ならば病棟閉鎖や施設閉鎖と

なっていましたが、現在ではそのような対応

は取らなくなっています。部分的に止めるよ

うになっています。それでも沢山の人が感染

すると、現在では沖縄がその状況だと聞いて

いますが、どうしても病院自体の診療を縮小

しなければならなくなります。おそらくそう

いった経験をもっと早期に経ていれば、さら

に対処が早かっただろうと思います。後付け

の論理にはなりますが、初めに厳しくやり過

ぎたのかもしれません。厳しく一生懸命やっ

ていたところほど、オミクロン株が出てきて

やられてしまっているのです。しかしオミク

ロン株は、軽症が多く重症化することは少な

いのですが、今まで頑張って感染者を抑え込

んでいる施設でも、オミクロン株は感染力が

強いために大規模に感染してしまったという

のが昨年の状況です。その状況を考えると、

オミクロン株はデルタ株までとは性質が大き

く異なっているので、どこかの段階で院内感

染や施設内感染の対応の仕方を変えること、

切り替えることが必要だったのかもしれませ

ん。それを実行するのは、地方では難しいで

す。「このように切り替えをしてほしい」とい

うことを示していただく必要があります。科

学的根拠と政治判断の両方が必要だと思いま

す。そのようなことに取り組んでいただきた

いのは、専門家が集まって検討できるような
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機関です。補足して申し上げると、私は保健

所に所属しているのですが、保健所には新型

コロナウイルス以前の感染症の経験があり、

日常的にノロウイルスや季節性インフルエン

ザにも対応しており、施設等での集団発生に

ついては十分にノウハウを持っています。し

たがって、新型コロナウイルスの集団発生は、

日常業務の応用問題なのです。集団感染対応

については、どこの保健所でも可能なはずな

ので、例えばそこにリソースを集中すること

ができれば、集団感染に十分な対応ができず

に死亡者が増えてしまうという事態を防ぐこ

とができたかもしれません。一方で、先ほど

もお話したように、感染症法が機能していな

い状況であっても、それをもとに一生懸命携

わっていたのですが、経験を生かした対策が

取り入れられていれば、多くはしなくて良か

った対策だっただろうと思います。たとえば、

昨年の春先頃の状況では、ある保健所で 1 日

500 人の患者が発生したとすると、その方々

は 10 日間 HER-SYS のチェックをしなくては

なりません。それを朝晩 2 回行います。それ

が 500 人ずつ発生し 10 日間の対応となると、

1 日の発生あたり 1 万回の HER-SYS チェック

を行うことになるのです。このような業務は

当然全体を圧迫します。私の保健所ではそん

なには多くなく 1 日数 10 人でしたが、土木事

務所や県税事務所から応援に来てもらい、一

生懸命 HER-SYS チェックをしてもらいました。

ひょっとして、ここまでする必要はなかった

のではないか？ と感じます。これは自宅療

養をしているために必要になることで、病院

に入院していれば不要です。さらに、確実に

やる必要がなかったのは療養証明書の作成で

す。これも話せば長くなります。私のいた保

健所では 2 か月発行が遅れていました。その

ため、私ともう 1 人の医師が 2 人で夜なべを

して 2 週間かけて作成を全て終わらせました。

そのような経験もしました。お答えになった

かわかりませんが、本日の趣旨からいえば、

もう少し柔軟に対応することができたら、柔

軟かつ即応的に対応できる仕組みがあればよ

いだろうと思います。 

和田会員 

柔軟なシステムということですが、礒崎先

生は次に備えることよりも普段から、という

ことで、普段から柔軟な環境を作るために、

国、特に地方ではどのようにあるべきか？ 

コメントをお願いします。 

 

礒崎会員 

すみません。その前に私も金井先生のコメ

ントについて再コメントさせていただいてよ

ろしいでしょうか。今後の自治体職員の対応

については、後でよろしいでしょうか。 

 まず、金井先生からご指摘いただいた特別

措置法と感染症法の比較です。私の評価は、

制度設計上どういう問題があるかという点に

ついて行ったもので、特措法は制度上の出来

が悪いのに、これに依存した点に失敗があっ

たという指摘でした。その法律をどのように

執行しているか、執行段階まで含めると様々

な議論が出てくると思います。感染症法の運

用状況については、クラスター対策、「相談・

受診の目安」の問題、入院・療養の調整の問

題などいろいろな問題が指摘されています。

後ほど時間があれば紹介しますが、当学会の

中に「新型コロナ対応検証研究会」を設置し

ていますので、今後少しずつヒアリングをし

ながら実態を明らかにしたいと思います。 

 次に、地方の政治家を信用できるのか、首

長を信頼できるのかという点についても、金

井先生のお話を聞いていてなるほどと思いま

した。少し反論・弁明するとすれば、言説と

対応は分けた方がよいと思います。首長もポ

ピュリズムかもしれませんし、様々なことを

アピールしたり国の責任にしたいために、声

高に発言することも多いと思いますが、自治

体組織としての対応をトータルで見れば、か

なり安定的でそれなりに効果のある対応を行

い、ある程度救われた部分があると思います。 

 首長も、当初は知識・情報がない中でたえ

ず記者会見を求められますので、不用意な発

言もあったと思いますが、3 か月、半年と経

つごとに、徐々に話すことや考えることが地

に足の着いたものになってくる。先ほど自治



28 
地方行政実務研究 第 7 号（2023 年秋） 

体の強みとして現場性と応答性があると言い

ましたが、首長も現場の報告に接し、様々な

人と話をするにつれて、次第に自らの認識や

姿勢を修正していく。「立場が人をつくる」と

言いますが、首長の場合はそうした自己学習

機能がありますので、私は自治体の首長はそ

れなりに期待できると思っています。もちろ

ん自己学習しない人には、早く辞めてもらう

必要がありますから、その点は金井先生のご

指摘に同意しますが…。 

 そうなると、実は国の政治家とくに首相官

邸はなぜ自己学習しないのか、というもう 1

つの問題が念頭に浮かびます。そこには大き

な差がありそうだと思いますが、とりあえず

首長の場合には、凡庸な人物がそれなりにリ

ーダーシップを果たせるようになるメカニズ

ムがあるのではないかと思います。 

 

和田会員 

次に、私が金井先生の質問に答えます。そ

の後礒崎先生に今この学会で行っている研究

を含め、行政実務の職員の皆様に参考になる

ようなことを話していただきます。その後金

井先生にそれまでの疑問についてコメントし

ていただいて、それぞれもコメントをして、

終了したいと思います。 

私から金井先生への質問です。日本では、

新型コロナウイルスで死亡したのは現時点で

約 74,000 人と推定されていますが、非常に幅

があり約 6 万人から約 12 万人の間です。ポイ

ントでは 7 万人台だと言われています。私が

強く注目しているのは、何もしなかったスウ

ェーデン場合のケースです。 

スウェーデンは後から国王や WHO から批判

されました。当初は「感染症なので感染する

ことで全員が免疫を付ける」という考えで、

本当に何も対応をしませんでしたので、ほと

んどが感染しました。特に高齢者が沢山感染

し、子どもも感染しました。当然医療は圧迫

されましたが、スウェーデンでは高齢者から

ECMO を外して若い人に回した、という象徴的

な事例などがあり、高齢者は大変多く亡くな

りました。アメリカもそうでしたが、平均寿

命が 2 年くらい縮まったほど亡くなりました。

日本は約 7 万人亡くなりました。人口比で日

本と比較すれば、スウェーデンの場合は 25～

30 万人程度が、日本国内で亡くなっていたと

思われます。つまり西浦先生らが算出した約

42 万に近い数字です。何もしない場合には約

30 万人が亡くなり、しかもほとんどが老人で

す。スウェーデンは宗教的背景もあるのです

が、高齢者に関して積極的医療を使わないの

で、積極的に ECMO を外して若者に使うという

ことをしました。それが良いのか悪いのかは

別です。現在、WHO にそれについて指摘され

ています。 

金井先生からのお話で良かったことで、

HER-SYS もそうですが、メディアがクラスタ

ー対策について報道し、研究者には脅迫状が

届くようになり 24 時間警察官による監視が

付いている状態もありました。専門外の研究

者が K 値によって数理疫学を批判したことに

より、政治家もそれに乗り、金井先生が言わ

れたように「辞める、何かをやめる、導入す

る、決定する」ことは政治家の責任でありま

すが、それまで研究者に負わせてしまい、そ

の研究者の家族まで命を狙われるようなこと

が今でも続いています。私も東洋経済等でク

ラスター対策班として参加しているというこ

とを書いたところ、脅迫状どころかナイフが

入っていたり、汚物が大学に届いたりしまし

た。獨協大学ではまだありませんが、以前の

大学ではそのようなことが毎週ありました。

そうしたこともあり、研究者は政治や行政に

関わらず、引いてきている状況です。そのよ

うなこともあり、昨日メールが来たときに非

常に驚きました。本当に助けられない、と感

じています。「普段からできることしかできな

い」ということは、金井先生のお話の通りだ

と思います。 

私がなぜ児童相談所で AI を取り入れると

いう話をしたのかというと、もともと全保健

所に導入しようと考えていました。一括 400

億円でできると試算もしていました。先ほど

のご発言にあった 500 人に 2 回連絡すると延

べ 1 万回の業務があるという話も、全て AI
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で対応できるので、何人患者が増えようが業

務量は増えないのです。AI が全てやってくれ

ます。人は人でしか出来ないことに集中すべ

きだったのに、なぜ 400 億円を出してくれな

かったのか？あれが導入されれば保健所の職

員はもっと大切な業務が出来たし、さらに良

質のデータが集まってきたはずです。さて、

金井先生はじめ 3 人の先生にコメントをいた

だきたいと思います。 

 

金井会員 

おそらく検証をこの学会で行うことは非常

に大きなことだと思います。お話しいただい

たスウェーデンの集団免疫方式のように、全

くのゼロオプションの場合にはどうなったの

か？ ということもあります。世の中には、

丸と四角の眼鏡の人のように、老人は死んだ

方が良いという人もいます。それはさておき、

おそらくスウェーデンのような EKUMO の処置

は日本ではできません。また別の試算が必要

にはなると思います。また平均寿命が 2 年縮

むということが超過死亡です。しかし、いず

れはどこかの段階で死亡するのです。それに

対する弊害が若者にどの程度あったのか？ 

ということとの対比が必要です。死亡に関し

ては比較的数値化されやすいのですが、それ

以外の弊害をどのように見るのか？ につい

て私も数値化できていないこともあり、大き

な関心事です。どうした弊害があったのか？ 

業務負担ははっきり分かっています。 

AI 化できなかった問題も同様です。労働時

間なども含めてどの程度の弊害があったの

か？ もちろんそれにより超過死亡が抑えら

れたという一定の効果はあったと言えます。

それらとの対比が、今後の検証では非常に重

要になってくると思います。日常の体質改善

を進めることができれば、素晴らしいと思っ

ています。 

礒崎先生のお話も非常に重要だと思ってい

ます。学習能力があるかどうかです。これは

政治家に限らず専門家もそうです。あるいは

住民もそうです。しかし、専門家はパンデミ

ック対策には関わらないという学習を始めた

との話もありましたので、今後大きな影響が

あるだろうと思います。   

一方で、ワクチンを作ることができないと

いうことは早々に予測がついていたという体

質は、非常に深刻です。桁が違う、日本の AMED

等に、桁違いの予算を付ければできるように

なるのか？ を考えても、捏造の山になるだ

けだろう、砂漠に水を撒くようなものだと思

います。それであれば、研究開発にはお金を

使わずに、できたワクチンや治療薬に対して、

高いお金を出して買う方がいいのかもしれま

せん。しかし、それも無駄金かもしれません。

福島かどこかに作るらしいです。どちらにし

ても、お金を使っても無駄になるような気も

します。 

治療薬の問題も、例えば日本はタミフルを

使い過ぎだ、過剰投与だという考え方もあり

ます。その平常と日本のタミフル使用スタン

スの平常は果たして妥当なのか？ という話

もあります。普段から薬を使わなくとも対策

ができるというような体質の方が、今後はひ

ょっとしたら必要なのかもしれません。世界

のタミフル大量消費国で良いのか？ という

話もありうると思うので、日常で改めていく

べき問題ということが、非常に露わになった

と思います。タミフルの無いことが医療現場

に負担感を与えたということは、タミフルに

依存し過ぎているという体質が、今回弱点と

して現れたのかもしれない、と話を聞きなが

ら思いました。私からのコメントは以上です。 

喉元過ぎれば熱さを忘れる、ではなく日常

の改善に生かしていければ良いと思いますし、

次のパンデミックが来るという震災の専門家

のような脅かし論ではなく、いつも日常的な

話としてできないだろうか？ ということが

私の願いです。 

 

和田会員 

日常でもできるようになるためにも、今ま

での新型コロナウイルス対策について検証が

必要です。この学会でも礒崎先生を座長にし

てやっております。ぜひ礒崎先生からお願い

します。 
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礒崎会員 

事前に司会の和田会員から、今後のパンデ

ミックに備えて現場の自治体職員に何ができ

るのか、研究者との協働も可能なのかという

課題をいただきましたので、時間の範囲で要

点のみお話しします。 

まず職員への示唆については、第 1 に、自

治体職員はこの間のコロナ対応に自信を持ち、

現場性・応答性に基づく「危機対応力」を磨

くことが大事だと思います。第 2 に、現場性

を磨くため、「内向き」の職員から、「現場」

に強い「外向き」の職員をめざすことが重要

です。金井先生のお話では、日常の体質改善

から取り組まなくてはいけないということで

した。後で紹介する研究会のヒアリングでは、

ある県でこんな話がありました。コロナ感染

者が増加しているときに、いずれ医療機関は

満杯になるため、療養施設として宿泊施設を

借り切って対応する必要があるだろうという

話になったそうです。そのとき予算にはない

し議会にも説明していないのに、医療危機対

策の責任者になった職員（管理職級）が、県

内各地のホテルに掛け合って全館借り入れの

形で確保したそうです。細かく相談できる上

司も余裕もなかったので、「自分が責任をとれ

ばいい」と思って行動したとのことで、もし

タイミングを失すると全館借り入れなどでき

なかったとのこと。こうした行動力や「外向

き」の発想は貴重だと思います。第 3 に、規

模の大きな組織では、事務職と専門職が切り

離されていることが多いと思いますが、専門

職の役割を正当に評価し、専門職とも議論で

きる「ジェネラリスト」をめざすことが重要

だと思います。第 4 に、金井先生から政治主

導の弊害の話がありましたが、「政治主導」の

行き過ぎに注意し、トップ層への直言・提案

を行うことが大事だと思います。 

次に研究者との協働については、①コロナ

対応を検証し、危機対応をめぐるリーダーと

職員、事務職と専門職の関係などについて、

教訓を引き出すこと、②コロナ対応について

客観的な記録を残し、住民への説明責任を果

たし、将来の担い手に学びの材料を提供する

こと、③政策法務（法政策）の視点から有効

性・適法性・合理性等を検討し、今後の法的

戦略や制度設計に生かすこと、が重要だと思

います。これらの点は、まさに当学会の役割

でもあります。 

そこで、参考情報ですが、当学会では、2022

年度から「新型コロナ対応検証研究会」を設

置し、応募していただいた 40 名の委員で、22

年度から 24 年度まで研究会やヒアリングを

実施し、25 年度に成果物にまとめる予定です。

具体的には、スライドにあるとおり、国・地

方関係部会、首長・特措法・条例部会、保健

所・医療施設部会、生活支援・ワクチン部会、

経済対策・財政部会、人事・組織・デジタル

部会という 6 つの部会を設置し、部会長を中

心に調査研究を開始しています。私はその座

長でもあるため、本日はもっぱら個人的見解

を述べましたが、今後客観的・多面的な調査

を行って、成果をまとめたいと思います。 

今回、金井先生が強調された「日常の体質

改善」とか、「無策禍より対策禍の方が有害

な場合がある」というような視点はあまり持

っていませんでしたので、本日の示唆を汲み

入れて検証を続けたいと思います。会員の皆

様にもぜひ関心を持っていただき、様々なご

意見やご協力をいただければ幸いです。 

 

和田会員 

時間的にも押しておりますので、これでま

とめをいたします。パネリストそれぞれに一

言を言っていただき、最後に金井先生にまと

めをいただきます。 

行政の仕事の 1 つは、トップに良い専門家

を配置して良い助言をもらって適切な政策を

することだと思っています。この学会でも、

評価検証によってしっかりと皆さんと良いア

ウトプットを出して、良い自治体のトップに

使われるような政策提言ができると良いだろ

うと思いました。本日はありがとうございま

した。 

 

福永会員 

本日はありがとうございました。一言でい
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えば、現場は良く対応したと思います。職員

は自信を持って良いと思います。しかし、バ

ーンアウトされた方も全国的には出ていまし

た。そういったことからも、ここまでの対応

は必要なのかという疑問はあるのですが、例

えば酸素飽和度を測定する機械を届けて返し

ていただく際に、お礼のお手紙が入っている

ことがあります。早い段階では、皆さん 10～

14 日の間孤立していました。それに対して毎

日電話をしているのですが、それがとてもあ

りがたかった、という内容でとても励みにな

ったと思っています。現場にはそのようなシ

ーンがあります。外部（現場・現地）に出て

いくということは非常に重要で、やはり平時

からやっていく必要があります。日常時から

ここにあるような役所の中だけで仕事をする

のではなく、外部との関係性を常に意識しな

がら仕事をしていくことは非常に重要です。

それが、何か起こったときに助けていただけ

るというような関係にもなっていきますので、

普段から意識していく必要があります。 

高知県は専門職と事務職が比較的近い関係

です。そのため、専門職と事務職がお互いに

分かりあえないということはあまりないので

すが、本日倫理の話も少ししましたように、

保健医療の専門職は行政の倫理以外に医療倫

理もあります。医療職として一段踏み込んだ

心の当惑などがありますので、その問題もみ

んなで理解していただければありがたいと思

います。 

 

礒崎会員 

 言うべきことは言わせていただきましたが、

少し言及するとすれば、現金給付政策のあり

方の問題です。コロナ対策では、2020 年の第

1波の際に国民全員に 10万円を給付しました

し、緊急事態宣言等の下で休業や時短に応じ

た飲食店事業者には、協力金を支払いました。

このような現金給付事業は、自治体の自治事

務として行われますが、国が 100%の補助金を

出す場合、給付しないという選択肢は事実上

ありませんし、その基準が合理的か、政策効

果があるのかなど中身を吟味する余裕もあり

ませんでした。その交付が遅く混乱したこと

が、デジタル化のきっかけにもなりましたが、

そもそもこうした現金給付政策をどう評価す

るかという点も検討する必要があると思いま

す。 

 本日は大変勉強になりました。ありがとう

ございました。 

 

金井教授 

私もしばらく、新型コロナウイルス対策問

題に携わっていなかったのですが、また改め

て検証しなくてはならないと思います。1 つ

は日ごろの体質は結局影響する、ということ

です。日本では、自治体というサービスの最

前線をある程度整備し蓄積してきたのですが、

それがまだ崩壊していない時期に、新型コロ

ナウイルスにあたったというタイミングは、

比較的ラッキーであったと思います。おそら

く今後予想されるのは、自治体の現場の能力

低下です。21 世紀になって、相当国から現場

を破壊する行動が続いていたのですが、破壊

し尽くされないうちに、何とかコロナ禍を乗

り切ってきたと思います。それが今後は、DX

で可能なのかは分かりません。たまたまだっ

たということで、今後どのように業務継続を

していくのか？ ということは結果的に一番

大事だと思います。 

また、礒崎さんから話があった現金給付に

ついてですが、突発的な現金給付はダメだと

思います。高齢者年金が結局相当維持できた

ことが大きかった。現役世代が働かなくて暮

らせる社会では無かったことが、結果的には

新型コロナウイルス対策禍を招いてしまった。

せっかく感染症自体は抑えたにもかかわらず、

働きに出る以外の社会が存在しないという脆

弱さが表れたと思います。それ以外にも、日

本の同調圧力の醜い部分も沢山出てきました。

そのおかげで感染症蔓延は収まった、という

言い方もできると思いますが、そのために相

弱さが表れたと思います。それ以外にも、日

本の同調圧力の醜い部分も沢山出てきました。

そのおかげで感染症蔓延は収まった、という

言い方もできると思いますが、そのために相 
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当悲惨なことになったこともあります。感染

症にかからなかったとはいえ、他のところで

マイナスがあったら、全体をトータルしてみ

て、それは対策としてはやっぱり災いであっ

たと言わざるを得ません。それも含めて幅広

く検証が進んでほしいと思います。 

実はそれ以外の医療や福祉、看護などの分

野では、しっかり検証を行い、政治行政に圧

力をかけています。自治体の実務家では、こ

うした検証と圧力はあまりありません。消防

や救急はあります。医療業界などは、膨大な

資源を使って行っています。自治体は人数が

いる割には、その関係のアピールができてい

ない状態です。本来なら総務省など全国知事

会がしっかりやるべきなのですが、そこが政

治家に近い人や官邸に近い人の集まりになっ

てしまっているので、現場のことを全く考え

ていないということが構造的な弱みです。本

来は 6 団体がしっかりとやるべきだと思いま

す。その関係も考えていきたいと思います。

本日はとても勉強になりました。ありがとう

ございました。 
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パネルディスカッションでの 

福永会員使用スライド 
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分科会 報告 1 

確実な過料処分実施と手続保障とのバランス 

―路上喫煙防止条例に基づく過料処分をテーマに― 

 

蓮實 憲太（那須塩原市） 

 

〇趣旨  

条例に基づく規制の実効性を確保するため、

過料を活用する事例が増加している。過料処

分に際しては、地方自治法 255条の3により、

弁明の機会を付与しなければならない。この

弁明の機会を路上で付与する事例があるが、

手続保障という観点から妥当なのか問題提起

し、議論・検討を行った。 

  

〇概要  

条例に規定された義務の履行確保は、古典

的には行政刑罰によるが、それが機能してい

ない状況である。そのため、自治体において

「過料」を活用する事例が増えている。  

過料は、長の行政処分の形式で行われるが、

秩序違反に対する制裁として科されるもので

あり、憲法 31 条により適正手続が要請される。

地方自治法 255 の 3 は、「普通地方公共団体の

長が過料の処分をしようとする場合において

は、過料の処分を受ける者に対し、あらかじ

めその旨を告知するとともに、弁明の機会を

与えなければならない」と規定している。  

近時、路上喫煙やポイ捨てをした者に対し、

条例により過料処分を科す動きが広まってい

る。その嚆矢である「安全で快適な千代田区

の生活環境の整備に関する条例」を制定した

千代田区は、路上喫煙の過料の額を当面

2,000 円とし、職員証を携帯している区の職

員が告知し、納付書又は直接その場で納付す

るという運用を行っている。路上で「告知⇒

弁明機会の付与⇒納付」と手続が進むことが

多いようで、納付書払の場合に納付されない

リスクを考えると、路上で一連の手続を済ま

せることで確実に徴収することができるとい

うメリットがある。また、納付されない 2,000

円の過料のために、督促や滞納処分をするの

は、手間だし、コストがかかる。  

しかし、過料が少額だからといって、簡便

な手続が許容されるのだろうか。また、法律

に規定されている過料については、非訟事件

手続法により裁判所によって科されることを

踏まえると、路上での弁明機会の付与は手続

保障という観点から問題がないのだろうか。

この点について、須藤陽子教授は、「路上喫煙

禁止の違反者に対して現場で「告知と弁明」

を行い、現場で過料を徴収する方式を導入し

て以降、同様の方式を導入した地方自治体が

各地にある。これは「適正手続」の根幹に関

わる問題である」（同『過料と不文の原則』（法

律文化社、2018 年）110 頁）とし、「弁明の機

会の付与は、形式的、機械的なものであって

はならない。弁明の機会の付与は、単に過料

処分を受けることについての意見を表明する

機会を保障する意味ではなく、自己に有利な

証拠を提出し、処分内容に反証する機会を与

えるものである。したがって、防御に必要な

時間的余裕というものを前提とするであろう」

（同 111-112 頁）と指摘している。また、『逐

条地方自治法〔第 9 次改訂版〕』では、「弁明

の機会は、告知後相当の期間内に与えるべき

であり、期間の余裕をみない場合は、弁明の

機会を与えたことにはならないと解される。

告知をせず、又は弁明の機会を与えずにした

過料の処分は無効と解する」と解説されてい

る（1526 頁）。  

路上における弁明の機会の付与は、手続保

障という点から妥当なのだろうか、あるいは

実質的に付与したといえるのか。路上での弁

明機会の付与は、地方自治法 255 条の 3 の趣

旨を没却させるおそれがあると考えているが、

一方で徴収の拒否や書類への虚偽記載による

滞納が一定数あることも踏まえると、確実な

過料処分実施と手続保障とのバランスをいか

にとっていくか、また過料処分を受ける者が
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納得できるような運用が必要ではないかと思

われる。この点について、会員の皆さんと議

論・検討を行った。 

 

 

 

分科会 報告２  

太陽光発電設備設置の義務化に関する一試論 

― 東京都の取組は波及していくか ― 

 

鈴木 洋昌（川崎市）  

 

１ 報告の背景等  

一部の自治体で、太陽光をはじめとする再

生可能エネルギーの建築物への義務付けが進

められている。京都府や京都市では、2022 年

4月から義務化の対象を 300㎡以上に拡大し、

群馬県は 2023 年 4 月から延床面積が 2,000

㎡以上の建築物に対して再生可能エネルギー

の導入を義務化した。そして、2025 年 4 月か

らは東京都が延床面積 2,000 ㎡以上の建築物

の建築主とともに、2,000 ㎡未満の建築物を

20,000 ㎡以上供給する事業者に太陽光発電

設備の設置を義務付けることとなっており、

川崎市も都の動きに追随している。都は、義

務化にあわせ、補助金を確保することで、住

宅購入者の初期の費用負担を減じる取組を行

っている。  

補助金については、国が 1994 年度から新エ

ネルギー財団を通じて太陽光発電設備に対す

る設置補助を行い、設置を誘導してきた。2012

年 7 月からは、固定価格買取制度により、太

陽光をはじめとする再生可能エネルギーの普

及を推進している。同制度の創設以後、国は

2014 年度に太陽光単体の設置補助金を廃止

し、自治体でも同様の動きもみられる。  

一方、固定価格買取制度の導入により、開

発を伴う大規模な太陽光発電設備の設置が進

み、当該開発を規制する条例を制定する自治

体も増加してきた。  

本報告は、固定価格買取制度により太陽光

発電設備の普及が進み、自治体レベルでは太 

陽光発電設備の規制が行われる中、都の先進 

的な取組が波及していくのか分析を行った。  

 

 

２ 本報告の視点と結論  

本報告では、都の取組が他自治体に波及し

ていくか、その政策形成過程を振り返りなが

ら、①義務化の要因、②義務化の必要性とポ

リシーミックス、③政策波及の条件について

報告した。  

１つ目の義務化の要因として、小池のリー

ダーシップの下、海外の都市に遅れないよう

に、カーボンハーフという高い削減目標を海

外に発信し、また、海外における取組を踏ま

えながら、その義務化に取り組んだといえる

のである。  

２つ目の必要性について、経済的手法のみ

では、2050 年のカーボンニュートラル、それ

を見据えた 2030 年の大幅な温室効果ガスの

削減が見通せない中にあって、地域の実情を

踏まえた対応として建築物への太陽光の義務

化は必要であり、検討すべきものといえる。

また、ポリシーミックスについて、固定価格

制度が継続される中でも、強い財政力に支え

られた東京都は建築物供給事業者への義務化

にくわえ、補助金という経済的手法も併用で

きた。一方、川崎市をはじめ、義務化を行っ

ている自治体においてはこうした対応が必ず

しも行われていなかったり、検討している状

況にある。政治的な要因から補助金の意義は

大きいといえようが、固定価格買取制度が継

続される中において、配分という点からは課

題もあるといえる。  

３つ目の政策波及の条件について、東京都

は海外への情報発信という視点から、高い目

標を掲げ、国をも上回る義務化と補助金によ

る取組を進めている。ただし、他の自治体か
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らすれば、都の財政力に支えられた取組を取

り入れていくのは容易ではない。川崎市でも、

補助金も含め効果的な取組となるよう検討し

ていくとしているが、固定価格買取制度を前

提とした修正型の東京モデルでなければ波及

は難しいといえるのである。なお、京都府・

京都市においては、規制対象となる建築物に   

 

対して直接的な補助金等の対応は行っていな

い。  

この結論を踏まえれば、補助金に頼ること

なく、固定価格買取制度＋義務化ということ

で義務化対象の拡大を進めていくのでなけれ

ば、他の自治体への波及は容易ではないと考

えられる。 

 

 

分科会 報告３  

インフラの利活用における自治体の役割 

―東京都の道路空間活用の事例から― 

 

澤井 晴美（東京都）  

１ 背景  

道路の通行以外の利用（目的外の利用）は、

道路法による道路占用許可により、電線の架

設や水道管の埋設など、公共性が高く、必要

やむを得ない場合などに限って、通行に支障

がない範囲で認められてきた。2000 年代前半

からの規制緩和の流れを受け、地域団体や民

間事業者等により、道路をはじめ、河川や公

園といった都市インフラを賑わいの創出など

を目的として利活用する取組が全国の自治体

に広がった。この取組を推進するため、都市

インフラを利活用した取組をしやすくする制

度が創設され、道路では、2020 年の道路法の

改正における、歩行者中心への道づくりを目

指す「歩行者利便増進道路」（ほこみち）制度

等があげられる。このような制度の創設の後

押しもあり、道路空間を活用した歩道でのオ

ープンカフェや、河川における水辺に張り出

した飲食店の川床、また、公園内の民間事業

者によるレストラン・カフェなど、地域の活

性化にも資するインフラの活用は全国的な広

がりを見せている。 

  

２ インフラの利活用における自治体の役割  

従来からの道路の目的外の利用において道

路管理者である自治体等の対応は、道路法の

手続きに則り、利用しようとする事業者から

の申請に基づいて許可をするという、消極的

で受け身なものである。私は、インフラの利 

 

活用も同様に道路占用許可によるものである

が、道路管理者の役割に違いがあるのではな

いかと疑問を持ち、東京都の事例を調査した。  

調査対象事例は、道路管理者の果たした役

割がより明確になると想定される東京都の第

一号とされる事例とし、比較のため、河川と

公園についても同様の条件の事例を調査した。

調査結果をインフラの活用における自治体の

役割という視点から整理したものが、以下の

（表１）である 
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（表１）※発表者の法政大学大学院公共政策研究科修士課程における修士論文 

（2020 年度）より 

自治体の対応など  道路 （新虎通り2014年）  河川 （日本橋川2014年）  公園 （駒沢公園2015年）  

賑わいの創出などを

目的とする事業とし

ての位置づけ  

・東京シャンゼリゼプロジェ

クトの適用事例  
・かわてらす®の社会実験  ・公園の多機能利用の取組  

占用等の

場所、主

体（事業

者等）な

どの限定

や条件の

設定  

占用等の

場所  

・対象となる都道の条件を定

める  

・かわてらす®の社会実験の

対象区間  

・公募箇所を２箇所示して事

業者が選択  

占用等の

主体  

・地元団体で構成のエリアマ

ネジメント団体等に限定  

・社会実験の対象区間で営業

している飲食店等  

・公園協会の共同事業者とな

る飲食店事業者  

占用等の

物件  

・都市再生特別措置法施行令

第１5条で定める施設  

・かわてらす®（川床）の設

置、管理用通路の機能確保な

どの条件  

・平常時はレストラン、発災

時は防災施設となる建物  

地域住民等への対応  
・道路空間活用の要望書の提

出は地元団体に限定  

・事業者は隣接者等と十分に

調整、地域貢献策を実施  

・発災時には地域住民を支

援、売り上げの一部を寄付  

事業推進のための取

組  

・道路空間活用検討委員会

で、特例道路占用制度のワン

ストップサービスを実施  

・地域での説明会の開催、沿

川の飲食店への積極的な声

掛け  

・事業者の初期投資を考慮

し、事業期間は最長２０

年 ・公募箇所は、民間事業

者からの意見も参考に選定  

 

３ 発表の内容  

本発表は、発表者の修士論文（2020 年度）

の内容について分析を深めたものであり、道 

 

路を中心としたインフラの活用における自治 

体の役割等の変容について議論を行った。 

 

 

 

分科会 報告４  

中核市における自治体 DX の到達レベルに関する研究 

―自治体 DX 推進計画に基づく関連施策の実施状況と成果の比較― 

 

吉野 清史（宇都宮市） 

  

2021 年 5 月、我が国においてデジタル社会

を形成することは、国際競争力の強化および

国民の利便性の向上に資するとともに、急速

な少子高齢化の進展への対応、その他の我が

国が直面する課題を解決する上で極めて重要

であると位置づけた上で、デジタル改革に取

り組む基本理念などが規定された「デジタル

社会形成基本法」をはじめとするデジタル改

革関連法案が可決・成立し、デジタル社会の

形成に向けて大きく舵が切られた。  

これを受けて、総務省から地方自治体に対

し、デジタル化の方針となる「自治体デジタ

ル・トランスフォーメーション（DX）推進計

画」が示され、各自治体では「組織体制の整

備」、「デジタル人材の確保・育成」などの DX

推進に向けた関連施策を展開しているが、こ

れらの実施状況は、自治体間でかなりのばら

つきがあるのが現状である。  

この研究では、地方自治体における DX の推

進状況について、行政のバックオフィス機能

のデジタル化による業務プロセスの効率化と、

住民を対象とした事業のデジタル化による充

実度の２つの対象に分けて分析を行うことに

より、DX 推進関連施策の成熟度を検証すると

ともに、自治体間の比較を行うことによって、

施策の充実度に至る要因を明らかにすること
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を目的としている。  

そのため、本研究では、総務省が毎年公表

している「地方公共団体における行政情報化

の推進状況調査」の結果である「自治体 DX・

情報化推進概要」の市町村別データを使用し、

令和３年４月１日現在の全 62 中核市を対象

に、DX 推進関連施策の状況及びその成熟度に

ついて検証を行った。ここで対象を中核市に

限定した理由は２つある。１つは、施策の成

果を自治体間で比較する際、多くの研究で採

用されている人口規模や組織力などでは、そ

の要因が明確に導き出せないことにある。２

つめは、都道府県、指定都市、中核市、一般

市、町村といった行政区分ごとに各業務の範

囲は異なっており、システムの利用方法や業

務フローにも大きな違いがあり、これらを同

じ視点で比較することが困難だからである。  

また、この研究では、自治体間の DX の到達

度を測る際、IT ガバナンスの評価指標を参考

に新たに設定した情報化の成熟度指標を用い

て比較を行った。これまで、組織の成熟度を                                                 

ベースに、自治体のデジタル化の成熟度を比

較する先行研究は存在しているが、DX の視点

で作成された指標により、自治体の成熟度を

評価する研究は行われていない。  

さらに、「バックオフィス機能の充実度」が

高い自治体と、「住民を対象とした施策が充実

している」自治体を対象に、その要因を追究

するとともに、筆者が所属している宇都宮市

の DX 関連施策との比較を行うことにより、不

足している取組み等を明らかにした。  

これにより、自治体における DX 推進の現状

が明らかになるとともに、先進事例の横展開

につながる事例とし、我が国における行政全

体の DX 推進に寄与するものにしたと考えて

いる。 

 

 

 

分科会 報告５  

八王子市の清掃工場集約化による効果 

―戦略性のあるごみ処理経費削減に向けて― 

 

中川 和郎（武蔵野市）  

 

はじめに  

八王子市は 2004 年 10 月に家庭ごみの有料

化が実施され、ごみ減量に大きく寄与した。

それまでにおいて第二次世界大戦後に東京都

心のベッドタウン化により人口が急増し、こ

れに伴いごみの排出量も急増した。多量のご

みをいかにして迅速に処理するかが課題とな

り、清掃工場を増設した。1991 年の廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処

理法」とする。）の改正、廃棄物処理法に改正

に伴う八王子市廃棄物の処理及び再利用の促

進に関する条例制定（1993 年）により、ごみ

排出量を抑制し、できる限りの再生利用・リ

サイクルに舵を切った。家庭ごみ有料化後の

2007 年３月には、循環型都市の実現に向けた

ごみ処理基本計画が策定され、さらなる資源

化拡充施策として、すべての容器包装プラス 

 

チックの資源化や、ごみ減量を受けて多摩清

掃工場（多摩ニュータウン環境組合）を除い

た市内３清掃工場体制から市内２工場体制へ

の移行が明記された。  

本稿では、八王子市が取り組んでいる清掃

工場の集約化について取り上げ、ごみ処理経

費削減に結びつけたケースについて触れた。  

 

１． 八王子市の清掃工場の変遷  

1923 年８月に明神町に塵芥焼却場が設置

された。その後中間処理施設については、1954

年に明神町塵芥焼却場の既設焼却炉を改築

（24t/日）したのをはじめ、ごみ処理施設の

整備改善をめざし、焼却炉の増築、新設を行

った。1971 年には、増加し続けるごみと広大

な市域における効率的な処理を行うため、市

域の西北部及び西南部に清掃工場を新設し、
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既存焼却場と合わせ、市域を三分割して処理

することを計画した。1972 年度から 1973 年

度には北西部の戸吹町に清掃工場（240t/日）

を建設した。引き続き 1974 年度において市域

西南部の館町に清掃工場予定地 55,911 ㎡を

買収し、1978 年度から３カ年事業で清掃工場

（300t/日）を新設した。  

人口増加が著しい多摩ニュータウン地域の

ごみ収集効率の向上を図るため、1993 年４月

に八王子市、町田市、多摩市の３市で構成す

る多摩ニュータウン環境組合を設立し、多摩

ニュータウン地域とその周辺部のごみは、当

組合の多摩清掃工場で処理することになった。

また 1991 年に明神町塵芥焼却場の建て直し

に着手し、1994 年 10 月に北野清掃工場とし

て稼働した。  

 

２．清掃工場の集約化  

2007 年３月に策定された八王子市ごみ処

理基本計画での清掃工場の集約化を受け、

2010 年９月に館清掃工場を停止し、市内２清

掃工場体制へと移行した。館清掃工場の停止

を受けて中間処理費が約 46億円（2006年度）

から約 34 億円（2011 年度）へと約 12 億円減

縮した。そして、館清掃工場の跡地に館クリ

ーンセンターを建設し、2022 年 10 月に稼働

した。これに伴い北野清掃工場は運転停止し

た。  

北野清掃工場の跡地については、八王子市

の「北野下水処理場・清掃工場跡地活用構想」

で新たに清掃工場を建設することを前提とし

ていない。建設しない理由としては家庭ごみ

有料化によりごみ排出量が減少したこと。ま

た 100 億円を超える清掃工場の建設費やラン

ニングコスト（中間処理費）等が削減される

だけではなく、工場から排出される排ガス量

が減り、環境負荷の低減が図ることができる

ことを示唆していた。ちなみに 2021 年度決算

では清掃費約 183 億円のうちごみ処理施設等

建設費約 93 億円であった。館クリーンセンタ

ーの建設費が財政上いかに膨大であったかを

物語っているといえよう。  

 

まとめ・・・戦略性のあるごみ処理経費削減

に向けて  

地方公共団体の一般財源の使途において人

件費、扶助費、公債費などの義務的経費の割

合を示す経常収支比率が全国平均で 90%を上

回っている。新規政策で使える部分が 10%未

満である。限られた財源の中でごみ処理経費

費をいかに削減していくかが課題である。八

王子市の場合はごみの排出抑制と資源化を進

め、家庭ごみ有料化によるごみ減量により清

掃工場を集約し、ごみ処理経費削減に結びつ

けた。 

 

 

 

分科会 報告６ 

収入役ポストの廃止が基礎自治体に与えた影響の検証について 

―23 特別区の特別職人事を事例として― 

 

竹内 真雄（東京都） 

 

市区町村の会計事務を司る特別職だった収

入役は、改正地方自治法の施行により、2007

年３月 31 日付で廃止されている。本報告では、

かつて、首長、助役と並び、基礎自治体内で

「三役」と呼ばれていた収入役の廃止が、基

礎自治体の特別職人事に与えた影響に着目し

検証を行った。  

 

具体的には、1995 年から 2023 年現在まで

の東京都特別区における特別職人事を事例と

し、それを収入役廃止前（1995～2007 年）と

収入役廃止後（2008 年～2023 年）に分け、収

入役廃止による特別職ポストの減が、基礎自

治体の特別職人事にどう影響を与えたかにつ

いて検証した。  
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また、全国の市長等のうち、市区町村職員

出身の首長の割合は減少傾向にあることが指

摘されている（平野（2012）、竹内（2020））。

このことについて、特別職の一角を担った収

入役の廃止が、職員出身者から首長を目指す

「成り手」不足の一因となり、この減少傾向

を助長したのではないかという仮説を提示し

検証を行った。 

 

 
分科会 報告７  

共創（co-creation）は地方行政のパラダイムシフトとなるか 

 

佐藤 敦郎（九州大学、元埼玉県）  

 

近年、共創（co-creation）が、公共部門の

課題解決のための概念として行政用語として、

しばしば使われるようになってきている。も

ともとは、民間部門で発展した概念であり、

ユーザーを巻き込んだ商品（製品とサービス）

開発を行うことで、イノベーションを伴う新

たな価値創造を図るものである（Prahalad 

and Ramaswamy 2004）。つまり、企業と消費者

が一緒に価値（ここでは商品）を作ることか

ら共創という。この考え方を、公共サービス

のユーザーである市民と地方自治体などの行

政機関との関係に応用したのが、公共セクタ

ーにおける共創である。  

共創には、定まった定義があるわけではな

いが、ここでは、行政と市民団体、住民、企

業、大学などが、公的サービスの価値を高め

るために、知識、資源、能力、意見の交換を

行い、問題解決につながる新しい革新的手法

や継続的な成果の改善活動を通じて、問題解

決にあたるプロセスと定義する（Torfing et 

al. 2016）。官僚主義的な単線的でトップ・ダ

ウンによる問題解決手法や住民を顧客とする

民間手法の導入では、解決が困難とされる複

雑な問題や厄介な問題（wicked problem）に

対する戦略的な解決手法として有効であると、

共創は考えられている（Ansell and Torfing 

2021a, 2021b）。現在、DX の進展などにより、

革新的手法による問題解決の可能性が高まっ

ており、共創に対する期待が高まっている。  

また、共創の、市民とともに問題解決を図

る手法は、政府に対する信頼が落ちている状

況や行政の財政的人的資源が限られている中 

 

で、政府への信頼を回復して、行政資源の不

足を補う方法として、ガバナンスの中心的な

概念としての可能性に満ちている。  

一方で、参加型行政、協働型ガバナンス、

官民連携事業（PPP）との概念的な区別や、成

功事例の事例研究が十分とは言えず、地方行

政の現場で使える概念としては、まだまだ議

論が不十分と思われる。  

本報告では、比較的以前から、共創に関す

る事業に取り組んできた、横浜市、鎌倉市、

京都市、福岡市の事例を用いて、共創が地方

行政にもたらす価値、共創の仕組み、共創が

機能する分野、共創が機能する条件、共創の

障害・課題について考えた。 
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オーサーズトーク 

『NPM の導入と変容：地方自治体の 20 年』から 

 

山中 雄次（沖縄国際大学、元静岡県） 

 

＜プロフィール＞  

山中 雄次（会員：沖縄国際大学、元静岡県） 

1976 年生まれ。学習院大学経済学部卒、同大

学院経営学研究科博士前期課程修了、静岡県

立大学大 学院経営情報イノベーション研究

科博士後期課程修了。博士（学術）（静岡県立

大学）。静岡県職員を 経て、2021 年度より沖

縄国際大学法学部講師。専攻は行政学、地方

自治論、公共政策。著書に『NPM の導入と変

容』（単著）、『協働と参加』（共著）。  

 

＜本の紹介＞ 

 『NPM の導入と変容』（2023）晃洋書房  

40 代以降の会員の皆さんは、2000 年初頭

に大流行した NPM のことをよく記憶してお

られるので はないだろうか。本書は、わが国

の地方自治体に「NPM がどのように導入され、

その後どうなった のか」を研究した成果であ

る。筆者は、2001 年 4 月に県職員として採

用されてから、全庁的な NPM への取組を横目

に眺めながら実務経験を重ねてきた。その後、

自身が行政改革の担当班長となった 際、NPM 

流行当時から現在までの経緯をうまく整理で

きなかったことから、自ら研究を行った。  

  

Pollit, C & Bouckaert, G. (2017) Public 

Management Reform 4th edition, Oxford 

University press.（縣公一 郎、稲継裕昭監

訳（2022）『行政改革の国際比較』ミネルヴァ

書房）をはじめ、海外で広く引用され た先行

研究をベースとし、都道府県を対象に、NPM の

選択的・部分的な導入があったこと、そして 

複数の改革モデルのハイブリッドな運用が行

われてきたことを論じた。また、実際に導入

された NPM 手法のうち、事例として行政評価

及び指定管理者制度を取り上げている。現在、

新型コロナウ イルス感染症対策の最前線に

立ち、疲弊する自治体職員の姿もみられる中、

あらためて当時の NPM を振り返る機会が必

要ではないだろうか。 
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研究論文(査読付き) 

 

An analysis of the policy process of centralization and decentralization during the second decentralization reform period 

第 2 期分権改革における集権・分権の政策過程 

―放課後児童健全育成事業の基準の変化と自治体の対応を事例として― 

 

鈴木洋昌(川崎市役所) 

Hiromasa Suzuki (Kawasaki City Office) 

 

要 旨 

本稿では、放課後児童健全育成事業の基準制定の政策過程を考察した。地域主権改革を重要政策

とした民主党政権でも、同事業が子ども子育て施策の課題としてフレーミングされ、検討が進めら

れる中で、従うべき基準等の設定という集権対応が行われた。一方、自民党・公明党連立政権下で

は地方分権の課題としてフレーミングされ、地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会(以下

「提案部会」という。)という地方分権の場で検討が進められ、幼児教育無償化をめぐる対応とも相

まって、参酌基準化という分権対応が行われた。このように、政策のフレーミングや検討組織と、

主体の動向などが決定に影響を与えている。参酌基準化の自治体の活用としては、研修修了要件の

経過措置等の現状適応的なものが中心となっている。 

キーワード：放課後児童健全育成事業、子ども子育て支援新制度、提案募集方式、従うべき基準 

 

2000 年の分権改革から 20 年余りを経て、多く

の権限が自治体に移譲され、分権改革の対象とな

る事業は減少してきている。第 2期分権改革で導

入された提案募集方式でも、その件数は減少し、

「地方分権改革の落穂拾いと化している」(上林

(2018)p.49)。 

こうした中、本稿では、第 2期分権改革におい

て、従うべき基準等の導入という事業側の立場に

立った質の確保のための集権対応と、提案募集方

式を通じ、参酌基準化という分権対応が行われた

放課後児童健全育成事業を取り上げ、自治体にお

ける今後の分権改革の取組への示唆を得ることを

目的としている。 

なお、本稿の内容は私見であって所属する組織

のものではないことをお断りしておく。 

 

1.放課後児童健全育成事業の概要等 

1.1 事業の概要と経過 

1950 年代後半から母親の就労の増加に伴って、

いわゆる「鍵っ子」として、放課後、保護者が家

庭にいない子どもの豊かで安全・安心な生活保障

が社会問題として取り上げられるようになった。

こうした状況の中で、放課後児童健全育成事業は、

「学童保育」として保護者等の自主運営や市町村

の単独補助による事業として全国的に広がり、地

域の実情に応じて多様な運営により展開されてい

く。 

それに追随する形で、当時の厚生省も 1976年度

から、留守家庭児対策や健全育成対策として国庫

補助を開始し、1998年 4月には改正児童福祉法の

施行により、放課後児童健全育成事業を同法に位

置づけた。ただし、同法 21条の 11で市町村は放

課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなけれ

ばならない、さらに、34条の７で市町村、社会福

祉法人、その他の者は、同事業を行うことができ

ると規定されるにとどまり、市町村に実施の義務
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はなかった。同時に社会福祉法も改正され、放課

後児童健全育成事業は、第 2種社会福祉事業とし

て位置づけられ、開始後に届出が必要となった。 

2000年の分権改革では、自治事務に位置づけら

れたものの、児童福祉法の規定は改正されず、努

力義務であり、義務のない状況に変わりはなかっ

た。 

1.2 放課後児童健全育成事業に係る量的拡大

と質の確保 

2000年代に入り、国は、放課後児童健全育成事

業の拡大に取り組んでいく。この底流には、共働

き家庭で小学校入学時に放課後の子どもの面倒を

みる必要が生じ、仕事と子育ての両立が困難にな

る「小 1の壁」、さらには放課後児童健全育成事業

の対象でなくなり、就労継続が困難となる「小 4

の壁」の解消があった (少子化社会対策大綱（2015

年 3 月 20日閣議決定）、池本(2016)p.26 など)。

特に、2012年以降の安倍内閣でのさまざまなスロ

ーガンに貫かれてきたのは「<少子化問題／人口減

少問題>を日本経済の『最大の壁』と捉え、『①出

生率を上げて将来の働き手を増やす、②現在の働

き手を増やす、③労働生産性を上げる』との考え

方」(齋藤(2018)p.108)であった。この点では、経

済的側面が強かったといえる。 

放課後児童健全育成事業の量的拡大の側面をみ

ると、国は 2007年 3月に「放課後子どもプラン」、

2014 年 7 月に「放課後子ども総合プラン」、2018

年 9月に「新・放課後子ども総合プラン」を策定

し、取組を進めていく。この結果、2015年 4月か

らの対象児童の拡充もあり、2007 年には約 75 万

人であった放課後児童健全育成事業の登録児童数

は 2022年には約 139万人に達する。 

質的確保の側面として、2007 年 10 月に厚生労

働省(以下「厚労省」という。)は「放課後児童ク

ラブガイドライン」を発出する。この位置づけは、

地方自治法 245条の 4第１項に基づく技術的助言

であり、「『最低基準』という位置づけではなく」、

「運営するに当たって必要な基本的事項を示し、

望ましい方向を目指すもの」であった。 

しかしながら、子ども・子育て支援新制度(以下

「新制度」という。)の導入とあわせて、2015年 4

月には、児童福祉法 34条の 8の 2第 2項に基づく

「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準(以下「基準省令」という。)」が施行され、

従事する者及びその員数については従うべき基準、

それ以外は参酌すべき基準となる。2020年 4月に

は、2017年の地方三団体の連携した提案など、提

案募集方式を通じた地方の声などを背景に、従う

べき基準が参酌基準化される。 

1.3 地域主権改革の評価 

地方分権に関して、民主党は、2009年 9月の政

権発足後、閣議決定された基本方針で地域主権改

革を積極的に取り上げ、重要政策に位置づけてい

く。この結果、地方分権改革推進委員会の場合「各

省庁の了承を得て勧告できるものはもうほとんど

残されていない」「委員会としてやってもらいたい

と思うものを勧告する形をとらざるを得なかった」

が、「政務三役が強力に改革の実現に向けて省内に

働きかけをすることになった。その結果、義務づ

け・枠づけの廃止について勧告した事項のうち、

およそ半数は実現することになった」、「政権交代

をしたからこそ、勧告内容を 5割方も実現できた」

（西尾(2013)pp.92-94）と評価されている。実際、

1次一括法、2次一括法では、積み残しであった権

限移譲などが多く実現している。ただし、2009年

10月の地方分権改革推進委員会の3次勧告を踏ま

えた条例への基準委任については「民主党政権の

もとでも、その意識に変化が見られなかったのは、

いささか奇異に映る（北村(2016)p.14）」など、厳

しい意見も多い。 

 

2. 先行研究等 

2.1 放課後児童健全育成事業の基準設定等の

研究 

放課後児童健全育成事業は地域や自治体の取組

から開始されたものであり、さまざまな研究が行
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われてきている。こうした中で、第 2期分権改革

における基準設定等については、柏女の一連の研

究を挙げることができ、自身が審議会の委員長と

してかかわった基準省令の内容等を論じている

(柏女(2019b))。柏女は、基準省令で従うべき基準

であった支援の単位ごとに 2人以上支援員を配置

する理由は「『授業とは異なる育成支援業務の特性』

『安全・安心への配慮』『代替管理者・職員の不在』

の 3点」とし、また資格要件として「研修受講を

要件とした理由は『子ども観や援助観が異なる多

様な基礎資格を有する者が、放課後児童支援員と

しての共通認識をもってチーム運営をしていくた

め』」とする。 

現場への基準省令への影響を論じたものとして

木村の論考があり、基準省令が「公布され、指導

員の資格と配置基準が『従うべき基準』として定

められたことは、全国的な一定水準の質の確保に

向けて踏み出した大きな一歩」と評価しつつも、

「この基準を守ることで、現在、クラブ存続が厳

しい学童クラブが増加していることも事実」と指

摘する(木村(2019)pp.63-64)。 

このように基準省令の内容等について論じられ

ているものの、その前段として新制度の導入に伴

う法改正で従うべき基準や参酌すべき基準が位置

づけられた過程を対象としたものはみられない。 

2.2 提案募集方式を通じた放課後児童健全育

成事業の基準の緩和等の研究 

放課後児童健全育成事業の基準の緩和の過程を

論じたものとして、地方分権改革推進室の職員に

よる一連の論考がある(小谷(2018)、関口(2018)、

山中(2019))。また、上林は一括法等を継続的に論

じており、放課後児童健全育成事業についても考

察している(上林(2018)、上林(2020))。 

小谷は、2017年の提案募集方式における論点及

び検討プロセスについて論じ、提案の意義として

「参酌化されれば、地方の自主性を活かし、地域

の実情に応じた放課後児童健全育成事業の実施が

可能となり、地方の多様な方策により事業の質を

確保しつつ、待機児童問題の改善に大きな効果を

もたらす」(小谷(2018)p.101)としている。 

上林は、提案部会や国会の議論を振り返りなが

ら、必置規制重視派と必置規制緩和派がある中で、

義務付け・枠付けの緩和をめぐって、必置規制の

緩和を中心に進められてきており、この点が如実

に表れたのが、放課後児童健全育成事業に関する

参酌すべき基準化問題であるとする。そして、「見

方を変えれば、ナショナル・ミニマム維持に関す

る国の責任放棄ともとられかねないものとなって」

いる。また、自治体が「住民の合意を取り付ける

装置(説明責任)と施設運営の安全基準に関する代

替指標の確保」ができない場合、「質の確保は覚束

ず、参酌基準になったことを機会に量の確保に邁

進しかねないという疑念は払しょくできない」(上

林(2020)p.80)としている。 

佐藤は、所属する全国学童保育連絡協議会の全

国一律で質の確保を行うという立場から、従うべ

き基準の参酌基準化の過程を論じている(佐藤

(2018))。 

このように提案募集方式における放課後児童健

全育成事業の従うべき基準の参酌基準化の研究が

行われているものの、従うべき基準の設定過程と

の比較で論じているものはみられない。 

 

3. 本稿の対象と検討の視点 

3.1 本稿の対象 

本稿が対象とする放課後児童健全育成事業は、

質の確保を目的とした義務付け・枠付けの強化と

いう集権対応と、その緩和による地方の裁量の拡

大という分権対応の間で制度変更が行われてきて

いる。 

第 2期分権改革以前は、2007年に策定されたガ

イドライン、補助基準があるにとどまっていた。

だが、2015年 4月に導入された新制度の検討過程

で、質の確保が求められ、従うべき基準と参酌す

べき基準が設定されるなど、集権対応が行われた。

その後、提案募集方式による地方からの声を背景
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に、従うべき基準の参酌基準化という分権対応が

実施された。 

ここで新たな基準の設定例をみると、2009年の

地方分権改革推進委員会第 3次勧告以降創設され

た従うべき基準は 10年間で 4つしかない(1)。さら

に、一括法をみると、提案募集方式を通じて、従

うべき基準から標準や参酌すべき基準となった事

例も 8次一括法の幼保連携型認定こども園、11次

一括法の小規模多機能型居宅介護など、3 つしか

なく、参酌基準化は本稿で取り上げる１事例に限

られている。 

このように、第 2期分権改革において、集権と

分権という軸の中で対応が変化した事例は限定的

であり、当該事例を取り上げ、その政策過程を分

析することで地方分権推進に係る課題を明らかに

していく。 

また、同事業は、1950年代、大阪市の児童館で

の「学童クラブ」発足や小学校教師による小学校

内での開設など(全国学童保育連絡協議会編

(2019)p.189)、地域の取組として開始された。1960

年代には「都市部では共働き家庭が増えるととも

に核家族化が進み」(福士(2016)p.5)、都市部で行

われていた共同保育等に自治体が補助金を出すよ

うになり、さらに公立の施設も開設された(福士

(2016)p.5)。このように地域や自治体の取組から

開始され、国の関与が強まった事業を取り上げる

ことで、地方分権の課題を提示することができる。 

こうした放課後児童健全育成事業を対象に、本

稿では、おおむね 2010年から 2012年の従うべき

基準等の導入、2016 年から 2018 年の参酌基準化

の要因とともに、2020年以降の参酌基準化を踏ま

えた自治体の対応を分析する。 

なお、放課後児童健全育成事業における待機児

童や放課後児童支援員不足は、基準とともに、支

援員の処遇等の問題ともかかわっているが、本稿

ではこの点は取り上げない。 

3.2 本稿の検討の枠組みと視点 

放課後児童健全育成事業をはじめ、基準設定に

関する国と地方の役割分担については、地方が主

体的に担った方が地域に根差した基準の設定が可

能となることも想定され、本来、「国による義務付

け・枠付けによってサービスの質が確保されると

いう前提」(伊藤(2018)p.12)が問われるべきであ

る。実際、大阪市のように、参酌基準である放課

後児童健全育成事業の専用区画の面積基準等を国

基準よりも厳しく設定した自治体もある(2)。ただ

し、実態としては、後述するように、国による義

務付け・枠付けの強化、つまり規制強化による集

権対応は、質の確保につながり、財源とあわせ、

基準設定の責任を国が担ったほうがナショナルミ

ニマムが確保されるという考えになりやすい。こ

のため、集権対分権という軸ではなく、質の確保

（ナショナルミニマムの確保）対分権という形で

論じられることも多い(3)。 

こうした点を踏まえ、本稿では、検討の枠組み

がどのようにフレーミングされるかに着目する。

フレーミングは、合意形成過程で重要とされ、問

題の提示の仕方により、同じ意味であっても人の

思考や判断に影響を及ぼすものである(真渕

(2020)pp.84-86、秋吉他(2020)pp.79-80)。本稿で

は、次のフレーミングを想定する。1 つは、伊藤

が(事業実施の際の)「『質の担保』がいわばマジッ

クワードとなって、自治・分権に対する制約要因

として機能する可能性」(伊藤(2018)p.12)を指摘

するように、事業を中心とした質の課題であり、

質の確保対分権という構図である。2 つが、分権

という自治体への国の制約の緩和の課題であり、

分権対集権という構図である。 

こうしたフレーミングに着目しながら、本稿で

は、次の 2つの視点にたって検討を進める。 

第 1が従うべき基準等の法定化、そしてその参

酌基準化の要因である。従うべき基準等が法定化

された当時は民主党が政権を担っており、同党は

地域主権改革を重要政策として政権運営を進めて

いた。参酌基準化の検討時には自民党・公明党の

連立政権となっていた。さらに、制度には慣性が
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働くとされ、いったん導入された制度を変更する

のは容易ではない。こうした中で、地域主権と反

するように、民主党政権下で新たな従うべき基準

が設けられ、5 年という短期間に自民党・公明党

連立政権下で参酌基準化された要因を分析してい

く。 

第 2が自治体の対応である。いったん質の確保

という視点から国が導入した基準については、た

とえ、短期間で法令が緩和されたとしても、自治

体現場で反映させるのは容易ではない。自治体が

法令基準の緩和にどう対応したのか分析していく。 

なお、分権・集権の区分として、本稿では、従

うべき基準の存在しない 2015 年の新制度導入以

前と比較することとし、当時と比較して、一定の

義務付け・枠付けが行われた場合には、たとえ地

方に裁量が認められても、集権として扱っている。 

 

4 集権と分権の過程 

4.1 集権の過程 基準の法定化 

民主党は、2009年9月に政権交代を実現させる。

同党は、チルドレンファーストを掲げ、そのマニ

フェストで、子ども手当の支給、公立高校の実質

無償化等とともに、待機児童の解消を位置づけ、

縦割り行政になっている子どもに関する施策を一

本化し、質の高い保育の環境を整備するとした。

マニフェストを踏まえ、「介護保険制度を模した仕

組み」であり、「狭義の公的福祉制度と個人の尊厳、

利用者主権を重視する給付制度との併存システム」

(柏女(2015)pp.ⅳ、2)である新制度の検討が進め

られていく。 

2010年1月の第9回の少子化社会対策会議では

「子ども・子育て新システム検討会議(以下「検討

会議」という。)」の設置が決定され、共同議長に、

内閣府特命担当大臣(行政刷新)・国家戦略担当大

臣と内閣府特命担当大臣(少子化対策)が就任する。 

この検討過程を表 1に示した。2010年 6月の検

討会議では、子ども・子育て新システムの基本制

度案要綱が決定され、放課後児童健全育成事業に

ついては、放課後児童給付(仮称)を設け、個人に

対する利用保障を強化するとされる。要綱をベー

スに、内閣府副大臣が座長を務め、地方公共団体、

労使代表を含む負担者、子育て当事者、NPO 等の

子育て支援当事者等からなる「子ども・子育て新

システム検討会議作業グループ基本制度ワーキン

グチーム(以下「WG」という。)」で議論が進めら

れていく。

 

表１ 基本制度ワーキング等における主な検討経過 

 会議等 内容 

2010年 6月 
第 2 回検討

会議 

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱決定 

・放課後児童給付(仮称)を設け、個人に対する利用保障を強化 

2010年 11月 第 4回 WG 

放課後児童給付(仮)、量的拡大と質の確保の議論 

・市町村にサービス提供、基盤整備の責務を課し、ニーズに応じた計画策定 

・最低限必要な全国一律の基準を設定、市町村の柔軟なサービス提供を可能とする仕組み 

2011年 7月 第 14回 WG 

子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ(案)提示 

・放課後児童給付(仮)でなく、市町村が需要の見込み等の計画を策定し提供体制を確保 

・質の確保のため、国は一律の基準を設定することとし、裁量の範囲は今後検討 

2012年 1月 第 19回 WG 

①国の基準を踏まえ、条例で定め、基準は、「参酌すべき基準」 

②国の基準を踏まえ、条例で定め、職員の資格、員数は「従うべき基準」、それ以外は「参酌す

べき基準」 

③国の基準は、実態を踏まえ、弾力的な基準としつつ、所要の経過措置を設定の 3案提示 

2012年 1月 第 20回 WG 

子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ(案) 

○法令上の基準を新たに児童福祉法体系に設定 

○基準は条例で規定。職員資格、員数は「従うべき基準」とすることも含め、法的整理 

出所）厚労省 HP等から筆者作成 
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このように、民主党のマニフェストに位置づけ

られた待機児童対策、子ども施策の一本化という

全体の政策課題の中に放課後児童健全育成事業も

位置づけられ、新制度全体に係る会議体で検討が

行われる。この結果、新制度導入以前と比較し、

義務付け・枠付けにより、質を確保する視点が優

先されていく。 

実際、放課後児童健全育成事業について議論さ

れた 2010年 11月の第 4回 WGでは、事務局から、

市町村に実施の責務を課した上で、最低限必要な

ものは国が一律の基準を設けつつ、市町村が柔軟

なサービス提供を可能とする仕組みを構築すると

の提案がなされ、新制度導入以前よりも自治体へ

の義務付け・枠付けを強化する方向が示される。

さらに、当事者等からは、国としてのナショナル・

ミニマムの確保、児童福祉法での最低基準の設定、

市町村の実施責任の強化など、分権と反する意見

が出される。一方、地方三団体の意見は、こうし

た枠組みが民主党の掲げる地域主権の推進と逆行

するというものであった。 

2011年 7月の第 14回 WGでは、中間とりまとめ

案が示され、放課後児童給付(仮称)の記述はなく

なり、市町村が地域のニーズ調査等に基づき実施

する旨を法定する、人員配置などについて、国は

一律の基準を設定し、地方の裁量の範囲は、今後、

更に検討するとされる。この内容が検討会議、少

子化社会対策会議で示され、中間とりまとめとし

て決定される。 

2012年 1月の第 19回 WGで子ども・子育て新シ

ステムに関する基本制度とりまとめ(案)が示され、

その中では放課後児童健全育成事業の基準として

①参酌すべき基準として職員等の資格等を定める

もの、②職員の資格、員数は従うべき基準、それ

以外は参酌すべき基準とするもの、③基準は、現

行の事業実態を踏まえ、弾力的な基準を設定し、

経過措置を設けるという 3案が示される。全国市

長会は目指すべきは①、現実的に移行期間などを

考えると、③も必要、町村会は①と分権的な考え

を主張する。一方、当事者等は②を主張する。 

最終的に 2012年１月の第 20回の WGでは「質を

確保する観点から、職員の資格、員数、施設、開

所日数・時間などについて、国は法令上の基準を

新たに児童福祉法体系に設定する。 国が定める基

準を踏まえ、市町村が基準を条例で定める。職員

の資格、員数については、現行の事業実態を踏ま

え、『従うべき基準』とすることも含め、法制的に

整理する」との内容で合意され、少子化社会対策

会議、検討会議でも了承される。 

政府は、従事者、員数は従うべき基準、その他

の事項は参酌すべき基準とした法案を通常国会に

提出する。自民党・公明党との合意形成過程で、

幼保一元化の象徴であった総合こども園はなくな

り(4)、従来の認定こども園制度の修正等がなされ、

2012年 8月に可決・成立する。この議論の中心は

総合子ども園等であり、放課後児童健全育成事業

の基準は対象とはならず、原案のまま成立した。 

基準省令の検討は「社会保障審議会(放課後児童

クラブの基準に関する専門委員会)」で行われる。

同委員会には「運営費を拠出している事業主の代

表が参加しておらず、いわば親会議である子ども

子育て会議において注文がつくこともあ」(柏女

(2019a)p.144)ったという。しかしながら、既に法

で規定された内容を踏まえ、技術的助言に過ぎな

い放課後児童クラブガイドラインや補助基準をベ

ースに強化がなされ、従うべき基準として有資格

者を 2名以上配置すること、資格制度として放課

後児童支援員制度を創設すること、参酌すべき基

準として支援単位をおおむね 40 人程度までとす

ることなどが規定されるのである(5)。 

このように、新制度という子ども・子育て施策

全体の見直しの中に位置づけられ、子ども子育て

施策の課題として放課後児童健全育成事業がフレ

ーミングされ、質の確保対分権という形で検討が

進められた。こうした中では、地域主権改革を重

要政策とする民主党政権であっても質の確保を優

先し、検討のはじめの段階から一律の基準の設定
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という案を提示せざるを得なかった。さらには、

その検討組織も子ども子育て施策をどうしていく

かというものであり、結果として、地方が主体的

に取り組んできた放課後児童健全育成事業であっ

ても、その裁量を狭めるような集権対応が行われ

たといえる。実際、従うべき基準の設定によって、

資格を有した職員の確保が困難であったり、利用

児童が数人の場合も放課後児童支援員を 2名配置

しなくてはならず、運営に支障や負担が生じる状

況であった（内閣府地方分権改革推進室 2022：

22-25）。 

4.2 分権の過程 参酌基準化 

2015年 4月から放課後児童健全育成事業に、参

酌すべき基準とともに、従うべき基準が導入され、

自治体は当該基準を踏まえ、基準を定めた条例を

施行させる。ただし、もともと自治体が独自に進

めてきた事業領域において義務付け・枠付けの導

入という集権対応が行われたことで、反発も大き

く、提案募集方式で従うべき基準の参酌化が提案

される。この結果、参酌基準化が地方分権の課題

としてフレーミングされ、行政法学者等で構成さ

れる提案部会を中心に分権対集権という形で検討

されていく。 

こうした経過を表 2に示した。2016年に放課後

児童健全育成事業に係る提案は重点事業として位

置づけられ、提案部会でヒアリングが行われる。

だが、その内容は放課後児童支援員の認定資格研

修の受講免除要件や配置要件の緩和など、基準を

見直すものであり、従うべき基準の参酌基準化を

求めるものではなかった。また、第 44回の提案部

会で全国知事会は従うべき基準の参酌基準化を求

めたものの、その中に放課後児童健全育成事業は

明記されていなかった。前年、全国知事会は権限

移譲を前面に押し出していたものの、第 44回では、

義務付け・枠付けの見直しが一番に示されており、

権限移譲の提案が先細りとなり、地方分権の目玉

的な事業がなくなってきた状況を表していたとい

える。

表 2 提案部会等における主な検討経過 

 会議等 内容 

2016年 提案内容 「放課後児童支援員認定資格研修」に関する受講免除等の要件緩和等について提案 

2016年 8月 44回 三団体ﾋｱ：知事会が従うべき基準の廃止・参酌化を主張 

2016年 12月 対応方針 
○研修の実施主体として指定都市を含めることを検討 

○実施主体の判断による免除等を許容、受講科目・経過措置については検討 

2016年 12月  
「義務付け・枠付けに関する支障事例の調査」実施 

217 自治体が「従うべき基準」により、放課後児童健全育成事業に支障との回答 

2017年 提案内容 放課後児童健全育成事業に係る「従うべき基準」等の見直し(三団体等) 

2017年 7月  
「放課後児童クラブに関する実態調査」を実施 

○参酌基準化が 62.6％、存置が 25.4%  

2017年 8月 第 58回 厚労省ﾋｱ：参酌化は困難、特例による対応は柔軟な運用を検討 

2017年 10月 衆議院選挙 自民党は幼児教育の無償化を掲げ圧勝 

2017年 10月 協議の場 放課後児童クラブの従うべき基準の参酌基準化を要望 

2017年 12月 対応方針 参酌化について、地方分権の議論の場において検討し、平成 30(2018)年度中に結論を得る 

2018年 2月 70回 厚労省ﾋｱ：従うべき基準の参酌化の検討のため、実態の把握調査を提案 

2018年 5月 71回 厚労省ﾋｱ：調査を踏まえて参酌化も含めて検討 

2018年 提案内容 放課後児童クラブに係る「従うべき基準」等の見直し 

2018年 5月  
幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会 

5年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象 
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2018年 6月  厚労省：新聞報道で、参酌基準化でなく、従うべき基準の一部緩和との情報 

2018年 10月 協議の場 全国市長会：無償化に関し、無認可保育所等を対象とすることについて意見 

2018年 10月 84回 厚労省ﾋｱ：基準の緩和や参酌化の内容についてもう少し検討 

2018年 11月 知事会議 総理：地方に任せるのが当然との発言 

2018年 11月 87回 厚労省：方針を転換、参酌化を容認 

2018年 12月 対応方針 「従うべき基準」は「参酌すべき基準」とする 

2018年 12月 三団声明 人員配置基準等が「参酌すべき基準」とされることの意義は大きい 

2019年 6月  第９次一括法成立 

出所）厚労省 HP等から筆者作成 

放課後児童健全育成事業の参酌基準化へと議論

の流れが変わるのが2016年12月に実施された「義

務付け・枠付けに関する支障事例の調査」（地方六

団体地方分権改革推進本部事務局）である。調査

では、回答のあった 1,736団体のうち、最も多い

217 団体が従うべき基準により支障があるものと

して同事業を挙げていた。なお、2017年 7月の「放

課後児童クラブに関する実態調査」（地方六団体地

方分権改革推進本部事務局）でも、放課後児童支

援員の資格の従うべき基準の参酌基準化を求める

回答が 62.6%、従うべき基準の存置が 25.4%であり、

参酌基準化を求める声が 6割超であった。 

2017年の提案募集では、はじめて地方三団体が

共同で放課後児童健全育成事業の従うべき基準の

見直しを提案する。2017 年 8 月の第 58回提案部

会で、厚労省は「自治体の実情と子どもの安全性

の両者を踏まえた上で、参酌化は困難」と発言し、

参酌基準化に否定的な態度を変えない。ただし、

「利用児童 20人未満場合の兼務特例については、

柔軟に運用できる部分もあると思料」と、基準の

緩和等の方向性を模索する。一方、地方も 2017

年 10 月の国と地方の協議の場で従うべき基準の

見直しを求め、厚生労働大臣の加藤勝信は「質の

確保を担保する重要性に留意しつつ、自治体から

の意見を真摯に受け止めまして、今後の地方分権

検討プロセスの中で丁寧に検討させていただきた

い」と発言する。その後、「厚労省から地方側に一

定の譲歩の姿勢が見られた」(関口(2018)p.58)と

いう。 

2017年 12月に閣議決定の平成 29(2017)年の対

応方針では「参酌化することについて、地方分権
．．．．

の議論の場
．．．．．

において検討し、平成 30年度中に結論

を得る」とされ、地方分権の議論の場
．．．．．．．．．

、つまり提

案部会で検討することになる。当事者は厚労省で

検討してほしいとの意見を出している(6)。だが、

こうした検討の枠組みが閣議決定されたことで、

地方分権の課題としてフレーミングされ、分権対

集権という形で検討が進められていく。 

方針決定後、地方三団体の意向もあり、通常の

提案募集方式のサイクルとは異なり、はじめて、

2018年 2月の 70回、5月にも 71回の提案部会が

開催され、議論が行われる(7)。こうしたことから

も、従うべき基準の参酌基準化が重要な取組とな

っていたことがわかる。第 70回で、厚労省は実態

把握の調査を提案し、8 月を目途に具体的な検討

を進めてまいりたいとした。71回で提示された調

査結果では、従うべき基準となっている放課後児

童支援員研修の受講は、義務化をやめるべき、研

修免除や科目免除の拡大など緩和の意見が多く寄

せられ、支援員の１名配置を可とする要件として

は施設全体として複数以上の職員が確保されるこ

となどが示されていた。厚労省は調査を踏まえて

参酌化も含めて幅広く検討すると発言する。 

その後、6 月には厚労省が支援員の 1 名配置を

条件付きで許容することを検討しており、夏まで

にも具体的な見直し案を提示すると報道される(8)。

厚労省は自ら世論を形成していくため(9)、情報を

出したとも考えられ、この時点で参酌基準化では
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なく、調査結果も踏まえ、従うべき基準の緩和で

対応する意向であったと思われる(10)。実際、同報

道で、担当者は「中山間地域など現場の事情は考

慮するが、最優先は子ども安全確保だ」と強調し

ていた。厚労省は、その後の提案部会でも従うべ

き基準の柔軟化や一部の参酌基準化といった主張

を継続する。だが、こうした考えは提案部会で受

け入れられず、当初目標の 8月の提示は困難とな

る。一方、当事者である全国学童保育連絡協議会

は「2 つの議員連盟に働きかけて、議員連盟総会

がそれぞれ 2回ずつ開催され」(佐藤(2018)p.106)

るなど、地方分権の議論の場で検討
．．．．．．．．．．．．

とされたこと

から政治ルートでの働きかけを行う。 

厚労省は質の確保の主張を継続する中で、政府

内で統一のない対応が行われる。2017年の衆院選

で自民党が掲げた幼児教育の無償化について「幼

稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の

対象範囲等に関する検討会」は、2018年 5月に「5

年間の経過措置として、指導監督の基準を満たし

ていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を

設けることが適当である」とし(幼稚園、保育所、

認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関

する検討会(2018)p.4)、同じ子ども・子育て施策

でありながら、政権公約の実現に向け、放課後児

童健全育成事業における質の確保という論点と整

合の取れない形で議論が進められる。10月の国と

地方の協議の場で、全国市長会は、制度の枠組み

の早急な提示や財源問題とともに、無認可保育所

を対象とすることについて意見を述べる。さらに、

11月7日には自民党の厚生労働部会長の小泉進次

郎に「子どもたちのための幼児教育・保育の無償

化の実現方について」要請を行い、15日にも「子

どもたちのための幼児教育・保育の無償化」を求

める緊急アピールを行う。当初は、基準を満たし

ていないものでも無償化対象となっていたが、最

終的に、5 年の経過措置を前提に、自治体が条例

で基準を定め、対象施設を限定できる形で合意さ

れる。 

一方、11月の全国知事会議では、放課後児童健

全育成事業の基準に関して参酌基準化を求める意

見が出て、総理の安倍は「地方に任せるのが当然、

地域の実情がわかっているのは地域の皆さん」と

発言する(11)。この背景には、幼児教育の無償化に

ついて、地方から反発が上がっており、合意を得

たいということがあったとも考えられる(12)(13)。 

検討の最終段階で厚生労働大臣も判断を変え、

第 87 回の提案部会で厚労省は参酌基準化を容認

し(14)、同日、地方創生担当大臣が出席して開催さ

れた第 35回有識者会議・第 88回提案部会で参酌

基準化の方向を含めた平成 30(2018)年の対応方

針(案)が合意される。その日の夕刊、翌日の朝刊

では複数の新聞で基準緩和が報道され、質の確保

をどうするかといった点が取り上げられる(15)。地

方三団体は、12月の対応方針決定後に「放課後児

童クラブの人員配置基準等が『参酌すべき基準』

とされることにより、各市町村において、質の確

保に配意しつつ地域の実情に応じた施設の設置や

運営に主体的に取り組めることとなり、その意義

は大きい」と発表する。 

その後、9 次一括法により、児童福祉法が改正

され、2020年４月から従うべき基準の参酌基準化

が行われた。 

このように、閣議決定において地方分権の議論
．．．．．．．

で検討
．．．

とされ、地方分権の課題としてフレーミン

グされ、分権対集権という形で議論され、無認可

施設等も対象とする政府の幼児教育の無償化の対

応ともあいまって、厚労省も最終的に譲歩し、参

酌基準化が可能になった。実際、無償化では、質

を担保するため条例で基準制定を許容する中で、

放課後児童健全育成事業では従うべき基準を継続

するという判断は難しかったといえる。 

 

5. 自治体の対応等 

表 3に放課後児童健全育成事業の状況を示した。

2015 年の新制度導入後、対象年齢の拡大もあり、

2014年から2022年までに登録児童数は45万人近
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く増加し、1.5 倍となっており、放課後児童支援

員も 2015年から 2022年には 2万人以上、指導員

等も約 7万人増加している。一方、利用できなか

った待機児童数は、いったん増加したが、量的整

備により減少傾向にある。また、放課後児童支援

員一人当たり児童数は 2020年以降も 13.6人で推

移し、指導員資格をもたないものも含めた指導員

等でみれば、一人当たり児童数は減少傾向にある。

 

表 3 放課後児童健全育成事業の状況 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

児童数  936,452 1,024,635 1,093,085 1,171,162 1,234,366 1,299,307 1,311,008 1,348,275 1,392,158 

利用できなかった児童数  9,945 16,941 17,203 17,170 17,279 18,261 15,995 13,416 15,180 

放課後児童指導員・ 

放課後児童支援員等 
94,293 113,315 122,219 131,336 143,669 153,414 165,725 175,583 182,577 

  一人当たり児童数 9.9 9.0 8.9 8.9 8.6 8.5 7.9 7.7 7.6 

放課後児童支援員    79,946 83,471 86,829 90,769 98,905 95,871 99,162 102,677 

  一人当たり児童数   12.8 13.1 13.5 13.6 13.1 13.7 13.6 13.6 

出所）放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況より筆者作成 

 

表 4 に参酌化に伴う自治体の対応状況を示し

た。 

①②④で独自基準を設けたのは限定的であり、

大部分の団体が、研修修了要件の経過措置延長

といった現状適応的な対応を行っている。資料

の詳細をみると、①の緩和を行った事例で、利

用児童が 20 人未満の事業所が 26、夕方等の特

定の時間帯が 13、土曜日等の特定の曜日 11 な

ど限定的な対応であり、あくまでも施設の運営

状況を踏まえたものとなっている。 

 

表 4 参酌化に伴う条例の改正状況 

 

2022/4/1 2021/7/1 2020/9/30 

①放課後児童支援員

の配置及び数 
64 か所 44 か所 32 か所 

②放課後児童支援員

の資格要件 
11 か所 11 か所 10 か所 

③認定資格研修修了

要件の経過措置延長 
622 か所 606 か所 560 か所 

④職員の専任規定 2 か所 2 か所 2 か所 

出所）第 138 回提案部会資料より作成 

 

また、参酌基準化の影響として、事業の継続

が困難であったが、参酌化により事業の継続が

可能となったが 303、急な退職があった場合で

も、設備運営基準の参酌化により運営に支障を

来さなくなったが 133 となっており、参酌化は

弾力的な運用を可能にしているといえる。 

 

放課後児童健全育成事業の従うべき基準は、

地方分権の課題としてフレーミングされ、参酌

基準化されたものの、その過程では常に質の確

保の議論があった。こうした中では、新制度導

入以前と比較すれば、参酌基準は存在し、国の

関与は強くなっており、自治体が緩和の根拠等

をもってなければ、上林のいうように説明責任

を果たせず、緩和の判断はできず、国基準の採

用という決定がなされてしまうのである。 

 

6.本稿の結論と残された課題 

本稿では、放課後児童健全育成事業を取り上

げ、その基準の強化と緩和過程とともに、自治

体の対応を分析してきた。その結果、次の点を

指摘できた。 

第 1 に、基準の強化と緩和には、課題のフレ

ーミングと、検討組織等が大きな影響を与えて

いる。従うべき基準の導入過程では、地域主権

改革を重要政策とする民主党政権であったもの

の、子ども子育て支援の課題としてフレーミン

グされ、質の確保対分権として、WG を中心に検

討が行われ、地方の裁量よりも、質の確保が優

先され、結果として基準の強化につながった。

一方、緩和過程では、権限移譲といった大きな

地方分権の取組が減少する中で、地方も重点的

に参酌基準化を取り上げ、分権の課題としてフ
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レーミングされ、提案部会が中心となり、分権

対集権という形で検討を進め、政府の無償化を

めぐる対応とも相まって、参酌基準化が行われ

た。さらには閣議決定で地方分権の議論の場
．．．．．．．．．

に

おいて検討を行うとされ、子ども子育ての当事

者等が議論に入る余地はなかった。 

このように、放課後児童健全育成事業の基準

の強化・緩和に係る政策過程では、府省、自治

体、当事者が関わりつつも、課題のフレーミン

グ、そして検討を主導する組織などが影響を与

えたといえるのである。 

第 2 に、自治体の従うべき基準の参酌基準化

の活用という点では、研修修了要件の経過措置

の活用が多く、配置や員数などの緩和は限定的

となっている。員数の緩和等があまり行われて

いない点では、活用が進んでいないとの指摘も

可能であろう。だが、質の確保がいわれてきて

いる中で、自治体の現場としてもその緩和は容

易ではないし、そもそも緩和が分権改革の目的

ではない。住民の声を反映しやすい自治体が地

域の実情に合わせ政策運営を行っていくことこ

そが求められているのである。 

本稿の検討からは、2000 年の分権改革から 20

年以上が経過し、一定の権限移譲等は既に行わ

れ、分権が進んできた中でも、国の政策のフレ

ーミングの影響を受ける地方自治の一端を明ら

かにすることができた。今後の一層の分権を推

進していくとしても、西尾のいう自治体の自由

度拡充路線、所掌事務拡張路線(西尾(2018)p.2)

のいずれにしても、その実現は容易でなくなっ

てきている。実際、前者に属する一括法による

基準の緩和については、放課後児童健全育成事

業の基準緩和以降、11 次一括法による小規模多

機能型居宅介護の利用定員に関する基準の「従

うべき基準」から「標準」への緩和事例のみで

ある。 

こうした中では、行政計画策定の義務付けへ

の対応のように、地方三団体が共通で取り組ん

でいける自由度拡充の提案を考えていく必要が

あろう。 

また、条例への基準の委任についても、現行

制度を活用しながら、地域の実情に応じて事務

を行っていく必要がある。特に、地方分権の推

進は質の確保につながらないという前提がいわ

れる中では、自治体が地域の実情に基づいた運

用をしていく必要性を認識し、住民に「地方分

権改革の成果、メリットを理解して」もらわな

くてはならない(西尾 2013：151)」。 

本稿では、国と地方の政策過程とともに、自

治体の参酌基準化の活用状況等を分析すること

で、地方分権改革の課題を析出することができ

た。今後、地域の実情に応じた事務を行うとい

う点ではよりミクロな分析も必要といえる。ま

た、放課後児童健全育成事業における待機児童

や放課後児童支援員不足は、重要な課題である

が、地方分権の視点から論じる本稿では取り上

げることができなかった。こうした点について

は、今後の研究課題としていきたい。 

 

――― 注 ――― 

(1) 政府参考人の山野は「放課後後児童クラブ以外の

ものでいいますと、三つある」と答弁している(2019

年 4月 25日第 198回国会衆議院地方創生に関する特

別委員会)。 

(2) 省令基準の一人当たりの専用区画 1.65㎡に対し大

阪市は補助金交付要綱の基準を適用し、1.75 ㎡とし

ていた(2014 年 9 月 12 日大阪市会定例会常任委員会

（教育こども））。 

(3) 西尾は、基準に示された数値がすべてナショナ

ル・ミニマム（最低基準）になれば、全国津々浦々

どこでも例外なく遵守されるべきものになり、「これ

では、自治体ではなく、国の末端行政機関にすぎな

い。ナショナル・ミニマムの拡充は集権を進める方

策であって、地方自治を圧殺する」としていた（西

尾(2005)p27）。このように、分権対集権の議論は、

質の確保（ナショナル・ミニマム）対分権と捉えら

れる場合もあり、両者のフレームで検討していく。 

(4) 2012 年 6 月 15 日に民主党、自民党、公明党で合意

した「社会保障・税一体改革に関する確認書」では、

子育て関連三法案の修正等が明記されているが、放

課後児童健全育成事業に係る記載はなかった。 

(5) 委員長を務めた柏女は「せっかくの追加財源で質

の向上を図ることがうたわれているわけですから、

現状追認の基準では意味がありません」としたうえ

で、「放課後児童クラブにおける『複数配置』を議論

した第 6 回の専門委員会がポイントだった」(柏女
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(2019a)p.144)としており、質の確保がより重視され

ていたと考えられる。 

(6) 2018 年 1 月の第 4 回放課後児童対策に関する専門

委員会では「私個人的にはこの専門委員会の中で議

論ができるかなと思っておりましたので、大変残念」

との意見が出されている。さらに、全国学童保育連

絡協議会も「『基準の検討は、内閣府ではなく、児童

福祉専門の厚生労働省でやってほしい』と求めた」

(2018 年 6 月 7 日東京新聞)。  

(7) 第 32 回有識者会議・第 69 回提案部会で「地方三

団体のほうからも検討をしっかり進めてほしいとい

うご意見もございます」、「通例地方分権の検討につ

きましては夏からということでございますが、その

検討に先立ちまして、事務担当といたしましては、

提案募集検討専門部会による検討をさせていただき

たい」と提案があり、同日に第 70 回提案部会、その

後 4 月に第 71 回が行われた。  

(8) 2018 年 6 月 18 日山梨日日新聞朝刊 2 面。 

(9) 「いかに世論を形成し、味方を多くするかが、課

題設定において重要」であり、「マスメディアから好

意的な扱いを受けるかどうかは非常に重要」(真渕

(2020)p.86)？とされる中で、厚労省が積極的に情報

を出し、質の確保の重要性について世論の支持を得

ようとしたとも考えられる。  

(10) 厚労省は「落としどころ」として基準の一部緩和

を探ったが、全国知事会などの理解を得られず協議

は膠着していた(2018 年 11 月 20 日朝日新聞)との記

事からも、厚労省の当時のスタンスを伺い知ること

ができる。 

(11) この知事会議においても幼児教育等の「無償化に

ついて役割分担や負担のあり方を早急に示していた

だきたいとお願いしてきた」とのコメントがなされ

る。 

(12) 幼児教育保育の無償化等について、地方の意見を

聞かずに進められ、財源の問題で全国市長会をはじ

め大きな反論が出される中、2018 年 11 月 21 日に第

１回、2018 年 12 月 3 日に第 2 回の「教育の無償化に

関する国と地方の協議」が行われるに至った。その

場でも、政策過程への地方の意見の反映、財源面で

の課題が出され、結論が出なかった。12 月 10 日に全

国市長会の理事・評議員合同会議が開催され、第 2

回の協議の場で示された財源問題が了承された。  

(13) 参酌基準化について「全国市長会幹部は『現場の

自治体が一番よく分かっている。国による後付けに

よる基準は、実態にあまりにもそぐわなかった』と

うなずき、自治体側の要求を全面的に受け入れた決

着にほっとした様子。」「この幹部は、指導監督基準

を満たしていない認可外保育園なども無償化対象と

なっていることを引き合いに出し、『本来なら年齢の

低い子どもを預ける施設こそ、安全基準や監督を厳

しくしていくべきだ。（中略）国がやろうとしている

ことは逆』」との報道もある(2018 年 11 月 26 日官庁

速報)。このように政府の対応で整合が取れていなか

った。 

(14) 2018年 10月 19 日の厚生労働大臣会見で根本匠は

「閣議決定を踏まえ、視点が二つありますが、子ど

もの安全性の確保等一定の質の担保をしつつ、地域

の実情等を踏まえた柔軟な対応ができる、この二つ

の視点が大事で、今後、地方自治体をはじめ関係者

の意見を十分に聴きながら、さらに検討を進めてい

きたい」と従来の発言を踏襲した。参酌基準化決定

翌日の報道では「最近になって」「地方の要望に応じ

る判断をした」という(2018年 11月 20日朝日新聞)。 

(15) 2018 年 11 月 19 日朝日新聞夕刊、11 月 20 日朝日

新聞朝刊、11 月 20 日千葉日報朝刊など多数ある。  
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活動報告  

企画委員会 

 

企画委員会では、去る 2023年7月8日（土）、早稲田大学国際会議場にて第3回春季大会を開催

した（対面形式）。大会概要は下記のとおりである。 

なお、2023年度の第4回全国大会は、12月2・3日（土・日）に大阪成蹊大学において開催され

る予定である。 

 

分科会１ 

報告 １ 

・報告者：蓮實 憲太 会員（那須塩原市） 

「確実な過料処分実施と手続保障とのバランス：路上喫煙防止条例に

基づく過料処分をテーマに」 

報告 ２ 

・報告者：鈴木 洋昌 会員（川崎市） 

「太陽光発電設備設置の義務化に関する一試論：東京都の取組は波及

していくか」 

・本分科会討論者：塩浜 克也 会員（佐倉市） 

・本分科会司会者：寺崎 裕量 会員（大田区） 

分科会２ 

報告 ３ 

・報告者：澤井 晴美 会員 （東京都） 

「インフラの利活用における自治体の役割：東京都の道路空間活用の

事例から」 

報告 ４ 

・報告者：吉野 清史 会員 （宇都宮市） 

「中核市における自治体DXの到達レベルに関する研究：自治体DX推

進計画に基づく関連施策の実施状況と成果の比較」 

・本分科会討論者：藤原 直樹 会員（追手門学院大学、元大阪市） 

・本分科会司会者：宮田 裕介 会員（神奈川県） 

分科会３ 

報告 ５ 

・報告者：中川 和郎 会員（武蔵野市） 

「八王子市の清掃工場集約化による効果：戦略性のあるごみ処理経費

削減に向けて」 

報告 ６ 

・報告者：竹内 真雄 会員（東京都） 

「収入役ポストの廃止が基礎自治体に与えた影響の検証について： 

23特別区の特別職人事を事例として」 

・本分科会討論者：藤島 光雄 会員（大阪経済法科大学、元岸和田市） 

・本分科会司会者：斎藤 剛 会員（北区） 
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分科会４ 

報告 ７ 

・報告者：佐藤 敦郎 会員（九州大学・元埼玉県） 

「共創（co-creation）は地方行政のパラダイムシフトとなるか」 

・本報告討論者：山中 雄次 会員（沖縄国際大学、元静岡県） 

オーサーズトーク 

・登壇者：山中 雄次 会員（沖縄国際大学・元静岡県） 

「NPMの導入と変容：地方自治体の20年」 

・本分科会司会者：宮田 裕介 会員（神奈川県） 

 

大会シンポジウム 

テーマ：「コロナ対策再考」 

（司会進行： 吉野 清史 会員 （宇都宮市） 

〇 キーノート・スピーチ 

金井 利之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授（非会員） 

「コロナ対策禍の国と自治体」 

〇 パネル 

パネリスト 金井 利之 先生（前掲） 

福永 一郎 会員（高知県） 

礒崎 初仁 会員（中央大学、元神奈川県） 

モデレーター 和田 一郎 会員（獨協大学、元茨城県） 

 

 

企画委員会 委員長 西出 順郎 
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活動報告  

研究支援委員会 

 

「公募論文制度(査読付き)」を設け、投稿論文の募集と審査を行っている。 

 

１．投稿論文の募集 

会員の研究活動を支援し、地方行政の充実と発展に資することを目的として、投稿論文を募集

している。 

 

２．投稿・審査の状況 

2023年度上期は、研究論文３本の投稿があった。このうち一般会員からは２本の投稿が

あった。（2023年9月15日現在） 

また、投稿論文について、複数の査読者による査読を経て審査を行った結果、次の論文

を機関誌に掲載することとした。 

 

機関誌『地方行政実務研究』第７号 

＜公募論文(査読付き)＞ 

 

題 目 第2期分権改革における集権・分権の政策過程 

―放課後児童健全育成事業の基準の変化と自治体の対応を事例として― 

 

投稿者  鈴木洋昌 氏（川崎市） 

 

 

研究支援委員会 委員長 津軽石 昭彦 
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活動報告  

機関誌編集委員会 

 

 会員向けに機関誌『地方行政実務研究』（PDF 版）を以下のとおり発行した。 

 一定期間経過後（原則として次号刊行後）、学会ホームページに掲載する予定である。 

第６号（2023 年春号）（2023 年３月 31 日発行） 

特集 第３回全国大会 

シンポジウム－自治体の総合計画－ 

キーノート・スピーチ「ウェルビーイングを指針とする新しい総合計画」 

／山田 賢一 氏（越前市長） 

パネル・ディスカッション「自治体の総合計画」／山田 賢一 氏（前掲） 

矢口(和田) 明子（酒田市、元東北公益文科大学・元神奈川県）（＊１） 

和川 央(岩手県立大学、岩手県) 

＜モデレーター＞竹内 直人(京都橘大学、元福井県) 

＜司会進行＞斎藤 剛 (東京都北区) 

研究報告セッション 

固定資産税（土地）の未来－徳島県内の市町村の事例からの考察－ 

／小笠原 章(四国大学経営情報学部経営情報学科教授・元徳島県) 

都道府県の新型コロナウイルス感染症対応の評価に関する一試論 

―感染拡大時の対応をめぐって―／鈴木 洋昌（川崎市） 

活動報告（企画委員会） 

活動報告（研究支援委員会） 

活動報告（機関誌編集委員会） 

活動報告（新型コロナ対応検証委員会） 

活動報告（事務局担当） 

地方行政実務学会機関誌『地方行政実務研究』投稿論文の募集について 

公募論文投稿要領 

編集後記 

 

                     機関誌編集委員会 委員長 大島 博文 
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活動報告 

事務局担当 

 

１．会員総会の開催 

 2023 年度会員総会を以下のとおり開催した。 

  日  時：2023 年 7 月 8 日（土）13:10～13:50 

場  所：早稲田大学国際会議場（対面開催） 

出 席 者：27 名 

審議事項：議案第１号 2022 年度事業報告（案）     ⇒ 可決 

     議案第２号 2022 年度決算（案）及び監査報告 ⇒ 可決 

報告事項：報告第１号 2023 年度事業計画     

     報告第２号 2023 年度予算     

     報告第３号 役員人事 ⇒ 正副理事長交代の報告 

 

２．理事会の開催 

 機関誌第 6 号の発行以降、理事会を以下のとおり 3 回開催した。 

なお、通算第 28 回は速やかに審議する必要のある議案があったため、コミュニケーション

ツール Slack 上での臨時開催とした。 

 

（1）2023 年度第 1 回（通算第 27 回）理事会 

開催方法：Zoom によるオンライン開催 

日  時：2023 年 5 月 21 日（日）17:30～19:00 

審議事項：2022 年度事業報告について 

2022 年度決算について ⇒ 一部修正、後日再度付議 

2023 年度事業計画について 

2023 年度予算について ⇒ 一部修正、後日再度付議 

入会の承認について 

報告事項：第 3 回春季大会について 
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      退会者について 

      会員区分の変更（一般会員→研究者会員）について 

     新型コロナ対応検証研究プロジェクトについて 

 

（2）2023 年度第 2 回（通算第 28 回）理事会（臨時） 

開催方法：理事会 Slack 上にて開催 

 審議期間：2023 年 6 月 22 日（木）～24 日（土） 

 審議事項：第 4 回全国大会の開催日程について 

第 5 回全国大会の開催日程について 

 

（3）2023 年度第 3 回（通算第 29 回）理事会 

開催方法：対面開催（早稲田大学国際会議場）と Zoom によるオンライン開催の併用 

日  時：2023 年 7 月 8 日（土）12:20～12:40 

審議事項：2022 年度決算（修正案）について 

2023 年度予算（修正案）について 

役員人事について → この理事会をもって正副理事長交代 

 

３．会員管理 

・2023 年 9 月 20 日現在の会員数：研究者会員 53 名、一般会員 171 名、団体会員 15 団体 

 

事務局担当理事 大谷 基道 
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地方行政実務学会役員（2023 年 9 月 20 日現在） 

（規約第 13 条第 1 項及び同附則第 2 項に基づく役員） 

 

（１）理事（24 名） 

 

出石 稔  （いずいし みのる）  【関東学院大学、元横須賀市役所】 

礒崎 初仁 （いそざき はつひと） 【中央大学、元神奈川県庁】（理事長） 

稲継 裕昭 （いなつぐ ひろあき） 【早稲田大学、元大阪市役所】 

井上 武史 （いのうえ たけし）  【東洋大学、元敦賀市役所】 

今村 寛  （いまむら ひろし）  【福岡市役所】 

大島 博文 （おおしま ひろふみ） 【大阪成蹊大学、元神戸市役所】（機関誌編集委員長） 

大谷 基道 （おおたに もとみち） 【獨協大学、元茨城県庁】（事務局担当） 

小野 英一 （おの えいいち）    【東北公益文科大学、元山形県庁】 

金谷 信子 （かなや のぶこ）    【広島市立大学、元兵庫県庁】 

神山 伸一 （こうやま しんいち） 【小金井市役所、元小平市役所】 

後藤 好邦 （ごとう よしくに）  【山形市役所】 

佐藤 徹  （さとう とおる）   【高崎経済大学、元豊中市役所】 

瀧沢 佳宏 （たきざわ よしひろ） 【東京都庁】 

竹内 直人 （たけうち なおと）  【京都橘大学、元福井県庁】(副理事長兼総務・渉外担当） 

津軽石 昭彦（つがるいし あきひこ）【関東学院大学、元岩手県庁】（研究支援委員長） 

堤  直規 （つつみ なおただ）  【小金井市役所】 

寺崎 裕量 （てらさき ひろかず） 【大田区役所】 

西出 順郎 （にしで じゅんろう） 【明治大学、元福井県庁】（企画委員長） 

藤原 直樹 （ふじわら なおき）  【追手門学院大学、元大阪市役所】 

二見 強史 （ふたみ つよし）   【神戸情報大学院大学、元高砂市役所・元奈良県庁・ 

元佐賀県庁】 

圓生 和之 （まるみ かずゆき）  【神戸学院大学、元兵庫県庁】 

矢口(和田)明子(やぐち(わだ)あきこ) 【酒田市役所、元東北公益文科大学・元神奈川県庁】 

吉川 貴代 （よしかわ きよ）   【八尾市役所】 

和川 央  （わがわ ひろし）    【岩手県立大学、岩手県庁】(ウェブサイト等編集担当) 

 

（２）監事（2 名） 

 

稲沢 克祐（いなざわ かつひろ）  【関西学院大学、元群馬県庁】 

田中 孝男（たなか たかお）    【九州大学、元札幌市役所】 
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地方行政実務学会規約 

 

2020 年 3 月 7 日制定 

2022 年 7 月 2 日一部改正 

（本会の名称） 

第１条  本会は、地方行政実務学会(英文名 The Research Society for Local Public 

Administration, Japan)と称する。 

２ 本会には、支部を置くことができる。 

（本会の目的）) 

第２条 本会は、地方行政の実務経験を有する研究者と自治体職員等が研究交流を行うと 

ともに、実務その他の課題について個人、自治体及び研究機関の連携を推進し、もって 

地方行政の充実と発展に資することを目的とする。 

（本会の事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 研究会、講演会及びシンポジウムの開催 

(2) 機関誌、図書等の発行及びウェブサイト等を通じた情報提供 

(3) 自治体の政策形成、組織運営、人材育成等に関する支援及び連携の活動 

(4) 会員相互の共同研究、研究協力、情報交換等の促進 

(5) その他理事会において適当と認める事業 

（会員の構成） 

第４条 本会の会員は、研究者会員及び一般会員(以下「個人会員」という。)並びに団体 

会員によって構成する。 

２ 研究者会員は、日本の自治体(普通地方公共団体及び東京都特別区をいう。以下同 

じ。)において原則として通算 10 年間以上、常勤職員(公選職、研究職及び国からの出 

向者を除く。以下同じ。)として勤務した経験を有し、かつ入会時に大学等の研究機関に 

専任の研究職として勤務し、又は過去に勤務した経験を有する者(上記の実務経験を有 

する一般会員が入会後に研究機関の専任の研究職となった場合を含む。)とする。 

３ 一般会員は、入会時に自治体の常勤職員として勤務し、又は過去に原則として通算 10 年間 

以上、自治体の常勤職員として勤務した経験を有する者であって、本会の趣旨に賛同するも

の(前項で定める研究者会員の資格を有する者を除く。)とする。ただし、入会後、前項で定

める基準を満たすことになった場合は、本人の同意を得て、速やかに前項で定める研究者会

員に変更するものとする。 

（入会の手続） 

第５条 本会に入会しようとする者(前条第 2 項から第 4 項までの規定に該当する個人又は団 

体に限る。）は、所定の入会申込書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 本会に個人会員として入会しようとする者は、前項の入会申込書の提出にあたり、あらか

じめ個人会員 2 名の推薦を得なければならない。 

（会員の権利）) 

第６条 会員は、本会の運営に参画するとともに、本会の機関誌等の配布を受け、かつ本会が

行う各種の事業に参加することができる。ただし、団体会員は、理事会が定めるところによ

りその権利を行使する。 

２ 前項の権利の詳細については、理事会がこれを定めることができる。 

（会員の義務） 
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第７条 会員は、理事会が定める会費規程により、毎年度、会費を納付しなければならな 

い。 

２ 会員が 3 年間分の会費を滞納した場合は、翌年度から会員の資格を失う。ただし、特別な

事情があるものとして理事会が認めた場合は、この限りでない。 

３ 会員は、本会の運営に協力し、かつ本会の会員に求められる法令遵守等に努めなければな

らない。 

４ 理事会は、第 1 項及び第 3 項の義務を遵守しない会員を除名その他の処分に処すること

ができる。ただし、当該処分を行おうとする場合は、特別な事情がない限り当該会員に弁明

の機会を付与しなければならない。 

（会員の退会） 

第８条 本会を退会しようとする会員は、所定の退会届を理事会に提出しなければならない。 

（本会の機関） 

第９条 本会に、次の機関を置く。 

(1) 会員総会 

(2) 理事会 

(3) 監事 

(4) 役員候補者選考委員会 

(5) その他理事会が定める機関 

（会員総会） 

第 10 条 会員総会は、全会員によって構成するものとし、原則として毎年 1 回開催し、次の事

項を審議・決定する。 

(1) 規約の廃止・改正 

(2) 会務及び会計報告の承認 

(3) その他本会の運営に関する重要事項 

２ 理事長は、会員総会を招集し、その議長を指名する。 

（会員総会の議事） 

第 11 条 会員総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。 

２ 総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員にその議決権を委任することができる。 

３ 団体会員は、その指定する者をもって議決権を行使する。 

（理事会） 

第 12 条 理事会は、全理事によって構成し、本会の会務を処理する。 

２ 理事会は、理事長が招集し、その議長を務める。 

３ 理事は、26 名以内とし、別の規程で定めるところにより役員候補者選考委員会から推薦さ

れた会員について、会員総会においてこれを選任する。 

４ 理事会は、自らの任期中に会務の遂行のために特に必要になった場合は、前項で定める理

事の定数の範囲内で、かつ当該任期中に合計 3 名まで、会員の中から理事を選任することが

できる。 

５ 理事又は監事が欠けた場合は、理事会が後任者を選任する。 

（理事長及び副理事長） 

第 13 条 理事会は、理事の互選により、理事長及び副理事長各 1 名を選任する。 

２ 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐して会務に従事するとともに、理事長が欠けた場合又は職務を

遂行できない場合に、その職務を代行する。 
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４ 理事長及び副理事長がともに欠けた場合は、理事会が理事の中から代表理事を選任し、当

該理事が理事長の職務を代行する。 

（担当理事及び委員会） 

第 14 条 理事会は、理事の中から次の事務を担当する者を指名することができる。 

(1) 総務・渉外担当 

(2) 企画担当 

(3) 機関誌編集担当 

(4) ウェブサイト等編集担当 

(5) 自治体等連携担当 

(6) 研究支援・交流担当 

(7) 事務局担当(幹事) 

(8) その他理事会が定める事務 

２ 理事会は、必要があると認める場合は、前項各号に定める事務を担当する委員会を設置す

ることができる。当該委員会の委員長は、前項に基づいて指名された理事とし、その委員は

会員の中から当該委員長がこれを選任する。 

（監事） 

第 15 条 監事は 2 名とし、会計及び会務執行を監査する。 

２ 監事は、別の規程に定めるところにより役員候補者選考委員会から推薦された会員に 

ついて、会員総会においてこれを選任する。 

（顧問） 

第 16 条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、必要な場合に本会の運営に意見を述べることができる。 

３ 顧問は、理事会が会員の中から会員総会の同意を得てこれを選任する。 

（役員等の任期） 

第 17 条 理事長及び副理事長の任期は 2 年とし、連続 3 期を超えることはできない。ただし、

任期満了後においても後任者が選任されるまでは、その職務を行う。 

２ 理事及び監事の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後においても後任者

が選任されるまでは、その職務を行う。 

３ 第 12 条第 4 項に基づいて選任された理事の任期は、その選任時に同条第 3 項に基づい

て選任されていた理事の任期満了時までとする。 

４ 第 12 条第 5 項に基づいて選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（本会の会計） 

第 18 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日までとする。 

２ 本会の予算は、理事会が決定するものとし、直近の会員総会で報告するものとする。 

３ 本会の決算は、理事会が決定し、監事の監査を経て会員総会が承認するものとする。 

（規約の改正等） 

第 19 条 本規約を変更するには、会員総会の承認を得なければならない。この場合において会

員の権利・義務に関する変更については、出席会員の 3 分の 2 以上の賛成を得なければな

らない。 

２ この規約に定めのない事項については、理事会がこれを定めることができる。 

 

附則 

１ この規約は、2020 年 3 月 7 日から施行する。 
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２ 本会設立時におけるこの規約の適用については、本規約に「会員総会」とあるのは 

「会員予定者総会」と、「役員候補者選考委員会」とあるのは「発起人会」と、それぞ 

れ読み替える。 

３ 本会設立時までに第 5 条第 1 項で定める入会申込書を提出した者であって、発起人  

会が会員の資格を満たすことを確認して承認したものは、会員予定者とし、かつ本会設立に

より会員になるものとする。 

４ 本会設立時から 1 年以内に入会する一般会員については、理事会の承認により、第 5 条第 

2 項で定める推薦を省略することができる。 

５ 本会設立時に選任された役員の任期については、第 17 条第 1 項及び第 2 項の規定にか

かわらず、会員総会の開催時期を考慮して、理事会がこれを定める。ただし、この任期は 3

年未満でなければならない。 

６ 2020 年度の本会の会計は、第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、2020 年 3 月 7 日から

2021 年 3 月末日までとする。 

附則 

この規約は、2022 年 7 月 2 日から施行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
地方行政実務研究 第 7 号（2023 年秋） 

【参考】会員の資格等の要点 

 

会員区分 会員の資格 推薦人 
理事会等 
の承認 

会員の権利 会費 

研究者会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①自治体において原則と
して通算 10 年間以上、
常勤職員(公選職、研究職 
及び国からの出向者を除
く)として勤務した経験
を有すること 
②大学等の研究機関に専
任の研究職として勤務
し、又は過去に勤務した
経験を有すること 
(または) 
③①の経験を有する一般
会員が入会後に研究機関
の専任の研究職となった
こと 

個人会員 2 名
の推薦が必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必要  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①本会の運営
に参画 
②機関誌等の
配布を受ける 
③本会が行う
各種事業に参
加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7000 円 
/年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①自治体の常勤職員(公 
選職、研究職及び国から 
の出向者を除く)として 
勤務する者 
(または) 
②過去に原則として通算 
10 年間以上、自治体の常 
勤職員(同上)として勤 
務した経験を有する者 
3 本会の趣旨に賛同する 
こと 

個人会員 2 名 
の推薦が必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①本会の運営
に 
参画 
②機関誌等の
配 
布を受ける 
③本会が行う
各 
種事業に参加 
 
 
 
 
 

5000 円 
/年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

団体会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①自治体 
②地方自治に関する研究
機関 
③本会の趣旨に賛同し、 
当会の研究活動に参加 
し、又はこれを支援する 
団体 
 
 
 
 
 

不要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理事会の定め
による (規程 :
① 
議決権あり、2 
機関誌等の配
布 
を受ける、③本 
会事業に一般
参 
加者として出 
席、本会の要請 
により研究会
等 
で報告又は機
関 
誌等に寄稿可 
能) 

1 口 
10,000 
円/年 
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地方行政実務学会機関誌『地方行政実務研究』投稿論文の募集について 

 

地方行政実務学会では、「公募論文制度（査読付き）」を設けています。 

会員の研究活動を支援し、地方行政の充実と発展に資することを目的としています。  

投稿された論文は、当該分野の第一人者である専門の研究者に審査（査読）を依頼し、その

結果を踏まえ、地方行政の充実と発展に資する高い価値が認められるものは、本会の機関誌『地

方行政実務研究』に掲載します。 

積極的にご応募ください。 

 

【主な特徴】 

＊論文のテーマは自由です。（地方行政の充実と発展に資する研究であれば応募者が自由に設定

できます。地方行政の実務の課題等を踏まえた学術的な研究を期待します。） 

＊応募点数に制限はありません。 

＊応募区分は「研究論文」と「研究ノート」です。 

＊投稿の提出期限は設けず、随時募集しています。 

＊査読期間は概ね３～４か月（修正を要する場合等の再査読も同様）とし、採択が決定した後

の直近の機関誌『地方行政実務研究』に掲載します。採択の決定から機関誌掲載までの間、

投稿者の希望により掲載証明書を交付します。 

 

※問合せ先：atugaru(ｱｯﾄﾏｰｸ)kanto-gakuin.ac.jp（津軽石） 
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公募論文投稿要領 

 

研究支援委員会 

 

１ 応募資格   

当会の個人会員（研究者会員・一般会員）であることを要件とします。 

共著の場合も、共著者全員が個人会員であることを要しますので、個人会員でない場合は

投稿の際に入会申請をしてください。  

 

２ テーマ・内容  

  本会の目的である地方行政の充実と発展に資する研究であれば応募者の自由とします。 

  地方行政の実務の課題等を踏まえた学術的な研究が基本となります。  

 

３ 二重投稿の禁止 

他誌などに既発表・掲載決定済みまたは投稿中の論文・研究ノート等と同一内容の論文を

投稿することはできません。（全く同一でなくても、その内容がきわめて類似していると判断

される場合も該当することがありますので、ご注意ください。） 

ただし、学会等において口頭発表したものの内容を発展させた論文を投稿することはでき

ます。（この場合は必ず９(2)③の業績一覧表にその旨を記載してください。） 

当会で審査過程にある投稿論文は、同時に他機関の各種出版物への投稿・掲載及びウェブ

サイト等による公表をしてはいけません。 

 

４ 応募点数 

  制限はありません。 

（前項（二重投稿の禁止）の規定を遵守したものであれば、同時に複数の投稿をすることも

できます。また、過去に掲載された会員からの投稿も、他の投稿と同様に扱います。） 

 

５ 応募区分と原稿枚数 

 (1) 研究論文 ：地方行政に関わる研究成果をまとめた学術論文   

         既定の執筆フォーマットで 12 枚以内（図表等含む。約 20,000 字以内）  

 (2) 研究ノート：理論仮説、分析枠組、政策モデル等において研究途上にあるものの、 

         今後の研究・実践の基礎となり得る分析・考察をまとめた学術論文 

         （主に一般会員を対象としますが、単なる施策紹介や実践記録などではな

く、分析・考察を深めた学術論文であることが必要です。） 

         既定の執筆フォーマットで８枚以内（図表等含む。約 13,000 字以内） 

を標準としますが、最大 12 枚以内（図表等含む。約 20,000 字以内） 

まで可能とします。  

 

６ 原稿締切と査読期間 

随時募集とします。 

査読期間は概ね３～４か月（修正を要する場合等の再査読も同様）とし、採択が決定した

後の直近の機関誌に掲載します。 

なお、採択の決定後、機関誌への掲載までの間、投稿者の希望により掲載証明書を交付し
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ます。  

 

７ 審査方法 

研究支援委員会が、論文ごとに複数の匿名の査読者に審査を依頼し、その審査結果に基づ

き、研究支援委員会において掲載の可否を決定します。 

審査方法の詳細は、審査要領を参照してください。 

 

８ 審査基準 

主題の明晰さ、命題(仮説)と事実(実証)及びその方法などの的確さ、知見の新しさなどを

基準とし、本会の目的である地方行政の充実と発展に資する学術論文としての適切さを審査

します。 

 

９ 応募要領 

 (1) 執筆の要領  

  「公募論文執筆要領」に基づいて執筆してください。 

   執筆にあたっては、査読の際に著者が判明しないように配意してください。 

（例えば、自己の著書や論文等を引用する場合も「拙著」「拙稿」などとは記載せず、他の

文献と同様に表記してください。また、学会発表や科研費プロジェクトの記述にもご注

意ください。） 

 (2) 提出物 

 応募にあたっては、次の４点を提出してください。 

  いずれも、学会ウェブサイトに掲載している様式を用いて作成し、その電子データ（①

②③④：Word 形式＋②：PDF 形式）を添付したＥメールで提出してください。 

 ① 応募申込書 

   執筆者の所属・氏名、論文題目、申込日、応募区分、連絡先等を記載した応募申込書

を提出してください。 

  ② 論文本文 

「公募論文執筆要領」に基づいて執筆した論文本文とともに、200 字から 400 字までの

要旨と４つまでのキーワードを本文の前に記載して提出してください。 

  ③ 業績一覧表 

学術論文等の研究業績のある応募者は、過去５年間の業績一覧表を提出してください。

現物の提出は不要です。 

業績には、既発表のものに加え投稿中のもの及び学会等における口頭報告を含みます。

また、投稿する論文のテーマと類似する業績があれば過去５年以前のものも記載してく

ださい。いずれも、上記「３二重投稿の禁止」の確認ができるように必要な事項を記載

してください。 

これらに該当する業績のない会員は、業績一覧表を提出する必要はありません。 

  ④ 誓約書 

応募者は、研究不正がないことを自己申告する誓約書を投稿時に提出してください。

共著の場合は、執筆代表者が誓約書を提出してください。 

 (3)  原稿送付先・問合せ先 

 地方行政実務学会 研究支援委員会（関東学院大学 津軽石昭彦 研究室内） 

  E-mail: atugaru(アットマーク)kanto-gakuin.ac.jp 
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10 機関誌への掲載と機関誌の形態  

審査の結果、採択を決定した論文は、本会の機関誌に掲載します。 

本会の機関誌は、学会ウェブサイトへの掲載によるニュースレター形式で、会員専用サイ

トに掲載された後、一定期間を経て一般公開されます。 

学会ウェブサイトへの掲載という形態のため、別刷は作成しませんが、機関誌に掲載する

論文のページ内に「本研究は複数の匿名の査読者による審査を経た査読付き論文である」旨

を明記するほか、発刊年月・巻・号・頁も欄外に記載するなど、該当ページだけで別刷と同

様に活用できるようにします。 

 

11 著作権  

掲載された論文の著作権は地方行政実務学会に帰属します。また、掲載された論文の執筆

者は、論文をウェブサイトで公開することに同意したものとします。 

掲載された論文を執筆者が他の出版物、ウェブサイト等に転用する場合には、あらかじめ

文書により研究支援委員会の了承を得てください。転用の際は、転用先の出版物に、本会機

関誌掲載の論文題目、本会機関誌の名称、掲載年、巻、号、頁を明記していただくことが必

要です。 

 

12 不正行為等への対応 

 以下の問題が生じた場合には、掲載が決定した論文や既に掲載された論文であっても、掲載

を取り消すことがあります。その審議と決定は、研究支援委員会が理事会との協議のもとで行

います。 

 (1)  二重投稿の禁止等を定めた投稿要領に反することが判明した場合 

 (2)  データ捏造、虚偽の記載、剽窃等の研究不正が判明した場合 

 (3) 研究倫理に反する行為が判明した場合 

 (4)  その他、研究支援委員会において疑義が生じた場合 

 

13 その他  

 (1) 研究支援委員会の委員や査読者となった会員からの投稿も妨げません。ただし、これら

の投稿者の投稿に係る審査は、全てこれらの投稿者を参画させることなく実施します。 

 (2) 全体の応募状況や掲載に至る経緯のあらましなどについては、機関誌に簡単な報告を掲

載します。  

        （研究支援委員会 2020 年 3 月 30 日決定、2021 年 5 月 14 日一部改正） 
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編集後記 

 

『地方行政実務研究』第７号を発刊いたしました。発刊にあたり、お忙しいなかご協力をい

ただきました皆様に心よりお礼申し上げます。本号より、吉川貴代理事（八尾市）、出相貴裕

会員（柳井市）にも本格的に編集に加わっていただき、知見を活かしていただきながら、充実

した内容に編集いただきました。 

本号は今年７月に開催しました第３回春季大会のシンポジウムとパネル・ディスカッション、

７つの分科会の内容などを掲載しています。  

シンポジウムとパネル・ディスカッションでは、本年５月に新型コロナウイルス感染症が２

類から５類に移行された機に合わせて、これまでの対策を丁寧に検証しこれからの対応に活か

していくために活発な意見交換が行われ、今後の実務や研究の取り組みの参考となる示唆を得

た会員も多かったことと思います。 また、各分科会でも、実務を通じた問題意識を発展させた

研究テーマについての報告がなされ、活発な意見交換がなされた内容を紹介しています。 

本学会は「実務と研究の橋渡し」という役割を担うべく活動しております。その機関誌であ

る本誌では、今後も地方行政に関する交流と刺激の場となるような、開かれた誌面づくりを目

指していきますのでご支援をいただければ幸いです。また、公募論文への投稿もお待ちしてお

ります。  

これからも、皆様からのご投稿と末永いご愛読をよろしくお願いいたします。  

 

（機関誌編集委員会委員長：大島 博文）  

 

 

表紙写真：中川和郎（東京都武蔵野市）  

 

東京都のほぼ中央に位置する武蔵野市。23 区と多摩地区を結ぶ東京の『芯』となっています。

緑豊かな住宅都市と教育・福祉・健康・文化・スポーツ・情報などの生活型の産業が高度に集

積して、調和した「生活核都市」として発展し、住んでみたい街としてそのイメージが定着し

ています。写真は元祖コミュニティバス「ムーバス」、人とひとが出会い、それぞれが持って

いる情報（知識や経験）を共有・交換しながら、知的な創造や交流を生み出し、地域社会（ま

ち）の活性化を深められるような活動支援型の公共施設「武蔵野プレイス」、武蔵野市の市街

地に位置する地域に開かれたごみ処理施設「武蔵野クリーンセンター」です。 

 

＊各会員の皆様から表紙を飾る写真の提供を募集しています。  

詳しくは機関誌編集担当理事（吉川）まで。 
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